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平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の運営について 

 

 

標記については、「平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付につ
いて」（平成２１年３月５日２０文科初第１２７８号・厚生労働省発雇児第 0305005 号）をもって
通知されたところであるが、今般、別紙のとおり「安心こども基金管理運営要領」を定め、平成２
１年１月２７日から適用することとしたので通知する。 

なお、本通知については、速やかに管内市町村に通知されたい。 
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別紙 

 

安心こども基金管理運営要領 

 

 

第１ 通則 

子育て支援対策臨時特例交付金により都道府県に造成された基金（以下「基金」という。）

の管理、運用、取崩し等に係る事業（以下「基金事業」という。）及び基金を活用して行われ

る特別対策事業（以下「特別対策事業」という。）については、この要領の定めるところによ

るものとする。 

 

第２ 基金事業 

（１）基金の設置 

基金は、都道府県がこれを設置するものとする。 

 

（２）基金の設置方法 

基金は、次の事項を条例等において規定するものとする。 

① 基金の設置目的 

② 基金の額 

③ 基金の管理 

④  運用益の処理 

⑤ 基金の処分 

 

（３）基金事業の実施 

① 基金事業の実施計画の作成等 

ア 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、別添「子育て支援対策臨時特例交付金（安心

こども基金）による特別対策事業」の２の⑥欄において事業ごとに規定する事業実施期限

（以下「事業実施期限」という。）までの特別対策事業に係る計画を策定し、都道府県に

報告するものとする。 

イ 都道府県は、事業実施期限までの特別対策事業に係る計画を策定するものとする。 

ウ 都道府県は、必要に応じ市町村が策定した特別対策事業に係る計画及び都道府県の特別

対策事業に係る計画について調整を行い、事業実施期限のうち最も遅い日までの基金事業

に係る計画を策定する。 

エ 都道府県は、市町村が事業実施期限までの特別対策事業に係る計画を策定するにあたり

、あらかじめ市町村ごとの助成額の上限を提示することが出来るものとする。 

また、都道府県は、基金事業に係る計画の見直しに伴い、必要に応じて市町村ごとの

上限を見直すことができるものとする。 

② 基金の取崩し 

都道府県は、基金事業に係る計画の範囲内で、都道府県及び市町村が行う特別対策事業に

必要な経費を必要に応じ基金から取崩し、支出するものとする。 

ただし、事業実施期限の翌日以降実施した事業にかかる経費については、支出できないも

のとする。 
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安心こども基金管理運営要領 

 

 

第１ 通則 

子育て支援対策臨時特例交付金により都道府県に造成された基金（以下「基金」という。）

の管理、運用、取崩し等に係る事業（以下「基金事業」という。）及び基金を活用して行われ
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（３）基金事業の実施 

① 基金事業の実施計画の作成等 

ア 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、別添「子育て支援対策臨時特例交付金（安心
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イ 都道府県は、事業実施期限までの特別対策事業に係る計画を策定するものとする。 

ウ 都道府県は、必要に応じ市町村が策定した特別対策事業に係る計画及び都道府県の特別

対策事業に係る計画について調整を行い、事業実施期限のうち最も遅い日までの基金事業

に係る計画を策定する。 

エ 都道府県は、市町村が事業実施期限までの特別対策事業に係る計画を策定するにあたり

、あらかじめ市町村ごとの助成額の上限を提示することが出来るものとする。 

また、都道府県は、基金事業に係る計画の見直しに伴い、必要に応じて市町村ごとの

上限を見直すことができるものとする。 

② 基金の取崩し 

都道府県は、基金事業に係る計画の範囲内で、都道府県及び市町村が行う特別対策事業に

必要な経費を必要に応じ基金から取崩し、支出するものとする。 

ただし、事業実施期限の翌日以降実施した事業にかかる経費については、支出できないも

のとする。 
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③ 基金事業に係る計画の見直し 

都道府県は、必要に応じて基金事業に係る計画を見直すことができるものとする。 

 

（４）運用益の処理 

基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。 

 

（５）基金事業の中止 

都道府県は、基金事業を中止し、又は廃止する場合には、こども家庭庁長官及び文部科学大

臣の承認を受けなければならない。 

 

（６）基金の処分の制限 

基金（（４）により繰り入れた運用益を含む。）は、特別対策事業を実施する場合を除き、

これを取崩してはならないものとする。 

 

（７）基金事業の運営及び管理に関する基本的事項の公表 

都道府県は、基金の名称、基金設置団体名、基金の額、国費相当額、基金事業等の概要、基

金事業等を終了する時期、基金事業等の目標及び基金事業等を公募により行う場合は、給付対

象となる事務又は事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制につい

て、別添様式により、令和５年１２月１日の翌日から起算して４５日以内に自らのホームペー

ジにおいて公表しなければならない。なお、こども家庭庁及び文部科学省が当該事項をホーム

ページに公表した場合であって、当該ホームページのアドレスを、自らのホームページにおい

て公表する場合はこの限りではない。 

 

（８）事業の終了 

① 特別対策事業は事業実施期限をもって終了とする。また、基金事業は事業実施期限のうち

最も遅い日が到来した時点で終了とし、その時点で基金を解散することとする。 

ただし、事業実施期限のうち最も遅い日が到来した時点における特別対策事業実施分の精

算を目的として、必要に応じ、事業実施期限のうち最も遅い日の翌日から起算して３ヶ月間

を限度に基金事業を延長することができる。（この場合は、精算手続が全て完了したうえで

基金の解散を行うものとする。） 

なお、基金事業の実施期限を延長した場合は、（３）の①のウの「事業実施期限のうち最

も遅い日」を「事業実施期限のうち最も遅い日の翌日から起算し３ヶ月後」と読み替えるも

のとする。 

② 基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、基金事業に係る保管の状況

等必要な事項をこども家庭庁長官及び文部科学大臣に別紙様式により報告し、その指示を受

け、解散するときに有する基金の残余額を国庫に返還しなければならない。 

③ 基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であるとこども家庭庁長官

及び文部科学大臣が認め、補助金の全部又は一部に相当する額の返納を命じた場合には、こ

ども家庭庁長官及び文部科学大臣が指定する期日までに国庫に返納しなければならない。 

 

 

 

③ 基金事業に係る計画の見直し 

都道府県は、必要に応じて基金事業に係る計画を見直すことができるものとする。 

 

（４）運用益の処理 

基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。 

 

（５）基金事業の中止 

都道府県は、基金事業を中止し、又は廃止する場合には、内閣総理大臣、文部科学大臣及び

厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

 

（６）基金の処分の制限 

基金（（４）により繰り入れた運用益を含む。）は、特別対策事業を実施する場合を除き、

これを取崩してはならないものとする。 

 

（７）基金事業の運営及び管理に関する基本的事項の公表 

都道府県は、基金の名称、基金設置団体名、基金の額、国費相当額、基金事業等の概要、基

金事業等を終了する時期、基金事業等の目標及び基金事業等を公募により行う場合は、給付対

象となる事務又は事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制につい

て、別添様式により、令和５年３月３０日の翌日から起算して４５日以内に自らのホームペー

ジにおいて公表しなければならない。なお、内閣府、文部科学省及び厚生労働省が当該事項を

ホームページに公表した場合であって、当該ホームページのアドレスを、自らのホームページ

において公表する場合はこの限りではない。 

 

（８）事業の終了 

① 特別対策事業は事業実施期限をもって終了とする。また、基金事業は事業実施期限のうち

最も遅い日が到来した時点で終了とし、その時点で基金を解散することとする。 

ただし、事業実施期限のうち最も遅い日が到来した時点における特別対策事業実施分の精

算を目的として、必要に応じ、事業実施期限のうち最も遅い日の翌日から起算して３ヶ月間

を限度に基金事業を延長することができる。（この場合は、精算手続が全て完了したうえで

基金の解散を行うものとする。） 

なお、基金事業の実施期限を延長した場合は、（３）の①のウの「事業実施期限のうち最

も遅い日」を「事業実施期限のうち最も遅い日の翌日から起算し３ヶ月後」と読み替えるも

のとする。 

② 基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、基金事業に係る保管の状況

等必要な事項を内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣に別紙様式により報告し、そ

の指示を受け、解散するときに有する基金の残余額を国庫に返還しなければならない。 

③ 基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると内閣総理大臣、文

部科学大臣及び厚生労働大臣が認め、補助金の全部又は一部に相当する額の返納を命じた場

合には、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に返納し

なければならない。 
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（９）区分ごとの精算 

① 事業実施期限が到来した事業は、別添１「保育所緊急整備事業」、別添１の２「小規模保

育整備事業」、別添２「賃貸物件による保育所整備事業」、別添３「子育て支援のための拠

点施設整備事業」、別添４「放課後児童クラブ設置促進事業」、別添６「家庭的保育改修等

事業」、別添６の５「認可化移行総合支援事業」、別添７の３「認可外保育施設保育士資格

取得支援事業」、別添７の４「保育士修学資金貸付事業」、別添７の６「保育教諭確保のた

めの保育士資格取得支援事業」、別添７の７「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取

得支援事業」、別添７の８「保育所等保育士資格取得支援事業」、別添８「認定こども園整

備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」、別添９の１「小規模保育設置促進事業」

、別添１１の２「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」、別添１７「ひと

り親家庭等の在宅就業支援事業」、別添２０「児童養護施設等の生活向上のための環境改善

事業」、別添２２「児童虐待防止対策緊急強化事業」及び別添２８「幼児教育・保育無償化

円滑化事業」にかかる分を除き、別添の２の①欄の区分ごとに、⑦欄に掲げる時期までの収

支について精算することとする。精算にあたっては、区分ごとの保有額、基金事業にかかる

保管の状況等必要な事項をこども家庭庁長官及び文部科学大臣（平成２７年度分以降はこど

も家庭庁長官（別添２４「幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」を含む場合はこども家庭

庁長官及び文部科学大臣））に精算時期の属する年の６月末までに別紙様式により報告し、

その指示を受け、精算した区分の残余金を国庫に返還しなければならない。 

② 別添１「保育所緊急整備事業」、別添１の２「小規模保育整備事業」、別添２「賃貸物件

による保育所整備事業」、別添３「子育て支援のための拠点施設整備事業」、別添４「放課後

児童クラブ設置促進事業」、別添６「家庭的保育改修等事業」、別添６の５「認可化移行総

合支援事業」、別添７の３「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添７の４「保育

士修学資金貸付事業」、別添７の６「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」、別

添７の７「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業」、別添７の８「保育所

等保育士資格取得支援事業」、別添８「認定こども園整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震

化促進事業」、別添９の１「小規模保育設置促進事業」、別添１１の２「保育教諭確保のた

めの幼稚園教諭免許状取得支援事業」、別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」、

別添２０「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」及び別添２２「児童虐待防止

対策緊急強化事業」に係る精算については、別添の２の⑥に定める事業実施期限が到来した

場合には、事業実施期限の属する年度の末日までの収支について精算することとする。精算

に当たっては、当該事業に係る保有額、基金事業に係る保管の状況等必要な事項をこども家

庭庁長官（別添８「認定こども園整備事業」及び別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」を含

む場合はこども家庭庁長官及び文部科学大臣）に事業実施期限の属する年度の翌年度の６月

末までに別紙様式により報告し、その指示を受け、当該事業に係る残余金を国庫に返還しな

ければならない。 

③ 別添７の３「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添７の４「保育士修学資金貸

付事業」、別添７の６「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」、別添７の７「幼

稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業」、別添７の８「保育所等保育士資格

取得支援事業」、別添１１の２「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」及

び別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のうち、事業実施期限が最も遅い事業に

係る精算については、②に関わらず、（８）②によるものとする。 

④ 別添２８「幼児教育・保育無償化円滑化事業」に係る精算については、別添の２の⑦欄に

（９）区分ごとの精算 

① 事業実施期限が到来した事業は、別添１「保育所緊急整備事業」、別添１の２「小規模保

育整備事業」、別添２「賃貸物件による保育所整備事業」、別添３「子育て支援のための拠

点施設整備事業」、別添４「放課後児童クラブ設置促進事業」、別添６「家庭的保育改修等

事業」、別添６の５「認可化移行総合支援事業」、別添７の３「認可外保育施設保育士資格

取得支援事業」、別添７の４「保育士修学資金貸付事業」、別添７の６「保育教諭確保のた

めの保育士資格取得支援事業」、別添７の７「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取

得支援事業」、別添７の８「保育所等保育士資格取得支援事業」、別添８「認定こども園整

備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」、別添９の１「小規模保育設置促進事業」

、別添１１の２「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」、別添１７「ひと

り親家庭等の在宅就業支援事業」、別添２０「児童養護施設等の生活向上のための環境改善

事業」、別添２２「児童虐待防止対策緊急強化事業」及び別添２８「幼児教育・保育無償化

円滑化事業」にかかる分を除き、別添の２の①欄の区分ごとに、⑦欄に掲げる時期までの収

支について精算することとする。精算にあたっては、区分ごとの保有額、基金事業にかかる

保管の状況等必要な事項を文部科学大臣及び厚生労働大臣（平成２７年度分以降は厚生労働

大臣（別添２４「幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」を含む場合は文部科学大臣及び厚

生労働大臣））に精算時期の属する年の６月末までに別紙様式により報告し、その指示を受

け、精算した区分の残余金を国庫に返還しなければならない。 

② 別添１「保育所緊急整備事業」、別添１の２「小規模保育整備事業」、別添２「賃貸物件

による保育所整備事業」、別添３「子育て支援のための拠点施設整備事業」、別添４「放課後

児童クラブ設置促進事業」、別添６「家庭的保育改修等事業」、別添６の５「認可化移行総

合支援事業」、別添７の３「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添７の４「保育

士修学資金貸付事業」、別添７の６「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」、別

添７の７「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業」、別添７の８「保育所

等保育士資格取得支援事業」、別添８「認定こども園整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震

化促進事業」、別添９の１「小規模保育設置促進事業」、別添１１の２「保育教諭確保のた

めの幼稚園教諭免許状取得支援事業」、別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」、

別添２０「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」及び別添２２「児童虐待防止

対策緊急強化事業」に係る精算については、別添の２の⑥に定める事業実施期限が到来した

場合には、事業実施期限の属する年度の末日までの収支について精算することとする。精算

に当たっては、当該事業に係る保有額、基金事業に係る保管の状況等必要な事項を厚生労働

大臣（別添８「認定こども園整備事業」及び別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」を含む場

合は文部科学大臣及び厚生労働大臣）に事業実施期限の属する年度の翌年度の６月末までに

別紙様式により報告し、その指示を受け、当該事業に係る残余金を国庫に返還しなければな

らない。 

③ 別添７の３「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添７の４「保育士修学資金貸

付事業」、別添７の６「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」、別添７の７「幼

稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業」、別添７の８「保育所等保育士資格

取得支援事業」、別添１１の２「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」及

び別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のうち、事業実施期限が最も遅い事業に

係る精算については、②に関わらず、（８）②によるものとする。 

④ 別添２８「幼児教育・保育無償化円滑化事業」に係る精算については、別添の２の⑦欄に
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掲げる時期までの収支について精算することとする。精算にあたっては、区分ごとの保有額

、基金事業にかかる保管の状況等必要な事項をこども家庭庁長官に精算時期の属する年の６

月末までに別紙様式により報告し、その指示を受け、精算した区分の残余金を国庫に返還し

なければならない。 

 

（10）事業実施状況報告 

都道府県は、毎年度、別に定めるところにより、別紙様式等により事業実施状況報告書等を

こども家庭庁長官及び文部科学大臣（平成２７年度分以降はこども家庭庁長官（別添８「認定

こども園整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」及び別添２４「幼稚園等の複合化・

多機能化推進事業」を含む場合はこども家庭庁長官及び文部科学大臣））、令和２年度分以降は

こども家庭庁長官（別添８「認定こども園整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」及

び別添２４「幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」を含む場合はこども家庭庁長官及び文部

科学大臣））に提出するとともに公表しなければならない。 

なお、事業実施期限のうち最も遅い日の属する年度、別添の２の⑦欄に掲げる精算時期の属

する年度、別添１「保育所緊急整備事業」、別添１の２「小規模保育整備事業」、別添２「賃

貸物件による保育所整備事業」、別添３「子育て支援のための拠点施設整備事業」、別添４「

放課後児童クラブ設置促進事業」、別添６「家庭的保育改修等事業」、別添６の５「認可化移

行総合支援事業」、別添７の３「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添７の４「保

育士修学資金貸付事業」、別添７の６「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」、別

添７の７「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業」、別添７の８「保育所等

保育士資格取得支援事業」、別添８「認定こども園整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促

進事業」、別添９の１「小規模保育設置促進事業」、別添１１の２「保育士資格を有する者の

幼稚園教諭免許状取得支援事業」、別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」、別添２

０「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」又は別添２２「児童虐待防止対策緊急

強化事業」の事業実施期限の属する年度の事業実施状況報告については、（８）②又は（９）

によるものとする。 

 

第３ 特別対策事業の実施 

（１）特別対策事業の対象 

特別対策事業は、別添に掲げる事業とする。 

ただし、次に掲げる事業は、特別対策事業の対象としない。 

① 国が別途定める国庫負担（補助）制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は

補助している事業 

② 土地の買収又は整地に要する費用に対し補助を行う事業 

 

（２）特別対策事業の実施主体 

特別対策事業の実施主体は、都道府県及び市町村とする。 

また、都道府県及び市町村は、別添１、２、４、６から１２、１４から２２、２５及び３７

に掲げる事業者（以下「事業者」という。）への委託、補助又は助成等により事業を実施する

ことができるものとする。 

 

（３）市町村が行う特別対策事業に係る助成金の助成申請等 

掲げる時期までの収支について精算することとする。精算にあたっては、区分ごとの保有額

、基金事業にかかる保管の状況等必要な事項を内閣総理大臣に精算時期の属する年の６月末

までに別紙様式により報告し、その指示を受け、精算した区分の残余金を国庫に返還しなけ

ればならない。 

 

（10）事業実施状況報告 

都道府県は、毎年度、別に定めるところにより、別紙様式等により事業実施状況報告書等を

文部科学大臣及び厚生労働大臣（平成２７年度分以降は厚生労働大臣（別添８「認定こども園

整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」及び別添２４「幼稚園等の複合化・多機能化

推進事業」を含む場合は文部科学大臣及び厚生労働大臣））、令和２年度分以降は内閣総理大臣

及び厚生労働大臣（別添８「認定こども園整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促進事業」及

び別添２４「幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」を含む場合は内閣総理大臣、文部科学大

臣及び厚生労働大臣））に提出するとともに公表しなければならない。 

なお、事業実施期限のうち最も遅い日の属する年度、別添の２の⑦欄に掲げる精算時期の属

する年度、別添１「保育所緊急整備事業」、別添１の２「小規模保育整備事業」、別添２「賃

貸物件による保育所整備事業」、別添３「子育て支援のための拠点施設整備事業」、別添４「

放課後児童クラブ設置促進事業」、別添６「家庭的保育改修等事業」、別添６の５「認可化移

行総合支援事業」、別添７の３「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添７の４「保

育士修学資金貸付事業」、別添７の６「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」、別

添７の７「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業」、別添７の８「保育所等

保育士資格取得支援事業」、別添８「認定こども園整備事業」、別添８の２「幼稚園耐震化促

進事業」、別添９の１「小規模保育設置促進事業」、別添１１の２「保育士資格を有する者の

幼稚園教諭免許状取得支援事業」、別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」、別添２

０「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」又は別添２２「児童虐待防止対策緊急

強化事業」の事業実施期限の属する年度の事業実施状況報告については、（８）②又は（９）

によるものとする。 

 

第３ 特別対策事業の実施 

（１）特別対策事業の対象 

特別対策事業は、別添に掲げる事業とする。 

ただし、次に掲げる事業は、特別対策事業の対象としない。 

① 国が別途定める国庫負担（補助）制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は

補助している事業 

② 土地の買収又は整地に要する費用に対し補助を行う事業 

 

（２）特別対策事業の実施主体 

特別対策事業の実施主体は、都道府県及び市町村とする。 

また、都道府県及び市町村は、別添１、２、４、６から１２、１４から２２及び２５に掲げ

る事業者（以下「事業者」という。）への委託、補助又は助成等により事業を実施することが

できるものとする。 

 

（３）市町村が行う特別対策事業に係る助成金の助成申請等 
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① 市町村は、特別対策事業を実施しようとする場合には、都道府県に対し特別対策事業に係

る助成金の助成申請を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事に提出しなければな

らない。 

② 都道府県は、市町村から特別対策事業に係る助成金の助成申請を受けた場合には、審査を

行い、当該申請内容が適正と認められた場合に、当該市町村に対し助成金の助成を行うもの

とする。 

③ 都道府県は、②の助成決定に基づき基金を取崩しこれを一般会計に繰り入れた上で、市町

村に対し助成金を助成するものとする。 

その場合、都道府県の負担が生じる特別対策事業については、都道府県負担分を併せて助

成するものとする。 

 

（４）特別対策事業の中止 

① 都道府県は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、こども家庭庁長官及び文部

科学大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

② 市町村は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事に報告し、その

指示を受けなければならない。 

③ ②に基づき都道府県知事が指示する場合は、あらかじめこども家庭庁長官及び文部科学大

臣の指示を受けなければならない。 

 

（５）事業実施報告 

市町村は、特別対策事業の事業実施報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事

に提出しなければならない。 

 

第４ 特別対策事業を実施する場合の助成の条件 

特別対策事業を実施する場合には、次の条件が付されるものとする。 

（１）都道府県が特別対策事業を実施する場合 

① 助成対象事業（第３に規定する事業）に使用しなければならない。 

② 別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のうち、こども家庭庁長官が必要と認め

た額にかかる事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、こども家庭庁長官

の承認を受けなければならない。 

③ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに特別対策事業

により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を

経過するまで、こども家庭庁長官及び文部科学大臣の承認を受けないで、この特別対策事業

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはな

らない。 

④ こども家庭庁長官又は文部科学大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があっ

た場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

⑤ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した財産については、特別対策事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

⑥ 特別対策事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、特

① 市町村は、特別対策事業を実施しようとする場合には、都道府県に対し特別対策事業に係

る助成金の助成申請を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事に提出しなければな

らない。 

② 都道府県は、市町村から特別対策事業に係る助成金の助成申請を受けた場合には、審査を

行い、当該申請内容が適正と認められた場合に、当該市町村に対し助成金の助成を行うもの

とする。 

③ 都道府県は、②の助成決定に基づき基金を取崩しこれを一般会計に繰り入れた上で、市町

村に対し助成金を助成するものとする。 

その場合、都道府県の負担が生じる特別対策事業については、都道府県負担分を併せて助

成するものとする。 

 

（４）特別対策事業の中止 

① 都道府県は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、内閣総理大臣、文部科学大

臣及び厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

② 市町村は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事に報告し、その

指示を受けなければならない。 

③ ②に基づき都道府県知事が指示する場合は、あらかじめ内閣総理大臣、文部科学大臣及び

厚生労働大臣の指示を受けなければならない。 

 

（５）事業実施報告 

市町村は、特別対策事業の事業実施報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事

に提出しなければならない。 

 

第４ 特別対策事業を実施する場合の助成の条件 

特別対策事業を実施する場合には、次の条件が付されるものとする。 

（１）都道府県が特別対策事業を実施する場合 

① 助成対象事業（第３に規定する事業）に使用しなければならない。 

② 別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のうち、厚生労働大臣が必要と認めた額

にかかる事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を

受けなければならない。 

③ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに特別対策事業

により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を

経過するまで、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣の承認を受けないで、この特

別対策事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃

棄してはならない。 

④ 内閣総理大臣、文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより

収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

⑤ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した財産については、特別対策事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

⑥ 特別対策事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、特
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別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を特別

対策事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の

属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

⑦ 特別対策事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても

、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

 

（２）市町村が実施する特別対策事業及び都道府県が事業者に行わせる特別対策事業に対して都道

府県が助成金を助成する場合 

都道府県は、市町村が実施する特別対策事業及び都道府県が事業者に行わせる特別対策事業

に対して、この基金を財源の一部として助成金を助成する場合には、次の条件を付さなければ

ならない。 

① 特別対策事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、都道府県知事の承認

を受けなければならない。 

② 特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けなければなら

ない。 

③ 特別対策事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに都道府県知事に報告してその指示を受けなければならない。 

④ 市町村は特別対策事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するととも

に、特別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類

を特別対策事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

また、事業者は特別対策事業にかかる収入及び支出との関係を明らかにした調書を作成す

るとともに、特別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び

証拠書類を特別対策事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認

を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

⑤ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに特別対策事業

により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を

経過するまで、都道府県知事の承認を受けないで、この特別対策事業の目的に反して使用し

、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。 

⑥ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。 

⑦ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した財産については、特別対策事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

⑧ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに都道府県知事に報告しなければならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって

、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方

消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこ

と。 

また、都道府県知事に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を都道府県

別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を特別

対策事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の

属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

⑦ 特別対策事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても

、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

 

（２）市町村が実施する特別対策事業及び都道府県が事業者に行わせる特別対策事業に対して都道

府県が助成金を助成する場合 

都道府県は、市町村が実施する特別対策事業及び都道府県が事業者に行わせる特別対策事業

に対して、この基金を財源の一部として助成金を助成する場合には、次の条件を付さなければ

ならない。 

① 特別対策事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、都道府県知事の承認

を受けなければならない。 

② 特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けなければなら

ない。 

③ 特別対策事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに都道府県知事に報告してその指示を受けなければならない。 

④ 市町村は特別対策事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するととも

に、特別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類

を特別対策事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

また、事業者は特別対策事業にかかる収入及び支出との関係を明らかにした調書を作成す

るとともに、特別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び

証拠書類を特別対策事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認

を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

⑤ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに特別対策事業

により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を

経過するまで、都道府県知事の承認を受けないで、この特別対策事業の目的に反して使用し

、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。 

⑥ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。 

⑦ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した財産については、特別対策事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

⑧ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに都道府県知事に報告しなければならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって

、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方

消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこ

と。 

また、都道府県知事に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を都道府県
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に納付させることがある。 

⑨ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受け

てはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

⑩ 特別対策事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても

、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

⑪ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

⑫ 市町村及び事業者が①から⑪により付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又

は一部を都道府県に納付させることがある。 

⑬ ①又は②に基づき、都道府県知事が別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のう

ち、こども家庭庁長官が必要と認めた額にかかる事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を

承認する場合には、あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。 

⑭ ⑤により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじ

めこども家庭庁長官又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。 

 

（３）事業者に対し市町村が助成することにより実施する特別対策事業に対して都道府県が助成金

を助成する場合 

都道府県は、市町村が事業者に対して助成し、特別対策事業を実施するために、この基金を

財源の一部として助成する場合には、次の条件を付さなければならない。 

① （２）の②、③及び④に掲げる条件 

② 市町村が事業者に対して、この助成金を助成する場合には、次の条件を付さなければなら

ない。 

ア 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市町村長（特別区の区長を含む。以

下「市町村長」という。）の承認を受けなければならない。 

（ア）建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。） 

（イ）建物等の用途 

（ウ）利用定員 

イ 事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する場合には、市町村長の

承認を受けなければならない。 

ウ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やか

に市町村長に報告してその指示を受けなければならない。 

エ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を経過するま

で、市町村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。 

オ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を市町村に納付させることがある。 

カ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

キ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市町村長に報告しなければならない。 

に納付させることがある。 

⑨ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受け

てはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

⑩ 特別対策事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても

、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

⑪ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

⑫ 市町村及び事業者が①から⑪により付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又

は一部を都道府県に納付させることがある。 

⑬ ①又は②に基づき、都道府県知事が別添１７「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のう

ち、厚生労働大臣が必要と認めた額にかかる事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認

する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

⑭ ⑤により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじ

め内閣総理大臣、文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

 

（３）事業者に対し市町村が助成することにより実施する特別対策事業に対して都道府県が助成金

を助成する場合 

都道府県は、市町村が事業者に対して助成し、特別対策事業を実施するために、この基金を

財源の一部として助成する場合には、次の条件を付さなければならない。 

① （２）の②、③及び④に掲げる条件 

② 市町村が事業者に対して、この助成金を助成する場合には、次の条件を付さなければなら

ない。 

ア 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市町村長（特別区の区長を含む。以

下「市町村長」という。）の承認を受けなければならない。 

（ア）建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。） 

（イ）建物等の用途 

（ウ）利用定員 

イ 事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する場合には、市町村長の

承認を受けなければならない。 

ウ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やか

に市町村長に報告してその指示を受けなければならない。 

エ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を経過するま

で、市町村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。 

オ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を市町村に納付させることがある。 

カ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

キ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市町村長に報告しなければならない。 
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なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び

地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を

行うこと。 

また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町村に納

付させることがある。 

ク 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書

類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけ

ればならない。 

ケ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受

けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

コ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約

の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

サ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市町村が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

③ ②により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ都道府

県知事の承認又は指示を受けなければならない。 

④ 事業者から財産処分による収入又は助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付さ

せることがある。 

⑤ 事業者が②より付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を都道府県に

納付させることがある。 

⑥ ③により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじ

めこども家庭庁長官又は文部科学大臣の承認又は指示を受けなければならない。 

 

（４）（２）の⑥及び（３）の④により付した条件に基づき市町村及び事業者から財産の処分によ

る収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させ

ることがある。 

 

（５）（２）の⑫及び（３）の⑤により付した条件に基づき市町村及び事業者から納付させた場合

には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（６）特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

（７）（１）の③、（２）の⑭及び（３）の⑥のこども家庭庁長官又は文部科学大臣の承認手続等

については、こども家庭庁分については「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について

」（令和５年６月15日こ成事第331号・こ支虐第69号こども家庭庁成育局長・支援局長連名通

知）、文部科学省分については「私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）等に係

る財産処分の承認等について」（平成３１年３月２９日３０文科初第１３６８号文部科学省初

等中等教育局長通知）を準用する。 

 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び

地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を

行うこと。 

また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町村に納

付させることがある。 

ク 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書

類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけ

ればならない。 

ケ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受

けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

コ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約

の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

サ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市町村が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

③ ②により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ都道府

県知事の承認又は指示を受けなければならない。 

④ 事業者から財産処分による収入又は助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付さ

せることがある。 

⑤ 事業者が②より付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を都道府県に

納付させることがある。 

⑥ ③により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじ

め文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。 

 

（４）（２）の⑥及び（３）の④により付した条件に基づき市町村及び事業者から財産の処分によ

る収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させ

ることがある。 

 

（５）（２）の⑫及び（３）の⑤により付した条件に基づき市町村及び事業者から納付させた場合

には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（６）特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

（７）（１）の③、（２）の⑭及び（３）の⑥の内閣総理大臣、文部科学大臣又は厚生労働大臣の

承認手続等については、内閣府分については「内閣府における補助金等に係る財産処分の承認

手続き等について」（平成２０年５月２７日府会第３９３号内閣府大臣官房会計課長通知）、

文部科学省分については「私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）等に係る財産

処分の承認等について」（平成３１年３月２９日３０文科初第１３６８号文部科学省初等中等

教育局長通知）、厚生労働省分については「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分

について」（平成２０年４月１７日雇児発第0417001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通
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第５ 助成額の算定方法 

（１）特別対策事業の助成額は、次により算出する。 

なお、事業ごとに算出された交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

① 事業又は工事請負契約等を締結する単位ごとに、別添１～４３の４に定める対象経費の実

支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額（学校法人及び社会福祉法人の場合

は、寄付金収入額を除く。）を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

② （別表）補助基準額表に定める事業ごとに、算出した基準額の合計を選定する。 

③ 事業ごとに、①により選定された額と②により算出した額とを比較していずれか少ない方

の額に別添の２の⑤欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額の範囲内の額を助成額とする

。 

ただし、別添６の４に掲げる事業については次により算出する。 

なお、算出された交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。 

④ 事業の対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他その収入額（学校法人及び社会

福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）を控除した額を比較して少ない方の額に２分の

１を乗じた額を算出する。 

⑤ ④により選定された額と（別表）補助基準額表に定める補助基準額を比較していずれか少

ない方の額を助成額とする。 

 

第６ その他 

（１）都道府県は、市町村が行う特別対策事業に係る助成金の助成申請及び助成決定の事務に係る

手続き等の助成要綱を定め、実施するものとする。 

 

（２）都道府県は、「平成２３年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付につ

いて（平成２３年６月２３日厚生労働省発雇児0623第1号）」別紙の４（２）及び（３）に基

づき交付決定された交付額にかかる経理と、「平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（

安心こども基金）の交付について（平成２１年３月５日２０文科初第１２７８号・厚生労働省

発雇児第0305005号）」、「平成２１年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）

の交付について（平成２１年７月１日２１文科初第６４７６号・厚生労働省発雇児0701第9号

）」、「平成２２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平

成２３年１月１７日２２文科初第１３５３号・厚生労働省発雇児0117第1号）」、「平成２３

年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平成２３年６月２３

日厚生労働省発雇児0623第1号）」別紙の４（１）、（４）、（５）、（６）及び（７）、「

平成２４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平成２４年

１２月２８日２４文科初第９８７号・厚生労働省発雇児1228第3号）」、「平成２５年度子育

て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平成２６年２月６日２５文科

初第１２４６号・厚生労働省発雇児0206第8号）」、「平成２６年度子育て支援対策臨時特例

交付金（安心こども基金）の交付について（平成２６年３月２０日２５文科初第１４４５号・

厚生労働省発雇児0320第5号）」、「平成２７年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こど

知）を準用する。 

 

第５ 助成額の算定方法 

（１）特別対策事業の助成額は、次により算出する。 

なお、事業ごとに算出された交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

① 事業又は工事請負契約等を締結する単位ごとに、別添１～４３の４に定める対象経費の実

支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額（学校法人及び社会福祉法人の場合

は、寄付金収入額を除く。）を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

② （別表）補助基準額表に定める事業ごとに、算出した基準額の合計を選定する。 

③ 事業ごとに、①により選定された額と②により算出した額とを比較していずれか少ない方

の額に別添の２の⑤欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額の範囲内の額を助成額とする

。 

ただし、別添６の４に掲げる事業については次により算出する。 

なお、算出された交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。 

④ 事業の対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他その収入額（学校法人及び社会

福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）を控除した額を比較して少ない方の額に２分の

１を乗じた額を算出する。 

⑤ ④により選定された額と（別表）補助基準額表に定める補助基準額を比較していずれか少

ない方の額を助成額とする。 

 

第６ その他 

（１）都道府県は、市町村が行う特別対策事業に係る助成金の助成申請及び助成決定の事務に係る

手続き等の助成要綱を定め、実施するものとする。 

 

（２）都道府県は、「平成２３年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付につ

いて（平成２３年６月２３日厚生労働省発雇児0623第1号）」別紙の４（２）及び（３）に基

づき交付決定された交付額にかかる経理と、「平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（

安心こども基金）の交付について（平成２１年３月５日２０文科初第１２７８号・厚生労働省

発雇児第0305005号）」、「平成２１年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）

の交付について（平成２１年７月１日２１文科初第６４７６号・厚生労働省発雇児0701第9号

）」、「平成２２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平

成２３年１月１７日２２文科初第１３５３号・厚生労働省発雇児0117第1号）」、「平成２３

年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平成２３年６月２３

日厚生労働省発雇児0623第1号）」別紙の４（１）、（４）、（５）、（６）及び（７）、「

平成２４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平成２４年

１２月２８日２４文科初第９８７号・厚生労働省発雇児1228第3号）」、「平成２５年度子育

て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（平成２６年２月６日２５文科

初第１２４６号・厚生労働省発雇児0206第8号）」、「平成２６年度子育て支援対策臨時特例

交付金（安心こども基金）の交付について（平成２６年３月２０日２５文科初第１４４５号・

厚生労働省発雇児0320第5号）」、「平成２７年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こど
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も基金）の交付について（平成２８年３月１１日厚生労働省発雇児0311第13号）」、「平成２

８年度（平成２７年度からの繰越分）子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交

付について（平成２９年１月３０日厚生労働省発雇児0130第１号）」、「令和２年度子育て支

援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（令和２年４月２４日府子本第４３

８号）」、「令和２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（

令和３年２月３日厚生労働省発子0203第４号）」、「令和３年度子育て支援対策臨時特例交付

金（安心こども基金）の交付について（令和４年２月２１日厚生労働省発子0221第３号）」、

「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（令和４年６

月２３日厚生労働省発子０６２３第１号）」及び「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金

（安心こども基金）の交付について（令和４年１２月２３日厚生労働省発子１２２３第２号）

」に基づき既に交付されている交付額にかかる経理とを区分すると共に、両経理間の資金の移

動は認めないものとする。 

 

（３）都道府県は、別添の２の①欄の区分ごとの交付額について、特別対策事業を実施するにあた

り、この各区分を超えて配分の変更をする場合は、こども家庭庁長官の承認を受けなければな

らない。 

ただし、別添の２の①欄の「２ 保育サービス等の充実（文部科学省関係）」、「７ 保育

所等の複合化・多機能化推進事業」及び「８ 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」と他の

区分との間の経費の配分の変更及び「１２ 幼児教育・保育の無償化に係る事務費等（こども

家庭庁関係）」と他の区分との間の経費の配分の変更は認めない。 

また、別添の２の①欄の「９ 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等」につ

いては他の区分から本区分への経費の配分変更は認めない。 

 

（４）都道府県は管内市町村、関係団体、社会福祉法人等に当該基金事業及び特別対策事業の趣旨

について十分な説明を行うとともに、市町村との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよ

う取り扱われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も基金）の交付について（平成２８年３月１１日厚生労働省発雇児0311第13号）」、「平成２

８年度（平成２７年度からの繰越分）子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交

付について（平成２９年１月３０日厚生労働省発雇児0130第１号）」、「令和２年度子育て支

援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（令和２年４月２４日府子本第４３

８号）」、「令和２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（

令和３年２月３日厚生労働省発子0203第４号）」、「令和３年度子育て支援対策臨時特例交付

金（安心こども基金）の交付について（令和４年２月２１日厚生労働省発子0221第３号）」、

「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の交付について（令和４年６

月２３日厚生労働省発子０６２３第１号）」及び「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金

（安心こども基金）の交付について（令和４年１２月２３日厚生労働省発子１２２３第２号）

」に基づき既に交付されている交付額にかかる経理とを区分すると共に、両経理間の資金の移

動は認めないものとする。 

 

（３）都道府県は、別添の２の①欄の区分ごとの交付額について、特別対策事業を実施するにあた

り、この各区分を超えて配分の変更をする場合は、厚生労働大臣に事前に届け出なければなら

ない。 

ただし、別添の２の①欄の「２ 保育サービス等の充実（文部科学省関係）」、「７ 保育

所等の複合化・多機能化推進事業」及び「８ 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」と他の

区分との間の経費の配分の変更及び「１２ 幼児教育・保育の無償化に係る事務費等（内閣府

関係）」と他の区分との間の経費の配分の変更は認めない。 

また、別添の２の①欄の「９ 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等」につ

いては他の区分から本区分への経費の配分変更は認めない。 

 

（４）都道府県は管内市町村、関係団体、社会福祉法人等に当該基金事業及び特別対策事業の趣旨

について十分な説明を行うとともに、市町村との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよ

う取り扱われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添１ 

 

保育所緊急整備事業 

 

１ 事業の目的 

  待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境整備などの保育所の施設整備に

要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備

を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

   児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（同法第５６条

の８に規定する公私連携型保育所を含み、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条

第１項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を

実施する部分を含む。以下同じ。）、認定こども園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園（同法第３４条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。）に

おいて児童福祉施設としての保育を実施する部分の新設、修理、改造、整備を実施する。この

際に、市町村負担の軽減や、保育所の設置促進を図るため、待機児童が多く財政力が乏しい市

町村や都市部について、追加的財政措置を講じる。 

   また、地域の余裕スペースを活用した保育所の分園等の設置促進を図る。 

      

（２）整備対象施設 

     児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所及び認定こども

園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実

施する部分（地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地等）を活用して、定員３

０名までの小規模な保育所を整備する場合を含む。） 

 

（３）事業の実施主体 

   市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の設置者に限る。）、日本赤十字社、公益

社団法人又は公益財団法人。 

ただし、「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村又は「新子育て安心プラ

ン実施計画」の採択を受けていない市町村のうち財政力指数が１．０未満の市町村は、市町村が

認めた者（公立施設を除く。）とする。 

別添１ 

 

保育所緊急整備事業 

 

１ 事業の目的 

  待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境整備などの保育所の施設整備に

要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備

を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

   児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（同法第５６条

の８に規定する公私連携型保育所を含み、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条

第１項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を

実施する部分を含む。以下同じ。）、認定こども園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園（同法第３４条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。）に

おいて児童福祉施設としての保育を実施する部分の新設、修理、改造、整備を実施する。この

際に、市町村負担の軽減や、保育所の設置促進を図るため、待機児童が多く財政力が乏しい市

町村や都市部について、追加的財政措置を講じる。 

   また、地域の余裕スペースを活用した保育所の分園等の設置促進を図る。 

      

（２）整備対象施設 

     児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所及び認定こども

園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実

施する部分（地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地等）を活用して、定員３

０名までの小規模な保育所を整備する場合を含む。） 

 

（３）事業の実施主体 

   市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の設置者に限る。）、日本赤十字社、公益

社団法人又は公益財団法人 

 

 

 



改正後 改正前 

（５）事業の実施期限 

    令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が策定する市町村整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）であ

って、原則として、「新子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う保育所が所在する保

育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が整備年

度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，

２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する整備を行う場合。又は、

保育所等整備交付金の個別嵩上げ協議において、当該整備年度に嵩上げを認められている施設

整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の利用定員総数が増加する施設整備事業（創設、増築、

増改築に限る。）を行う場合。 

 ただし、公立保育所等の民営化の一環として行われる施設整備事業については、上記の要件

に加え、民営化後の利用定員総数が民営化前よりも増加する施設整備事業のみを国庫補助率の

嵩上げの対象とする。 

 また、上記原則によらない場合においても、当該整備事業が「新子育て安心プラン実施計画」

上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

  <当該保育提供区域の整備年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

  <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接する保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去

３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

  ① 補助基準額 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

   ア 本体工事については、定員規模による定額（「標準」単価） 

（５）事業の実施期限 

    令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が策定する市町村整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）であ

って、原則として、「新子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う保育所が所在する保

育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が整備年

度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，

２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する整備を行う場合。又は、

保育所等整備交付金の個別嵩上げ協議において、当該整備年度に嵩上げを認められている施設

整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の利用定員総数が増加する施設整備事業（創設、増築、

増改築に限る。）を行う場合。 

 ただし、公立保育所等の民営化の一環として行われる施設整備事業については、上記の要件

に加え、民営化後の利用定員総数が民営化前よりも増加する施設整備事業のみを国庫補助率の

嵩上げの対象とする。 

 また、上記原則によらない場合においても、当該整備事業が「新子育て安心プラン実施計画」

上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

  <当該保育提供区域の整備年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

  <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接する保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去

３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

  ① 補助基準額 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

   ア 本体工事については、定員規模による定額（「標準」単価） 



改正後 改正前 

     ただし、都市部については、割増単価（「都市部」単価）を適用 

イ 地域の余裕スペースを活用する場合は、地域の余裕スペース活用促進加算の基準額を本

体工事の補助基準額に加算。 

 

 

 

   ウ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助加算、定

期借地権設定のための一時金加算を除く）の５％を別途加算 

   エ 開設準備費加算 

     基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算 

   オ 土地借料補助加算として、総事業費とは別に基準額表に掲げる単価を別途加算。 

 

   カ 平成 28 年４月７日雇児発第 0407 第２号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施

策について」の対応方針について」に基づき、当該緊急対策に参加する自治体が、定期借

地権契約により土地を確保する場合については定期借地権設定のための一時金加算とし

て、対象となる保育所が所在する地域を所管する国税局長が定める路線価に基づき相続税

における評価額の算出方法により算出された額（路線価が定められていない地域において

は、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１を別途加算 

   キ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

   ク 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

     ケ  対象となる保育所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項

の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律

第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２

条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置

法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措

置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれかに所在

する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られ

た額を加算 

     コ 財政上の特別措置 

  南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「保育所緊急整備事業

（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用 

 

② 補助率  

    国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

   （注）財政上の特別措置 

   次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用することができる。 
①  区  分 ②補助率 

     ただし、都市部については、割増単価（「都市部」単価）を適用 

イ 地域の余裕スペースを活用する場合は、地域の余裕スペース活用促進加算として３，６

３０千円を本体工事の補助基準額に加算。ただし、平成 28 年４月７日雇児発第 0407 第２

号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について」に基

づき、当該緊急対策に参加する自治体（以下「緊急対策参加自治体」という。）は１５，

４８０千円を本体工事の補助基準額に加算。 

   ウ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助加算、定

期借地権設定のための一時金加算を除く）の５％を別途加算 

   エ 開設準備費加算 

     基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算 

   オ 土地借料補助加算として、総事業費とは別に１施設あたり２４，４００千円を別途加算。

ただし、緊急対策参加自治体は４７，７００千円を別途加算。 

   カ 緊急対策参加自治体が、定期借地権契約により土地を確保する場合については定期借地

権設定のための一時金加算として、対象となる保育所が所在する地域を所管する国税局長

が定める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額（路線価が

定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率を乗じた額）

の２分の１を別途加算 

 

   キ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

   ク 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

     ケ  対象となる保育所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項

の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律

第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２

条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置

法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措

置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれかに所在

する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られ

た額を加算 

     コ 財政上の特別措置 

  南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「保育所緊急整備事業

（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用 

 

② 補助率  

    国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

   （注）財政上の特別措置 

   次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用することができる。 
①  区  分 ②補助率 



改正後 改正前 

国 市町村 事業者 

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に
規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

 
3/4 

 

 
1/8 

 

 
1/8 

 

 

③ 補助対象事業（整備区分） 

        創設、増築、増改築 

    （注：増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることが

できる。） 

 

（２）（１）以外の場合 

  ① 補助基準額 

   基準額表により算出する。 

   ア 定員規模による定額（「標準」単価） 

     ただし、都市部については割増単価（「都市部」単価）を適用 

   イ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助加算を除

く）の５％を別途加算 

   ウ 開設準備費加算 

     基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算  

   エ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

オ 改築、増改築、大規模修繕等の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対

象（ただし、大規模修繕等については、仮設施設整備工事のみが対象） 

      カ  対象となる保育所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２     

条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２

９年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２

号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発

特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振

興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれ

かに所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じ

て得られた額を加算 

キ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急

事業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「保育所緊急整

備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適

用 

 

  ② 補助率 

国 市町村 事業者 

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に
規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

 
3/4 

 

 
1/8 

 

 
1/8 

 

 

③ 補助対象事業（整備区分） 

        創設、増築、増改築 

    （注：増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることが

できる。） 

 

（２）（１）以外の場合 

  ① 補助基準額 

   基準額表により算出する。 

   ア 定員規模による定額（「標準」単価） 

     ただし、都市部については割増単価（「都市部」単価）を適用 

   イ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助加算を除

く）の５％を別途加算 

   ウ 開設準備費加算 

     基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算  

   エ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

オ 改築、増改築、大規模修繕等の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対

象（ただし、大規模修繕等については、仮設施設整備工事のみが対象） 

      カ  対象となる保育所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２     

条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２

９年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２

号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発

特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振

興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれ

かに所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じ

て得られた額を加算 

キ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急

事業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「保育所緊急整

備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適

用 

 

  ② 補助率 



改正後 改正前 

    国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

※ ただし、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備の場合は、（１）に該当す

る市町村についても（２）の対象とし、補助率を１／２とする。 

   （注）財政上の特別措置 

次の表の①欄に掲げる場合は、上記に関わらず②欄の補助率を適用することができ

る。 

 

①  区  分 
②補助率 

国 市町村 事業者 
 
沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に規
定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 
 

3/4 1/8 1/8 

 
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第
１９号）第８条第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に
基づく事業及び附則第５条に基づく事業として行う場合 
 

5.5/10 
 
 
 

 
 
 
 

 

1/4 
 
 
 
 
 

 

1/5 
 
 
 
 
 

 

 
山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第８条第１項の規定に基づ
く山村振興計画に基づく事業として行う場合（地方交付税法（昭和
２５年法律第２１１号）第１４条の規定により算定した市町村の基
準財政収入額を同法第１１条の規定により算定した当該市町村の
基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前３か年度内の各年
度に係るものを合算したものの３分の１の数値が０．４未満である
市町村の区域内にあるものに限る。（創設を除く。）） 
 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成２５年法律第８７号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

16 年法律第 27号）第 11条第１項 

2/3 1/12 1/4 

  

  ③ 補助対象事業（整備区分） 

    創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 
 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委
託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 
 

    国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

※ ただし、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備の場合は、（１）に該当す

る市町村についても（２）の対象とし、補助率を１／２とする。 

   （注）財政上の特別措置 

次の表の①欄に掲げる場合は、上記に関わらず②欄の補助率を適用することができる。 

 

 

①  区  分 
②補助率 

国 市町村 事業者 
 
沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に規
定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 
 

3/4 1/8 1/8 

 
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第
１９号）第８条第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に
基づく事業及び附則第５条に基づく事業として行う場合 
 

5.5/10 
 
 
 

 
 
 
 

 

1/4 
 
 
 
 
 

 

1/5 
 
 
 
 
 

 

 
山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第８条第１項の規定に基づ
く山村振興計画に基づく事業として行う場合（地方交付税法（昭和
２５年法律第２１１号）第１４条の規定により算定した市町村の基
準財政収入額を同法第１１条の規定により算定した当該市町村の
基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前３か年度内の各年
度に係るものを合算したものの３分の１の数値が０．４未満である
市町村の区域内にあるものに限る。（創設を除く。）） 
 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成２５年法律第８７号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

16 年法律第 27号）第 11条第１項 

2/3 1/12 1/4 

  

  ③ 補助対象事業（整備区分） 

    創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 
 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委
託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 
 



改正後 改正前 

設計料加算  事業を行うにあたり必要な設計費 

開設準備費加
算 

 保育所の開設準備に必要な費用 
 

土地借料補助
加算 

 新たに土地を賃借して保育所を整備する場合に必要な費用 
（工事着工日までの費用含む） 

定期借地権設
定のための一
時金加算 

 定期借地権契約により土地を確保し保育所を整備する場合に必要となる権利金
や前払地代などの費用 
 

特殊附帯工事
費 

 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 
 

 
解体撤去工事
費及び仮設施
設整備工事費
（改築・増改築・大

規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等に

ついては、仮設施

設整備工事費のみ

対象 

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事
費又は工事請負費 
 
 
 
 
 
 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

  ① 土地の買収又は整地に関する費用 

  ② 職員の宿舎に要する費用 

  ③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

（３）本事業により施設整備費の補助を受ける事業者に対しては、子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保育

の実施に係る委託費において減価償却費加算を適用することはできないものとする。 

 

 

 

 

 

 

設計料加算  事業を行うにあたり必要な設計費 

開設準備費加
算 

 保育所の開設準備に必要な費用 
 

土地借料補助
加算 

 新たに土地を賃借して保育所を整備する場合に必要な費用 
（工事着工日までの費用含む） 

定期借地権設
定のための一
時金加算 

 定期借地権契約により土地を確保し保育所を整備する場合に必要となる権利金
や前払地代などの費用 
 

特殊附帯工事
費 

 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 
 

 
解体撤去工事
費及び仮設施
設整備工事費
（改築・増改築・大

規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等に

ついては、仮設施

設整備工事費のみ

対象 

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事
費又は工事請負費 
 
 
 
 
 
 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

  ① 土地の買収又は整地に関する費用 

  ② 職員の宿舎に要する費用 

  ③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成２０年４月１７日雇児発

第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産

処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生（支）

局と事前に相談すること。 

 

（３）本事業により施設整備費の補助を受ける事業者に対しては、子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保育

の実施に係る委託費において減価償却費加算を適用することはできないものとする。 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添１の２ 

 

小規模保育整備事業 

 

１ 事業の目的 

  待機児童解消のさらなる促進のため、小規模保育事業所の整備に要する費用の一部を補助する

ことにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

 小規模保育事業所の新設、修理、改造、整備を実施する。（民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第８条第１項の規定により選定され

た選定事業者が、同法第１４条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する場合を含

む。）この際に、市町村負担の軽減や、小規模保育事業所の設置を図るため、待機児童が多く財政

力が乏しい市町村や都市部について、追加的財政措置を講じる。 

         

（２）整備対象施設 

     児童福祉法第６条の３第１０項に規定する施設 

 

（３）事業の実施主体 

   市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

    市町村又は市町村が適当と認めた者 

 

（５）事業の実施期限 

   令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が策定する市町村整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）であ

って、原則として、「新子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う小規模保育事業所が

所在する保育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童

数が整備年度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、

「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する整備を行う場合。

又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ協議において、当該整備年度に嵩上げを認められてい

別添１の２ 

 

小規模保育整備事業 

 

１ 事業の目的 

  待機児童解消のさらなる促進のため、小規模保育事業所の整備に要する費用の一部を補助する

ことにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

 小規模保育事業所の新設、修理、改造、整備を実施する。（民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第８条第１項の規定により選定され

た選定事業者が、同法第１４条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する場合を含

む。）この際に、市町村負担の軽減や、小規模保育事業所の設置を図るため、待機児童が多く財政

力が乏しい市町村や都市部について、追加的財政措置を講じる。 

         

（２）整備対象施設 

     児童福祉法第６条の３第１０項に規定する施設 

 

（３）事業の実施主体 

   市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

    市町村又は市町村が適当と認めた者 

 

（５）事業の実施期限 

   令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が策定する市町村整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）であ

って、原則として、「新子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う小規模保育事業所が

所在する保育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童

数が整備年度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、

「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する整備を行う場合。

又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ協議において、当該整備年度に嵩上げを認められてい



改正後 改正前 

る施設整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の利用定員総数が増加する施設整備事業（創設、

増築、増改築に限る。）を行う場合。 

ただし、公立小規模保育事業所等の民営化の一環として行われる施設整備事業については、

上記の要件に加え、民営化後の利用定員総数が民営化前よりも増加する施設整備事業のみを国

庫補助率の嵩上げの対象とする。 

また、上記原則によらない場合においても、当該整備事業が「新子育て安心プラン実施計画」

上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

  <当該保育提供区域の整備年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

 <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

    （注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去３

か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

① 補助基準額 

   別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

   ア 本体工事については、定員規模による定額（「標準」単価） 

     ただし、都市部については、割増単価（「都市部」単価）を適用 

イ 地域の余裕スペースを活用する場合は、地域の余裕スペース活用促進加算の基準額を本

体工事の補助基準額に加算。 

 

 

 

 

 

ウ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助     

加算、定期借地権設定のための一時金加算を除く）の５％を別途加算 

エ 開設準備費加算 

基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算 

オ 土地借料補助加算として、総事業費とは別に基準額表に掲げる単価を別途加算。 

る施設整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の利用定員総数が増加する施設整備事業（創設、

増築、増改築に限る。）を行う場合。 

ただし、公立小規模保育事業所等の民営化の一環として行われる施設整備事業については、

上記の要件に加え、民営化後の利用定員総数が民営化前よりも増加する施設整備事業のみを国

庫補助率の嵩上げの対象とする。 

また、上記原則によらない場合においても、当該整備事業が「新子育て安心プラン実施計画」

上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

  <当該保育提供区域の整備年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

 <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

    （注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去３

か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

① 補助基準額 

   別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

   ア 本体工事については、定員規模による定額（「標準」単価） 

     ただし、都市部については、割増単価（「都市部」単価）を適用 

イ 地域の余裕スペースを活用する場合は、地域の余裕スペース活用促進加算として３，６

３０千円を本体工事の補助基準額に加算。ただし、平成 28年４月７日雇児発第 0407第２

号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について」に基

づき、当該緊急対策に参加する自治体（以下「緊急対策参加自治体」という。）は１５，

４８０千円を本体工事の補助基準額に加算。 

その際、都市部については、地域の余裕スペース活用促進加算を３，９７０千円とする。

ただし、緊急対策参加自治体は１７，０３０千円とする。 

ウ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助     

加算、定期借地権設定のための一時金加算を除く）の５％を別途加算 

エ 開設準備費加算 

基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算 

オ 土地借料補助加算として、総事業費とは別に１施設あたり２４，４００千円を別途加算。
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カ 平成 28 年４月７日雇児発第 0407 第２号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施

策について」の対応方針について」に基づき、当該緊急対策に参加する自治体が、定期借

地権契約により土地を確保する場合については定期借地権設定のための一時金加算とし

て、対象となる小規模保育事業所が所在する地域を所管する国税局長が定める路線価に基

づき相続税における評価額の算出方法により算出された額（路線価が定められていない地

域においては、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１を別途

加算 

キ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

ク 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

ケ  対象となる小規模保育事業所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第

２条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和

２９年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７

２号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄

振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいず

れかに所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗

じて得られた額を加算 

コ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16年法律第 27号）第 11条第１項に規定する津波避難対策緊急事

業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「小規模保育整備事

業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用 

 

② 補助率  

    国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

   （注）財政上の特別措置 

      次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用することができる。 

①  区  分 
②補助率 

国 市町村 事業者 

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に規
定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

3/4 1/8 1/8 

 

③ 補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築 

（注：増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることが

できる。） 

     

（２）（１）以外の場合 

ただし、緊急対策参加自治体は４７，７００千円を別途加算。 

カ 緊急対策参加自治体が、定期借地権契約により土地を確保する場合については定期借地

権設定のための一時金加算として、対象となる小規模保育事業所が所在する地域を所管す

る国税局長が定める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額

（路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率

を乗じた額）の２分の１を別途加算 

 

 

キ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

ク 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

ケ  対象となる小規模保育事業所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第

２条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和

２９年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７

２号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄

振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいず

れかに所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗

じて得られた額を加算 

コ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16年法律第 27号）第 11条第１項に規定する津波避難対策緊急事

業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「小規模保育整備事

業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用 

 

② 補助率  

    国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

   （注）財政上の特別措置 

      次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用することができる。 

①  区  分 
②補助率 

国 市町村 事業者 

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に規
定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

3/4 1/8 1/8 

 

③ 補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築 

（注：増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることがで

きる。） 

 

（２）（１）以外の場合 
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① 補助基準額 

基準額表により算出する。 

ア 定員規模による定額（「標準」単価） 

ただし、都市部については割増単価（「都市部」単価）を適用 

イ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助加算を除

く）の５％を別途加算 

ウ 開設準備費加算 

基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算 

エ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

オ 改築、増改築、大規模修繕等の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対

象（ただし、大規模修繕等については、仮設施設整備工事のみが対象） 

カ  対象となる小規模保育事業所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第

２条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和

２９年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７

２号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄

振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいず

れかに所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗

じて得られた額を加算 

キ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急

事業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「小規模保育整

備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適

用 

 

② 補助率 

国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

※ ただし、改築、大規模修繕等の場合は、（１）に該当する市町村についても（２）の対

象とし、補助率を１／２とする。 

（注）財政上の特別措置 

次の表の①欄に掲げる場合は、上記に関わらず②欄の補助率を適用することができ

る。 

 

①  区  分 
②補助率 

国 市町村 事業者 
 
沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に規
定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

3/4 1/8 1/8 

① 補助基準額 

基準額表により算出する。 

ア 定員規模による定額（「標準」単価） 

ただし、都市部については割増単価（「都市部」単価）を適用 

イ 設計料加算として、本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料補助加算を除

く）の５％を別途加算 

ウ 開設準備費加算 

基準額表に掲げる単価に増加定員数を乗じた額を加算 

エ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

オ 改築、増改築、大規模修繕等の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対

象（ただし、大規模修繕等については、仮設施設整備工事のみが対象） 

カ  対象となる小規模保育事業所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第

２条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和

２９年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７

２号）第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄

振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいず

れかに所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗

じて得られた額を加算 

キ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急

事業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「小規模保育整

備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適

用 

 

② 補助率 

国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

※ ただし、改築、大規模修繕等の場合は、（１）に該当する市町村についても（２）の対

象とし、補助率を１／２とする。 

（注）財政上の特別措置 

次の表の①欄に掲げる場合は、上記に関わらず②欄の補助率を適用することができ

る。 

 

①  区  分 
②補助率 

国 市町村 事業者 
 
沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に規
定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

3/4 1/8 1/8 



改正後 改正前 

 
 
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第
１９号）第８条第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に
基づく事業及び附則第５条に基づく事業として行う場合 
 

5.5/10 
 
 
 

 
 
 
 

 

1/4 
 
 
 
 
 

 

1/5 
 
 
 
 
 

 

 
山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第８条第１項の規定に基づ
く山村振興計画に基づく事業として行う場合（地方交付税法（昭和
２５年法律第２１１号）第１４条の規定により算定した市町村の基
準財政収入額を同法第１１条の規定により算定した当該市町村の
基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前３か年度内の各年
度に係るものを合算したものの３分の１の数値が０．４未満である
市町村の区域内にあるものに限る。（創設を除く。）） 
 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成２５年法律第８７号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

16 年法律第 27号）第 11条第１項 

2/3 1/12 1/4 

 

   ③ 補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 
 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委
託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 
 

設計料加算  事業を行うにあたり必要な設計費 

開設準備費加
算 

 小規模保育事業所の開設準備に必要な費用 

土地借料補助
加算 

 新たに土地を賃借して小規模保育事業所を整備する場合に必要な費用 
（工事着工日までの費用含む） 

定期借地権設
定のための一
時金加算 

 定期借地権契約により土地を確保し小規模保育事業所を整備する場合に必要と
なる権利金や前払地代などの費用 

特殊附帯工事
費 

 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 

 
解体撤去工事

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事

 
 
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第
１９号）第８条第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に
基づく事業及び附則第５条に基づく事業として行う場合 
 

5.5/10 
 
 
 

 
 
 
 

 

1/4 
 
 
 
 
 

 

1/5 
 
 
 
 
 

 

 
山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第８条第１項の規定に基づ
く山村振興計画に基づく事業として行う場合（地方交付税法（昭和
２５年法律第２１１号）第１４条の規定により算定した市町村の基
準財政収入額を同法第１１条の規定により算定した当該市町村の
基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前３か年度内の各年
度に係るものを合算したものの３分の１の数値が０．４未満である
市町村の区域内にあるものに限る。（創設を除く。）） 
 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成２５年法律第８７号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

16 年法律第 27号）第 11条第１項 

2/3 1/12 1/4 

 

   ③ 補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 
 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委
託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 
 

設計料加算  事業を行うにあたり必要な設計費 

開設準備費加
算 

 小規模保育事業所の開設準備に必要な費用 

土地借料補助
加算 

 新たに土地を賃借して小規模保育事業所を整備する場合に必要な費用 
（工事着工日までの費用含む） 

定期借地権設
定のための一
時金加算 

 定期借地権契約により土地を確保し小規模保育事業所を整備する場合に必要と
なる権利金や前払地代などの費用 

特殊附帯工事
費 

 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 

 
解体撤去工事

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事



改正後 改正前 

費及び仮設施
設整備工事費
（改築・増改築・大

規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等に

ついては、仮設施

設整備工事費のみ

対象 

 

費又は工事請負費 
 
 
 
 
 
 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

（３）本事業により施設整備費の補助を受ける事業者に対しては、子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保育

の実施に係る委託費において減価償却費加算を適用することはできないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費及び仮設施
設整備工事費
（改築・増改築・大

規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等に

ついては、仮設施

設整備工事費のみ

対象 

 

費又は工事請負費 
 
 
 
 
 
 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成２０年４月１７日雇児発

第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産

処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生（支）

局と事前に相談すること。 

 

（３）本事業により施設整備費の補助を受ける事業者に対しては、子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保育

の実施に係る委託費において減価償却費加算を適用することはできないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添２ 

 

賃貸物件による保育所等整備事業 

 

１ 事業の目的 

保育所又は幼保連携型認定こども園（保育を実施する部分）（以下、「保育所等」という。）

を整備するにあたり、都市部を中心に保育所等の整備が困難な状況にかんがみ、賃貸物件による

保育所等の設置に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来

るような体制整備を行うことを目的とする。 

また、急増する待機児童に対応するため、国の基準を満たす保育施設の開設に当たっては、こ

の基金により特別な支援を行い、良質な保育体制の充実を図る。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

賃貸物件により、保育所等を新設、定員の拡大、老朽化又は、駅周辺など保育ニーズのある地

域への移転や災害危険区域等からの移転など利便性向上のため、あるいは近隣のテナント等に空

きが出た場合であって、定員の拡大にかかわらず、乳児室又は保育室等を増室するなど質の向上

のための改修に伴い必要となる賃借料（開設前の改修等期間を含む。）及び借上時における改修

費等の補助を行う。 

なお、下記３（２）①ウのうち、「設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分園型保

育施設」の場合は、借り上げが、平成２１年５月２９日以降の新規契約のものに限る。 

 

（２）借上対象施設 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（同法第５６条の

８に規定する公私連携型保育所を含む。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３

条第１項に基づく認定を受けることができる保育所にあっては、保育を必要とする子どもに保育

を実施する部分に限る。以下「認可保育所」という。）、認定こども園法第２条第７項に規定す

る幼保連携型認定こども園（認定こども園法第３４条に規定する公私連携幼保連携型認定こども

園を含む。）において保育を実施する部分、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２

３年厚生省令第６３号）（以下、「設備運営基準」という。）を満たす施設（以下「設備運営基

準を満たす認可外保育施設」という。）及び設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分

園型保育施設。 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 

別添２ 

 

賃貸物件による保育所等整備事業 

 

１ 事業の目的 

保育所又は幼保連携型認定こども園（保育を実施する部分）（以下、「保育所等」という。）

を整備するにあたり、都市部を中心に保育所等の整備が困難な状況にかんがみ、賃貸物件による

保育所等の設置に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来

るような体制整備を行うことを目的とする。 

また、急増する待機児童に対応するため、国の基準を満たす保育施設の開設に当たっては、こ

の基金により特別な支援を行い、良質な保育体制の充実を図る。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

賃貸物件により、保育所等を新設、定員の拡大、老朽化又は、駅周辺など保育ニーズのある地

域への移転や災害危険区域等からの移転など利便性向上のため、あるいは近隣のテナント等に空

きが出た場合であって、定員の拡大にかかわらず、乳児室又は保育室等を増室するなど質の向上

のための改修に伴い必要となる賃借料（開設前の改修等期間を含む。）及び借上時における改修

費等の補助を行う。 

なお、下記３（２）①ウのうち、「設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分園型保

育施設」の場合は、借り上げが、平成２１年５月２９日以降の新規契約のものに限る。 

 

（２）借上対象施設 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（同法第５６条の

８に規定する公私連携型保育所を含む。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３

条第１項に基づく認定を受けることができる保育所にあっては、保育を必要とする子どもに保育

を実施する部分に限る。以下「認可保育所」という。）、認定こども園法第２条第７項に規定す

る幼保連携型認定こども園（認定こども園法第３４条に規定する公私連携幼保連携型認定こども

園を含む。）において保育を実施する部分、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２

３年厚生省令第６３号）（以下、「設備運営基準」という。）を満たす施設（以下「設備運営基

準を満たす認可外保育施設」という。）及び設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分

園型保育施設。 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 



改正後 改正前 

（４）借上対象施設の設置主体（事業者） 

市町村以外の者であって、継続的に保育を実施できる者 

 

（５）事業の実施期限 

令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「事業年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新

子育て安心プラン実施計画」上、改修を行う保育所等が所在する保育提供区域において事業年

度又は事業年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が事業年度の４月１日現在の利用定

員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」

の３区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ

協議において、当該事業年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年

齢区分の利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）の場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」

上、事業年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は事業年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見込

み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

 <当該保育提供区域の事業年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

 <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、

過去３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

  ① 補助基準額 

   ア 賃借料補助 

     契約家賃 保育所等（本園・分園） １施設当たり 41,000,000円 

   イ 改修費等補助  

（４）借上対象施設の設置主体（事業者） 

市町村以外の者であって、継続的に保育を実施できる者 

 

（５）事業の実施期限 

令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「事業年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新

子育て安心プラン実施計画」上、改修を行う保育所等が所在する保育提供区域において事業年

度又は事業年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が事業年度の４月１日現在の利用定

員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」

の３区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ

協議において、当該事業年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年

齢区分の利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）の場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」

上、事業年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は事業年度の次年度４月１日に発生す

る見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見込み

数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

 <当該保育提供区域の事業年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

 <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、

過去３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

  ① 補助基準額 

   ア 賃借料補助 

     契約家賃 保育所等（本園・分園） １施設当たり 41,000,000円 

   イ 改修費等補助  



改正後 改正前 

     保育所等 

     （ア）平成２８年４月７日雇児発 0407第２号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応す

る施策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下 １施設当たり  21,842,000円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 34,946,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 65,525,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                        

１施設当たり 34,946,000円 

 

 分園の場合 

       （ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下 １施設当たり 15,289,000円 

    利用（増加）定員２０名以上 １施設当たり 22,934,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                        

１施設当たり 22,934,000円 

 

（イ）平成３１年３月２９日子保発 0329第１号「子ども・子育て支援法に基づく協議会

に参加する自治体への支援策について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 25,118,000円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 38,223,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 68,801,000円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 18,565,000円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 26,210,000円 

 

（ウ）上記（１）、（２）以外の場合 

  本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 16,381,000円 

     保育所等 

     （ア）平成２８年４月７日雇児発 0407第２号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応す

る施策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下 １施設当たり  20,280,000 円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 32,448,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 60,840,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                        

１施設当たり 32,448,000円 

 

 分園の場合 

       （ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下 １施設当たり 14,196,000 円 

    利用（増加）定員２０名以上 １施設当たり 21,294,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                        

１施設当たり 21,294,000円 

 

（イ）平成３１年３月２９日子保発 0329第１号「子ども・子育て支援法に基づく協議会

に参加する自治体への支援策について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 23,322,000 円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 35,490,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 63,882,000円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 17,238,000 円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 24,336,000 円 

 

（ウ）上記（１）、（２）以外の場合 

  本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 15,210,000 円 



改正後 改正前 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 29,486,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 60,064,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                         

１施設当たり 29,486,000円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり  9,829,000円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 17,473,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                                 

１施設当たり 17,473,000円 

 

  ② 補助率 

   国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

  

（２）（１）以外の場合 

  ① 補助基準額 

   ア 賃借料補助 

     契約家賃 保育所等（本園・分園）        １施設当たり 41,000,000 円 

   イ 改修費等補助  

     保育所等 

     （ア）平成２８年４月７日雇児発 0407第２号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応す

る施策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 21,842,000円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 34,946,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 65,525,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                         

１施設当たり 34,946,000円 

 

 分園の場合 

       （ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 15,289,000円 

    利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 22,934,000円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 27,378,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 55,770,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                         

１施設当たり 27,378,000円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり  9,126,000 円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 16,224,000 円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                                 

１施設当たり 16,224,000円 

 

  ② 補助率 

   国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

  

（２）（１）以外の場合 

  ① 補助基準額 

   ア 賃借料補助 

     契約家賃 保育所等（本園・分園）        １施設当たり 41,000,000円 

   イ 改修費等補助  

     保育所等 

     （ア）平成２８年４月７日雇児発 0407第２号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応す

る施策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 20,280,000 円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 32,448,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 60,840,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合                         

１施設当たり 32,448,000円 

 

 分園の場合 

       （ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 14,196,000 円 

    利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 21,294,000円 



改正後 改正前 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合         

                   １施設当たり 22,934,000 円 

 

（イ）平成３１年３月２９日子保発 0329第１号「子ども・子育て支援法に基づく協議会

に参加する自治体への支援策について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 25,118,000円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 38,223,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 68,801,000円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 18,565,000円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 26,210,000円 

 

（ウ）上記（１）、（２）以外の場合 

  本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 16,381,000円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 29,486,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 60,064,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合         

                 １施設当たり 29,486,000 円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり  9,829,000円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 17,473,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合         

                 １施設当たり 17,473,000 円 

 

   ウ 保育所開設準備費 

設備運営基準を満たす認可外保育施設      １施設当たり 34,946,000円 

設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分園型保育施設  

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合         

                   １施設当たり 21,294,000円 

 

（イ）平成３１年３月２９日子保発 0329第１号「子ども・子育て支援法に基づく協議会

に参加する自治体への支援策について」に基づいて実施される事業として行う場合 

本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 23,322,000 円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 35,490,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 63,882,000円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 17,238,000 円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 24,336,000 円 

 

（ウ）上記（１）、（２）以外の場合 

  本園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり 15,210,000 円 

利用（増加）定員２０名以上５９名以下 

                   １施設当たり 27,378,000円 

    利用（増加）定員６０名以上  １施設当たり 55,770,000円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合         

                １施設当たり 27,378,000円 

 

分園の場合 

（ⅰ）新設又は定員拡大の場合 

利用（増加）定員１９名以下  １施設当たり  9,126,000 円 

利用（増加）定員２０名以上  １施設当たり 16,224,000 円 

（ⅱ）老朽化又は移転・質の向上のための改修の場合         

                １施設当たり 16,224,000円 

 

   ウ 保育所開設準備費 

設備運営基準を満たす認可外保育施設      １施設当たり 32,448,000円 

設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分園型保育施設  



改正後 改正前 

                            １施設当たり 16,381,000 円 

  ② 補助率 

    国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

 

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 

 
賃借料補助 
 

 既存建物を借り上げて保育所等の本園・分園を設置し、保育を実施する場合に貸
し主に対して支払う礼金及び建物賃借料（敷金は除く。）にかかる費用 

 
改修費等補助 
 
 

 
 既存建物を借り上げて保育所等の本園・分園を設置し、保育を実施する場合に必
要な改修等にかかる費用 
 

 
保育所開設準
備費 
（３(２)①ウ） 

 

 
 既存建物を借り上げて保育を実施する場合に必要な貸し主に対して支払う礼金
及び建物賃借料（敷金は除く。）、及び改修等にかかる費用 
 

 

 

５ 留意事項 

  本事業により賃借料の補助を受ける施設に対しては、本事業による補助の残高が生じている場

合、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施設型給付、同

法第２８条の規定に基づく特例施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保育の実施に係る委

託費において賃借料加算を適用することはできないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            １施設当たり 15,210,000円 

  ② 補助率 

    国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

 

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 

 
賃借料補助 
 

 既存建物を借り上げて保育所等の本園・分園を設置し、保育を実施する場合に貸
し主に対して支払う礼金及び建物賃借料（敷金は除く。）にかかる費用 

 
改修費等補助 
 
 

 
 既存建物を借り上げて保育所等の本園・分園を設置し、保育を実施する場合に必
要な改修等にかかる費用 
 

 
保育所開設準
備費 
（３(２)①ウ） 

 

 
 既存建物を借り上げて保育を実施する場合に必要な貸し主に対して支払う礼金
及び建物賃借料（敷金は除く。）、及び改修等にかかる費用 
 

 

 

５ 留意事項 

  本事業により賃借料の補助を受ける施設に対しては、本事業による補助の残高が生じている場

合、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施設型給付、同

法第２８条の規定に基づく特例施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保育の実施に係る委

託費において賃借料加算を適用することはできないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添３ 

 

子育て支援のための拠点施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

子育て相談、子育てサークル活動等を通じて、地域における子育て支援の中心となる子育て

支援のための拠点施設の整備に要する費用の一部を補助することにより、地域における子育て

しやすい環境の整備の促進を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

子育て相談や子育てサークル活動等の地域の実情に応じた子育て支援事業を実施するための

拠点となる子育て支援のための拠点施設の施設整備を行う事業。 

 

（２）整備対象施設 

平成１１年１月７日児発第１４号厚生省児童家庭局長通知「子育て支援のための拠点施設の

設置について」に基づく子育て支援のための拠点施設 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体 

市町村 

※ 子育て支援のための拠点施設の運営については、社会福祉法人等の適切な主体 に委託

可能。 

 

（５）事業の実施期限 

平成２７年３月３１日とする。ただし、平成２６年度中に施設整備に着手し、平成２７年度

に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は平成２８年３月３１日のいず

れか早い日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

① １施設当たり定額 

② 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

③ 改築、増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

④  対象施設が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に基

別添３ 

 

子育て支援のための拠点施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

子育て相談、子育てサークル活動等を通じて、地域における子育て支援の中心となる子育て支

援のための拠点施設の整備に要する費用の一部を補助することにより、地域における子育てし

やすい環境の整備の促進を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

子育て相談や子育てサークル活動等の地域の実情に応じた子育て支援事業を実施するための

拠点となる子育て支援のための拠点施設の施設整備を行う事業。 

 

（２）整備対象施設 

平成１１年１月７日児発第１４号厚生省児童家庭局長通知「子育て支援のための拠点施設の

設置について」に基づく子育て支援のための拠点施設 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体 

市町村 

※ 子育て支援のための拠点施設の運営については、社会福祉法人等の適切な主体 に委託

可能。 

 

（５）事業の実施期限 

平成２７年３月３１日とする。ただし、平成２６年度中に施設整備に着手し、平成２７年度

に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は平成２８年３月３１日のいず

れか早い日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

① １施設当たり定額 

② 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

③ 改築、増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

④  対象施設が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に基



改正後 改正前 

づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、（別表）補助基準額表中Ａ地域基準額を適用

し、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加

算 

（注）財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７号）

第１２条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業として行う

場合は、（別表）補助基準額表のうち、「子育て支援のための拠点施設整備事業（津波避難対

策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用する。 

 

（２）補助率 

国１／２、市町村１／２ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、改築、大規模修繕等 

 

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 

 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工のため直
接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費
及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の２．６％に相当す
る額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする
費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められ
る委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費  特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

 
解体撤去工事費及
び仮設施設整備工
事費（改築・増改築・

大規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等につ

いては、仮設整備工

事費のみ対象 

 

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工
事費又は工事請負費 
 
 
 
 
 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、（別表）補助基準額表中Ａ地域基準額を適用

し、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加

算 

（注）財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７号）

第１２条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業として行う

場合は、（別表）補助基準額表のうち、「子育て支援のための拠点施設整備事業（津波避難対

策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用する。 

 

（２）補助率 

国１／２、市町村１／２ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、改築、大規模修繕等 

 

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 

 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工のため直
接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費
及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の２．６％に相当す
る額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする
費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められ
る委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費  特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

 
解体撤去工事費及
び仮設施設整備工
事費（改築・増改築・

大規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等につ

いては、仮設整備工

事費のみ対象 

 

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工
事費又は工事請負費 
 
 
 
 
 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 



改正後 改正前 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２） この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得

した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

 

別添４～５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２） この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受

け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成２０年４月１７日雇児

発第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財

産処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生支局

と事前に相談すること。 

 

 

別添４～５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添６ 

 

家庭的保育改修等事業 

 

１ 事業の目的 

  保護者や地域の事情に応じた多様なニーズに応える観点から、家庭的保育事業（保育ママ）を推

進するため、その実施場所にかかる改修に要する費用及び賃借料の一部を助成することにより、子

どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

① 家庭的保育改修事業 

児童を保育する家庭的保育者又は家庭的保育者を雇用する保育所を経営する者及びＮＰ

Ｏ法人等が、その居宅や賃貸アパート等で家庭的保育事業を実施するため、保育環境を整

えるための建物の改修等を実施する。 

家庭的保育事業を実施するに当たり、連携保育所として育児・保育に関する技術的な支

援等を行う保育所を経営する者が、保育環境を整えるための建物の改修等を実施する。 

 

ア 事業の対象者 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６６号）第４３条に基づき地域型保育給付（家

庭的保育に限る。）の支給に係る事業を行う者として市町村長の確認を受けた事業者又は確

認を受けることが予定されている事業者（公立を含む。） 

（注）①の事業で保育所で行う場合の補助基準額の対象となる保育所の設置主体は、社会福祉

法人、学校法人（幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学

校法人である場合において当該保育所の改修を行う場合に限る。）、日本赤十字社、公益社

団法人又は公益財団法人とする。 

 

イ 改修事業等の事例 

・家庭的保育専用室を設置するための改修工事 

・冷暖房器具（クーラー、暖房器具、床暖房等）の設置 

・幼児用トイレの設置 

・幼児用シンクの設置 

・幼児用バス（沐浴槽の設置） 

・調乳ユニットの設置 

・玄関スロープ、玄関ベンチの設置 

・屋外シャワー、日よけネットの設置 

・庭の整備（人工芝、砂の入れ替え） 

別添６ 

 

家庭的保育改修等事業 

 

１ 事業の目的 

  保護者や地域の事情に応じた多様なニーズに応える観点から、家庭的保育事業（保育ママ）を推

進するため、その実施場所にかかる改修に要する費用及び賃借料の一部を助成することにより、子

どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

① 家庭的保育改修事業 

児童を保育する家庭的保育者又は家庭的保育者を雇用する保育所を経営する者及びＮＰ

Ｏ法人等が、その居宅や賃貸アパート等で家庭的保育事業を実施するため、保育環境を整

えるための建物の改修等を実施する。 

家庭的保育事業を実施するに当たり、連携保育所として育児・保育に関する技術的な支

援等を行う保育所を経営する者が、保育環境を整えるための建物の改修等を実施する。 

 

ア 事業の対象者 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６６号）第４３条に基づき地域型保育給付（家

庭的保育に限る。）の支給に係る事業を行う者として市町村長の確認を受けた事業者又は確

認を受けることが予定されている事業者（公立を含む。） 

（注）①の事業で保育所で行う場合の補助基準額の対象となる保育所の設置主体は、社会福祉法

人、学校法人（幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校

法人である場合において当該保育所の改修を行う場合に限る。）、日本赤十字社、公益社団

法人又は公益財団法人とする。 

 

イ 改修事業等の事例 

・家庭的保育専用室を設置するための改修工事 

・冷暖房器具（クーラー、暖房器具、床暖房等）の設置 

・幼児用トイレの設置 

・幼児用シンクの設置 

・幼児用バス（沐浴槽の設置） 

・調乳ユニットの設置 

・玄関スロープ、玄関ベンチの設置 

・屋外シャワー、日よけネットの設置 

・庭の整備（人工芝、砂の入れ替え） 



改正後 改正前 

・畳替え、障子の張り替え、壁紙の張り替え 

・保育室、調理スペースの間仕切り 

・センサー付きベッドの設置 

・業務省力化に係る備品の購入（パソコン、プリンター等） 

 

② 家庭的保育賃借料補助事業 

自宅以外の賃貸アパート等の賃貸物件により、新たに家庭的保育事業を実施するための

実施場所の賃借料の補助を行う。ただし、借り上げが平成２１年５月２９日以降の新規契

約のものに限る。 

 

ア 事業の対象者 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６６号）第４３条に基づき地域型保育給付

（家庭的保育に限る。）の支給に係る事業を行う者として市町村長の確認を受けた事業

者又は確認を受けることが予定されている事業者（公立を含む。） 

 

イ 事業対象となる賃借物件の要件 

（ア）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

第２２条の基準を満たすこと 

（イ）幼児用バス（沐浴槽）が整備されていること 

 

（２）事業の実施主体 

① 家庭的保育改修事業 

市町村 

 

② 家庭的保育賃借料補助事業 

市町村 

 

（３）事業の実施期限 

令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「整備年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新

子育て安心プラン実施計画」上、改修を行う保育所が所在する保育提供区域において事業年度

又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が整備年度の４月１日現在の利用定員

・畳替え、障子の張り替え、壁紙の張り替え 

・保育室、調理スペースの間仕切り 

・センサー付きベッドの設置 

・業務省力化に係る備品の購入（パソコン、プリンター等） 

 

② 家庭的保育賃借料補助事業 

自宅以外の賃貸アパート等の賃貸物件により、新たに家庭的保育事業を実施するための

実施場所の賃借料の補助を行う。ただし、借り上げが平成２１年５月２９日以降の新規契

約のものに限る。 

 

ア 事業の対象者 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６６号）第４３条に基づき地域型保育給付

（家庭的保育に限る。）の支給に係る事業を行う者として市町村長の確認を受けた事業

者又は確認を受けることが予定されている事業者（公立を含む。） 

 

イ 事業対象となる賃借物件の要件 

（ア）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

第２２条の基準を満たすこと 

（イ）幼児用バス（沐浴槽）が整備されていること 

 

（２）事業の実施主体 

① 家庭的保育改修事業 

市町村 

 

② 家庭的保育賃借料補助事業 

市町村 

 

（３）事業の実施期限 

令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「整備年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限

る。）が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新

子育て安心プラン実施計画」上、改修を行う保育所が所在する保育提供区域において事業年度

又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が整備年度の４月１日現在の利用定員
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数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」

の３区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ

協議において、当該整備年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年

齢区分の利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）の場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」

上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

 <当該保育提供区域の年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

 <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過

去３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

① 補助基準額 

 ア 家庭的保育改修事業 

保育所で行う場合   １か所当たり               24,026,000 円 

保育所以外で行う場合 １か所当たり                2,621,000 円 

 

イ 家庭的保育賃借料補助事業 

家庭的保育者１人当たり月額                      55,000円 

但し、平成２３年４月１日以降の新規契約のものについては 

家庭的保育者１人当たり月額                      82,000円 

 

② 補助率 

 国２／３、市町村１／３ 

 

（２） （１）以外の家庭的保育改修事業・家庭的保育賃借料補助事業 

① 補助基準額 

ア 家庭的保育改修事業 

数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」

の３区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ

協議において、当該整備年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年

齢区分の利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）の場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」

上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

 <当該保育提供区域の年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

 <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

    （ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過

去３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

① 補助基準額 

 ア 家庭的保育改修事業 

保育所で行う場合   １か所当たり ２２,０００千円 

保育所以外で行う場合 １か所当たり   ２,４００千円 

 

イ 家庭的保育賃借料補助事業 

家庭的保育者１人当たり月額    ５５千円 

但し、平成２３年４月１日以降の新規契約のものについては 

家庭的保育者１人当たり月額    ８２千円 

 

② 補助率 

 国２／３、市町村１／３ 

 

（２） （１）以外の家庭的保育改修事業・家庭的保育賃借料補助事業 

① 補助基準額 

ア 家庭的保育改修事業 
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保育所で行う場合   １か所当たり               24,026,000 円 

保育所以外で行う場合 １か所当たり                2,621,000 円 

 

イ 家庭的保育賃借料補助事業 

家庭的保育者１人当たり月額                      50,000円 

但し、平成２３年４月１日以降の新規契約のものについては 

家庭的保育者１人当たり月額                     82,000円 

 

② 補助率 

国１／２、市町村１／２ 

 

４ 対象経費 

（１）家庭的保育改修事業 

家庭的保育事業を実施する場合に必要な改修等にかかる費用 

 

（２）家庭的保育賃借料補助事業 

家庭的保育事業を実施する場合に必要な賃借料 

 

５ 留意事項 

本事業により賃借料の補助を受ける事業所に対しては、本事業による補助の残高が生じてい

る場合、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条の規定に基づく地域型保育

給付又は同法第３０条の規定に基づく特例地域型保育給付において賃借 料加算を適用するこ

とはできないものとする。 

 

 

別添６の２～４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所で行う場合   １か所当たり ２２，０００千円 

保育所以外で行う場合 １か所当たり  ２，２００千円 

 

イ 家庭的保育賃借料補助事業 

家庭的保育者１人当たり月額    ５０千円 

但し、平成２３年４月１日以降の新規契約のものについては 

家庭的保育者１人当たり月額   ８２千円 

 

② 補助率 

国１／２、市町村１／２ 

 

４ 対象経費 

（１）家庭的保育改修事業 

家庭的保育事業を実施する場合に必要な改修等にかかる費用 

 

（２）家庭的保育賃借料補助事業 

家庭的保育事業を実施する場合に必要な賃借料 

 

５ 留意事項 

本事業により賃借料の補助を受ける事業所に対しては、本事業による補助の残高が生じてい

る場合、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条の規定に基づく地域型保育

給付又は同法第３０条の規定に基づく特例地域型保育給付において賃借 料加算を適用するこ

とはできないものとする。 

 

 

別添６の２～４ 略 
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別添６の５ 

 

認可化移行総合支援事業 

 

１ 事業の目的 

保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条の８に規定する公私連携型保育所

及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項に基づく認定を受けることができ

る保育所を含む。）、幼保連携型認定こども園（認定こども園法第３４条に規定する公私連携幼

保連携型認定こども園を含む。）又は認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けた幼稚

園（以下、「保育所等」という。）への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあたっ

て必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解

消を図るとともに、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的と

する。 

 

２ 事業の内容 

本事業は、認可外保育施設が保育所等への移行を目指すに当たって必要となる経費（認定こ

ども園法第３条第１項に基づく認定を受けることができる保育所又は幼保連携型認定こども園

への移行を希望する場合にあっては、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分に係るも

のに限り、認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けることができる幼稚園への移行を

希望する場合にあっては、保育を必要とする子どもに教育を実施する部分に係るものに限る。

以下同じ。）の支援を実施するものである。 

（１）認可化移行可能性調査支援 

保育所等に移行するために障害となっている事由を診断し、移行するための計画書作成に要

する費用の一部を補助するもの。 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

保育所等への移行に必要な保育内容や施設運営等について助言・指導するために要する費用

の一部を補助するもの。 

 

（３）改修費等支援 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）（以下、「設備運

営基準」という。）第３２条を満たすための改修費、賃借料等を補助するもの。 

 

３ 実施主体 

（１）認可化移行可能性調査支援 

都道府県 

 

別添６の５ 

 

認可化移行総合支援事業 

 

１ 事業の目的 

保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条の８に規定する公私連携型保育所

及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項に基づく認定を受けることができる

保育所を含む。）、幼保連携型認定こども園（認定こども園法第３４条に規定する公私連携幼保

連携型認定こども園を含む。）又は認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けた幼稚園

（以下、「保育所等」という。）への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあたって

必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を

図るとともに、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とする。 

 

 

２ 事業の内容 

本事業は、認可外保育施設が保育所等への移行を目指すに当たって必要となる経費（認定こど

も園法第３条第１項に基づく認定を受けることができる保育所又は幼保連携型認定こども園へ

の移行を希望する場合にあっては、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分に係るもの

に限り、認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けることができる幼稚園への移行を希

望する場合にあっては、保育を必要とする子どもに教育を実施する部分に係るものに限る。以下

同じ。）の支援を実施するものである。 

（１）認可化移行可能性調査支援 

保育所等に移行するために障害となっている事由を診断し、移行するための計画書作成に要

する費用の一部を補助するもの。 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

保育所等への移行に必要な保育内容や施設運営等について助言・指導するために要する費用

の一部を補助するもの。 

 

（３）改修費等支援 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）（以下、「設備運

営基準」という。）第３２条を満たすための改修費、賃借料等を補助するもの。 

 

３ 実施主体 

（１）認可化移行可能性調査支援 

都道府県 
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（２）認可化移行助言指導支援 

都道府県 

 

（３）改修費等支援 

「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市町

村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「事業年度」という。）の４月

１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限る。）

が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新子育て安

心プラン実施計画」上、改修を行う認可外保育施設が所在する保育提供区域において事業年度又

は事業年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が事業年度の４月１日現在の利用定員数

を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３

区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ協議に

おいて、当該事業年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の

利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）を行う場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」上、

事業年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は事業年度の次年度４月１日に発生する見

込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見込み数を

算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

<当該保育提供区域の事業年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

<当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

（ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平均

入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ年

以内の隣接する保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去

３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

４ 事業者 

（１）認可化移行可能性調査支援 

都道府県又は都道府県が適当と認めた者 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

都道府県又は都道府県が適当と認めた者 

（２）認可化移行助言指導支援 

都道府県 

 

（３）改修費等支援 

「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市町

村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「事業年度」という。）の４月

１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に限る。）

が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新子育て安

心プラン実施計画」上、改修を行う認可外保育施設が所在する保育提供区域において事業年度又

は事業年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が事業年度の４月１日現在の利用定員数

を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３

区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ協議に

おいて、当該事業年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の

利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）を行う場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」上、

事業年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は事業年度の次年度４月１日に発生する見

込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見込み数を

算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

<当該保育提供区域の事業年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

<当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

（ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平均

入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ年

以内の隣接する保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去

３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

４ 事業者 

（１）認可化移行可能性調査支援 

都道府県又は都道府県が適当と認めた者 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

都道府県又は都道府県が適当と認めた者 



改正後 改正前 

 

５ 事業の実施期限 

２（１）及び（２）の事業 

平成２７年３月３１日とする。 

２（３）の事業 

令和７年３月３１日とする。 

     

６ 実施要件 

（１）認可化移行可能性調査支援 

保育所等への移行を目指す認可外保育施設であること。 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

保育所等への移行を目指す認可外保育施設であって、２（１）の認可化移行可能性調 査支

援を実施する等により、移行のための計画書を策定していること。 

 

（３）改修費等支援 

認可化移行支援事業の実施について（平成２７年４月１３日雇児発０４１３第２２号）の別

紙「認可化移行総合支援事業実施要綱」の要件を満たす認可外保育施設であって、事業開始後

５年以内に設備運営基準第３２条を満たすこと。 

 

７ 補助基準額・補助率 

（１）認可化移行可能性調査支援 

①補助基準額 

１施設当たり   510,000円 

 

②補助率 

国１／２ 、都道府県１／２ 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

①補助基準額 

１施設当たり   460,000円 

 

②補助率 

国１／２ 、都道府県１／２ 

  

（３）改修費等支援（１施設当たり１回限り） 

①補助基準額 

 

５ 事業の実施期限 

２（１）（２）の事業 

平成２７年３月３１日とする。 

２（３）の事業 

令和７年３月３１日とする。 

     

６ 実施要件 

（１）認可化移行可能性調査支援 

保育所等への移行を目指す認可外保育施設であること。 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

保育所等への移行を目指す認可外保育施設であって、２（１）の認可化移行可能性調 査支

援を実施する等により、移行のための計画書を策定していること。 

 

（３）改修費等支援 

認可化移行支援事業の実施について（平成２７年４月１３日雇児発０４１３第２２号）の別

紙「認可化移行総合支援事業実施要綱」の要件を満たす認可外保育施設であって、事業開始後

５年以内に設備運営基準第３２条を満たすこと。 

 

７ 補助基準額・補助率 

（１）認可化移行可能性調査支援 

①補助基準額 

１施設当たり ５１万円 

 

②補助率 

国１／２ 、都道府県１／２ 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

①補助基準額 

１施設当たり ４６万円 

 

②補助率 

国１／２ 、都道府県１／２ 

  

（３）改修費等支援（１施設当たり１回限り） 

①補助基準額 



改正後 改正前 

１施設当たり  34,946,000円 

 

②補助率 

国２／３、市町村１／１２、設置者１／４ 

 

８ 対象経費 

（１）認可化移行可能性調査支援 

保育所等に移行するために障害となっている事由の調査及び診断にかかる経費。 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

保育所等に移行するために必要な助言・指導にかかる経費。 

 

（３）改修費等支援 

設備運営基準第３２条を満たすために必要な設備整備及び改修整備等、礼金及び建物賃借料

（敷金は除く。）にかかる経費。 

 

９ 留意事項 

支援の対象となってから５年以内に当該基準（子ども・子育て支援新制度施行後は、新制度に

おいて定める基準）を満たさなかった場合は、改修費等支援にかかる補助金の返還を命ずるこ

とができるものとする。 

 

 

別添６の６～別添７の１０ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１施設当たり  ３，２００万円 

 

②補助率 

国２／３、市町村１／１２、設置者１／４ 

 

８ 対象経費 

（１）認可化移行可能性調査支援 

保育所等に移行するために障害となっている事由の調査及び診断にかかる経費。 

 

（２）認可化移行助言指導支援 

保育所等に移行するために必要な助言・指導にかかる経費。 

 

（３）改修費等支援 

設備運営基準第３２条を満たすために必要な設備整備及び改修整備等、礼金及び建物賃借料

（敷金は除く。）にかかる経費。 

 

９ 留意事項 

支援の対象となってから５年以内に当該基準（子ども・子育て支援新制度施行後は、新制度に

おいて定める基準）を満たさなかった場合は、改修費等支援にかかる補助金の返還を命ずること

ができるものとする。 

 

 

別添６の６～別添７の１０ 略 
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別添８ 

認定こども園整備事業 

 

１ 事業の目的 

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園等の施設整備に要する費用の一部を補助する

ことにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分、又は保育所型認定こども

園の幼稚園機能部分若しくは幼稚園型認定こども園の保育所機能部分等の新設、修理、改造を実

施する。 

 

（２）整備対象施設 

① 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）（以下「認定こども園法」という。」）第２条第７項に基づく幼保連携型認定こ

ども園において学校としての教育を実施する部分 ＜文部科学省関係＞ 

② 認定こども園法第３条第２項第２号に基づく保育所型認定こども園の幼稚園機能部分 ＜

文部科学省関係＞ 

③ 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園の保

育所機能部分（幼稚園と保育所機能部分の定員の合計数が２０人以上の場合を対象とする。）

＜こども家庭庁関係＞ 

④ 子どものための教育・保育給付費補助事業の実施について（令和５年９月 19日こ成保第 111

号）の別添２「幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業実施要綱」の要件を満たし、

長時間預かり保育又は３歳未満児の保育、若しくは長時間預かり保育と３歳未満児の保育の

両方を実施する私立幼稚園＜こども家庭庁関係＞ 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 

（４）施設の設置主体（事業者） 

① ２（２）①の場合 

学校法人又は社会福祉法人（幼保連携型認定こども園の設置者である場合に限る。） 

 

② ２（２）②の場合 

学校法人又は社会福祉法人（保育所型認定こども園を構成する保育所の設置者と同一の社

会福祉法人が当該幼稚園機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

 

③ ２（２）③の場合 

別添８ 

認定こども園整備事業 

 

１ 事業の目的 

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園等の施設整備に要する費用の一部を補助する

ことにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分、又は保育所型認定こども

園の幼稚園機能部分若しくは幼稚園型認定こども園の保育所機能部分等の新設、修理、改造を実

施する。 

 

（２）整備対象施設 

① 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号）（以下「認定こども園法」という。」）第２条第７項に基づく幼保連携型認定こど

も園において学校としての教育を実施する部分 ＜文部科学省関係＞ 

② 認定こども園法第３条第２項第２号に基づく保育所型認定こども園の幼稚園機能部分 ＜

文部科学省関係＞ 

③ 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園の保

育所機能部分（幼稚園と保育所機能部分の定員の合計数が２０人以上の場合を対象とする。）

＜厚生労働省関係＞ 

④ 子どものための教育・保育給付費補助事業の実施について（平成２７年４月１３日雇児発０

４１３第３６号）の別添２「幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業実施要綱」の要

件を満たし、長時間預かり保育又は３歳未満児の保育、若しくは長時間預かり保育と３歳未満

児の保育の両方を実施する私立幼稚園＜厚生労働省関係＞ 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 

（４）施設の設置主体（事業者） 

① ２（２）①の場合 

学校法人又は社会福祉法人（幼保連携型認定こども園の設置者である場合に限る。） 

 

② ２（２）②の場合 

学校法人又は社会福祉法人（保育所型認定こども園を構成する保育所の設置者と同一の社

会福祉法人が当該幼稚園機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

 

③ ２（２）③の場合 
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社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園の設置者と同一の学

校法人が当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

 

④ ２（２）④の場合 

学校法人又は社会福祉法人 

 

 ただし、２（４）①から④において、「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市

町村又は「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けていない市町村のうち財政力指数が１.

０未満の市町村は、市町村が認めた者（公立施設を除く。）とする。 

 

（５）事業の実施期限 

＜こども家庭庁関係＞ 

令和７年３月３１日とする。 

＜文部科学省関係＞ 

令和６年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

２（２）①～③の事業 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

 

（注）財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７号）

第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画

に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「認定こども園整備事業（津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用する。 

 

２（２）④の事業 

改修費等補助 １施設当たり ２，２００万円 

 

（２）補助率 

２（２）①～④の事業 

国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

２（２）④の事業のうち、以下の要件（※）を満たす事業 

国２／３、市町村１／１２ 、事業者１／４ 

※ 「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」という。）

社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園の設置者と同一の学

校法人が当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

 

④ ２（２）④の場合 

学校法人又は社会福祉法人 

 

 

 

 

 

（５）事業の実施期限 

＜厚生労働省関係＞ 

令和７年３月３１日とする。 

＜文部科学省関係＞ 

令和５年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

２（２）①～③の事業 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

 

（注）財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７号）

第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 16 年法律第 27号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に

基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「認定こども園整備事業（津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用する。 

 

２（２）④の事業 

改修費等補助 １施設当たり ２，２００万円 

 

（２）補助率 

２（２）①～④の事業 

国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

２（２）④の事業のうち、以下の要件（※）を満たす事業 

国２／３、市町村１／１２ 、事業者１／４ 

※ 「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」という。）



改正後 改正前 

の４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町

村に限る。）が策定する市町村整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）

であって、原則として、「新子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う認定こども園

が所在する保育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込

み児童数が整備年度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分

（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する

整備を行う場合。又は、就学前教育・保育施設整備交付金の個別嵩上げ協議において、当該

整備年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の利用定員

総数が増加する施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）を行う場合。 

ただし、公立保育所等の民営化の一環として行われる施設整備事業については、上記の要

件に加え、民営化後の利用定員総数が民営化前よりも増加する施設整備事業のみを国庫補助

率の嵩上げの対象とする。 

また、上記原則によらない場合においても、当該整備事業が「新子育て安心プラン実施計

画」上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日

に発生する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策

定後の見込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

  <当該保育提供区域の整備年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

  <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

（ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接する保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去

３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

２（２）①～③の事業 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 

２（２）④の事業 

改修費等補助 

    

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 

の４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町

村に限る。）が策定する市町村整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）

であって、原則として、「新子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う認定こども園

が所在する保育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申し込

み児童数が整備年度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分

（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する

整備を行う場合。又は、保育所等整備交付金の個別嵩上げ協議において、当該整備年度に嵩

上げを認められている施設整備事業と同じ保育提供区域、年齢区分の利用定員総数が増加す

る施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）を行う場合。 

ただし、公立保育所等の民営化の一環として行われる施設整備事業については、上記の要

件に加え、民営化後の利用定員総数が民営化前よりも増加する施設整備事業のみを国庫補助

率の嵩上げの対象とする。 

また、上記原則によらない場合においても、当該整備事業が「新子育て安心プラン実施計

画」上、整備年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は整備年度の次年度４月１日

に発生する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策

定後の見込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

  <当該保育提供区域の整備年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

  <当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

（ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平

均入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

年以内の隣接する保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、過去

３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

２（２）①～③の事業 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 

２（２）④の事業 

改修費等補助 

    

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 



改正後 改正前 

 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及
び適当と認められる購入費等を含む。 

 
特殊附帯工事
費 

 
 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費  
 

 
設計料 
 

 
 事業を行うにあたり必要な設計費 

 
解体撤去工事
費及び仮設施
設整備工事費
（改築・増改築・大

規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等に

ついては、仮設施

設整備工事費のみ

対象 

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事
費又は工事請負費 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

改修費等補助 

 

 

施設の改修等に必要な費用 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）次に掲げる事項を助成金を交付する場合の条件とする。 

２（２）①～③の事業 

① 交付申請を行う時点で、原則として、幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園

型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園のいずれかであること。 

 

② 保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分につ

いては、認定こども園法第３条第１項に基づく都道府県知事の認定を受けること。 

 ただし、令和４年度末までに上記の要件を満たさなかった場合は、原則として、補助条件

 
本体工事費 
 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及
び適当と認められる購入費等を含む。 

 
特殊附帯工事
費 

 
 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費  
 

 
設計料 
 

 
 事業を行うにあたり必要な設計費 

 
解体撤去工事
費及び仮設施
設整備工事費
（改築・増改築・大

規模修繕等の場合

が対象） 
※大規模修繕等に

ついては、仮設施

設整備工事費のみ

対象 

 
 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事
費又は工事請負費 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

改修費等補助 

 

 

施設の改修等に必要な費用 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）次に掲げる事項を助成金を交付する場合の条件とする。 

２（２）①～③の事業 

① 交付申請を行う時点で、原則として、幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園

型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園のいずれかであること。 

 

② 保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分につ

いては、認定こども園法第３条第１項に基づく都道府県知事の認定を受けること。 

 ただし、令和４年度末までに上記の要件を満たさなかった場合は、原則として、補助条件



改正後 改正前 

違反として助成額の返還を命ずること。 

 

③  幼保連携型認定こども園の認可保育所部分及び保育所型認定こども園の認可保育所部分

（認可保育所を新設することにより、新たに幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こど

も園の認可・認定を受ける場合を含む。）については、保育所緊急整備事業（別添１）の規

定に基づき整備を行うこと。 

 

④ 幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園の整備において一体的に幼稚園部分の

改築等を行う場合、また、既存の幼保連携型施設が、認定こども園としての機能を更に拡充さ

せるために行う施設整備についても、対象となり得るものであること。 

 

⑤ 本事業により保育所機能部分について施設整備費の補助を受ける施設に対しては、「補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和３９年政令第２５５号）第１４

条第１項第２号の規定により、こども家庭庁長官又は文部科学大臣が別に定める期間を経過

する日まで、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施

設型給付、同法第２８条の規定に基づく特例施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保

育の実施に係る委託費において減価償却費加算を適用することはできないものとする。 

 

 ２（２）④の事業 

① 幼稚園が本事業を実施し、事業開始後５年以内に幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認

定こども園として必要な基準を満たさなかった場合は、補助条件違反として補助額の返還を

命ずることができるものとする。 

 

（３）財産処分について 

① この事業により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設

整備費）等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平

成３１年３月２９日３０文科初第１３６８号「私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設

整備費）等に係る財産処分の承認について」による財産処分の承認手続き等が必要であるの

で、文部科学省と事前に相談すること。 

 

② この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得

した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331

号・こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の

承認手続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談するこ

と。 

 

 

 

違反として助成額の返還を命ずること。 

 

③  幼保連携型認定こども園の認可保育所部分及び保育所型認定こども園の認可保育所部分

（認可保育所を新設することにより、新たに幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こど

も園の認可・認定を受ける場合を含む。）については、保育所緊急整備事業（別添１）の規

定に基づき整備を行うこと。 

 

④ 幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園の整備において一体的に幼稚園部分の

改築等を行う場合、また、既存の幼保連携型施設が、認定こども園としての機能を更に拡充さ

せるために行う施設整備についても、対象となり得るものであること。 

 

⑤ 本事業により保育所機能部分について施設整備費の補助を受ける施設に対しては、「補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和３９年政令第２５５号）第１４条

第１項第２号の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日

まで、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条の規定に基づく施設型給

付、同法第２８条の規定に基づく特例施設型給付又は同法第６５条の規定に基づく保育の実

施に係る委託費において減価償却費加算を適用することはできないものとする。 

 

 ２（２）④の事業 

① 幼稚園が本事業を実施し、事業開始後５年以内に幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認

定こども園として必要な基準を満たさなかった場合は、補助条件違反として補助額の返還を

命ずることができるものとする。 

 

（３）財産処分について 

① この事業により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設

整備費）等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平

成３１年３月２９日３０文科初第１３６８号「私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設

整備費）等に係る財産処分の承認について」による財産処分の承認手続き等が必要であるの

で、文部科学省と事前に相談すること。 

 

② この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受

け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成２０年４月１７日雇

児発第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」によ

る財産処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚

生（支）局と事前に相談すること。 
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別添８の２ 

 

幼稚園耐震化促進事業 

 

１ 事業の目的 

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園への移行を予定する幼稚園（既に認定こども

園に移行した場合を含む。）の耐震化を促進することにより、子どもを安心して育てることが出

来るよう基盤整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

 認定こども園への移行を予定する幼稚園（既に認定こども園に移行した場合を含む。）の耐

震化を促進するための修理、改造を実施する。 

 

（２）整備対象施設 

① 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）（以下「認定こども園法」という。）第２条第７項に基づく幼保連携型認定こ

ども園において学校としての教育を実施する部分  

② 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園を構

成する学校教育法第１条に規定する幼稚園 

③ 認定こども園法第２条第７項に基づく幼保連携型認定こども園への移行を予定する学校教

育法第１条に規定する幼稚園  

④ 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園への

移行を予定する学校教育法第１条に規定する幼稚園 

 

（３）事業の実施主体 

都道府県 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

 ① ２（２）①の場合 

 学校法人（学校法人等以外の個人立等から学校法人立等に組織変更をし、施設整備完了年

度までに設置認可がなされ、当該完了年度又はその翌年度から幼稚園を開設する場合を含む。

以下この項において同じ。）又は社会福祉法人 

② ２（２）②の場合 

 学校法人又は社会福祉法人（幼稚園型認定こども園の設置者である場合に限る） 

③ ２（２）③の場合 

 学校法人又は社会福祉法人 

④ ２（２）④の場合 

 学校法人又は社会福祉法人（移行を予定する幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園及び

別添８の２ 

 

幼稚園耐震化促進事業 

 

１ 事業の目的 

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園への移行を予定する幼稚園（既に認定こども

園に移行した場合を含む。）の耐震化を促進することにより、子どもを安心して育てることが出

来るよう基盤整備を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

 認定こども園への移行を予定する幼稚園（既に認定こども園に移行した場合を含む。）の耐

震化を促進するための修理、改造を実施する。 

 

（２）整備対象施設 

① 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）（以下「認定こども園法」という。）第２条第７項に基づく幼保連携型認定こ

ども園において学校としての教育を実施する部分  

② 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園へを

構成する学校教育法第１条に規定する幼稚園 

③ 認定こども園法第２条第７項に基づく幼保連携型認定こども園への移行を予定する学校教

育法第１条に規定する幼稚園  

④ 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園への

移行を予定する学校教育法第１条に規定する幼稚園 

 

（３）事業の実施主体 

都道府県 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

 ① ２（２）①の場合 

 学校法人（学校法人等以外の個人立等から学校法人立等に組織変更をし、施設整備完了年

度までに設置認可がなされ、当該完了年度又はその翌年度から幼稚園を開設する場合を含む。

以下この項において同じ。）又は社会福祉法人 

② ２（２）②の場合 

 学校法人又は社会福祉法人（幼稚園型認定こども園の設置者である場合に限る） 

③ ２（２）③の場合 

 学校法人又は社会福祉法人 

④ ２（２）④の場合 

 学校法人又は社会福祉法人（移行を予定する幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園及び
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保育所機能の設置者が同一の社会福祉法人である場合において当該幼稚園の施設整備を行う

場合に限る） 

    

（５）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

① 別表で定める補助基準額表により算出する 

② 設計料加算として、本体工事費に係る基準額の５％を別途加算 

③ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

④ 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

⑤ 対象幼稚園が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に

基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、（別表）補助基準額表中Ａ地域基準額を

適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準

額を加算 

⑥ 財政上の特例措置 

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業として行う場合は、（別表）補助基準額表のうち、「幼稚園

耐震化促進事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準

額を適用する。 

 

（２）補助率 

国１／２、事業者１／２ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

増改築、改築、大規模修繕等（幼保連携型認定こども園の整備に限る。） 

 

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 

 
本体工事費 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及

保育所機能の設置者が同一の社会福祉法人である場合において当該幼稚園の施設整備を行う

場合に限る） 

    

（５）事業の実施期限 

令和５年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

① 別表で定める補助基準額表により算出する 

② 設計料加算として、本体工事費に係る基準額の５％を別途加算 

③ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

④ 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

⑤ 対象幼稚園が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に

基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、（別表）補助基準額表中Ａ地域基準額を

適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準

額を加算 

⑥ 財政上の特例措置 

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業として行う場合は、（別表）補助基準額表のうち、「幼稚園

耐震化促進事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準

額を適用する。 

 

（２）補助率 

国１／２、事業者１／２ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

増改築、改築、大規模修繕等（幼保連携型認定こども園の整備に限る。） 

 

４ 対象経費 

 
種 目 

 
対 象 経 費 

 
本体工事費 
 
 
 
 
 

 
 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及
び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工
事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 
 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費
用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及
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 び適当と認められる購入費等を含む。 

 
特殊附帯工事
費 

 
 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 
 

 
設計料 

 
 事業を行うにあたり必要な設計費 

 

解体撤去工事

費、仮設施設整

備工事費 
※大規模修繕

等については、

仮設整備工事

費のみ対象 

 

 

 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費 
 

 

 

 

 

 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）次に掲げる事項を助成金を交付する場合の条件とする。 

① 交付申請を行う時点で、幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園のいず

れかであること。 

   

② 概ね５年以内に幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園に移行する計画を有

し、事業の実施期限までに認定こども園法第２条第７項に基づく幼保連携型認定こども園、

認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園のいず

れかの機能を備えること。 

ただし、施設整備終了後に上記の要件を満たさなかった場合は、原則として、補助条件違

反として助成額の返還を命ずること。 

   

（３）財産処分について 

この事業により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設

整備費）等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平

成３１年３月２９日３０文科初第１３６８号「「私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施

設整備費）等に係る財産処分の承認について」による財産処分の承認手続き等が必要である

 び適当と認められる購入費等を含む。 

 
特殊附帯工事
費 

 
 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 
 

 
設計料 

 
 事業を行うにあたり必要な設計費 

 

解体撤去工事

費、仮設施設整

備工事費 
※大規模修繕

等については、

仮設整備工事

費のみ対象 

 

 

 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費 
 

 

 

 

 

 

 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）次に掲げる事項を助成金を交付する場合の条件とする。 

① 交付申請を行う時点で、幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園のいず

れかであること。 

   

② 概ね５年以内に幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園に移行する計画を有

し、事業の実施期限までに認定こども園法第２条第７項に基づく幼保連携型認定こども園、

認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園のいず

れかの機能を備えること。 

ただし、施設整備終了後に上記の要件を満たさなかった場合は、原則として、補助条件違

反として助成額の返還を命ずること。 

   

（３）財産処分について 

この事業により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設

整備費）等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平

成３１年３月２９日３０文科初第１３６８号「「私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施

設整備費）等に係る財産処分の承認について」による財産処分の承認手続き等が必要である
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ので、文部科学省と事前に相談すること。 

 

 

別添９ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ので、文部科学省と事前に相談すること。 

 

 

別添９ 略 
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別添９の１ 

小規模保育設置促進事業 

 

１ 事業の目的 

小規模保育事業の実施にあたり、都市部を中心に小規模保育事業の整備が困難な状況等にか

んがみ、賃貸物件等による事業所の設置及び改修等に要する費用の一部を補助することにより、

小規模保育事業の実施を促進し、もって子どもを安心して育てることが出来るような体制整備

を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

賃貸物件等を活用した小規模保育事業所を新設、定員の拡大、老朽化又は、駅周辺など保育ニ

ーズのある地域への移転や災害危険区域等からの移転など利便性の向上のため、あるいは近隣

のテナント等に空きが出た場合であって、定員の拡大にかかわらず、乳児室又は保育室等を増室

するなど質の向上のための改修に伴い必要な賃借料（開設前の改修等期間を含む。）及び改修費

等の補助を行う。ただし、賃借料については、借り上げが、平成２５年４月１日以降の新規契約

のものに限る。 

 

（２）補助対象 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６６号）第４３条に基づき地域型保育給付（小規模

保育に限る。）の支給に係る事業を行う者として市町村長の確認を受けた事業者又は確認を受け

ることが予定されている事業者（公立を含む。） 

 

（３）事業の実施主体 

市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。 

 

（４）事業の実施期限 

令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率 

（１）補助基準額 

（別表）補助基準額表参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添９の１ 

小規模保育設置促進事業 

 

１ 事業の目的 

小規模保育事業の実施にあたり、都市部を中心に小規模保育事業の整備が困難な状況等にか

んがみ、賃貸物件等による事業所の設置及び改修等に要する費用の一部を補助することにより、

小規模保育事業の実施を促進し、もって子どもを安心して育てることが出来るような体制整備

を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

賃貸物件等により、新たに小規模保育事業を実施する場合に、賃借料（開設前の改修等期間を

含む。）及び改修費等の補助を行う。ただし、賃借料については、借り上げが、平成２５年４月

１日以降の新規契約のものに限る。 

 

 

 

 

（２）補助対象 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６６号）第４３条に基づき地域型保育給付（小規模

保育に限る。）の支給に係る事業を行う者として市町村長の確認を受けた事業者又は確認を受け

ることが予定されている事業者（公立を含む。） 

 

（３）事業の実施主体 

市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。 

 

（４）事業の実施期限 

令和７年３月３１日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率 

（１）補助基準額 

①小規模保育運営支援事業（A型）及び（B型） 

ア 賃借料補助 

契約家賃   １事業所当たり ４，１００万円 

イ 改修費等補助 

（ア）平成２８年４月７日雇児発第 0407第 2号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施

策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業として行う場合 

１事業所当たり ３，２００万円 

（イ）平成３１年３月２９日子保発 0329第１号「子ども・子育て支援法に基づく協議会に参加

する自治体への支援策について」に基づいて実施される事業として行う場合 

１事業所当たり ３，５００万円 

（ウ）上記（ア）、（イ）以外の場合 
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（２）補助率 

① 「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「事業年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に

限る。）が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新

子育て安心プラン実施計画」上、改修を行う小規模保育事業所が所在する保育提供区域におい

て事業年度又は事業年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が事業年度の４月１日現

在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３

歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、就学前教育・保育施設

整備交付金の個別嵩上げ協議において、当該事業年度に嵩上げを認められている施設整備事

業と同じ保育提供区域、年齢区分の利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）を行う

場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」

上、事業年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は事業年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

<当該保育提供区域の事業年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

<当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

（ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平均

入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ

１事業所当たり ２，２００万円 

 

②小規模保育運営支援事業（C型） 

ア 賃借料補助 

契約家賃 家庭的保育者１人当たり ９９万円 

イ 改修費等補助 

（ア）平成２８年４月７日雇児発第 0407第２号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施

策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業として行う場合 

１事業所当たり ３，２００万円 

（イ）平成３１年３月２９日子保発 0329第１号「子ども・子育て支援法に基づく協議会に参加

する自治体への支援策について」に基づいて実施される事業として行う場合 

１事業所当たり ３，５００万円 

（ウ）上記（ア）、（イ）以外の場合 

１事業所当たり ２，２００万円 

 

 

（２）補助率 

① 「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が１．０未満の市

町村又は財政力指数が１．０以上であって、改修を行う年度（以下「事業年度」という。）の

４月１日現在の待機児童数が１０人以上かつ当該年度の保育拡大量が９０人以上の市町村に

限る。）が行う保育の受け皿が増加する改修（新設、定員の拡大）であって、原則として、「新

子育て安心プラン実施計画」上、改修を行う小規模保育事業所が所在する保育提供区域におい

て事業年度又は事業年度の次年度の４月１日時点の申し込み児童数が事業年度の４月１日現

在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３

歳以上児」の３区分。）の利用定員総数が増加する改修の場合。又は、保育所等整備交付金の

個別嵩上げ協議において、当該事業年度に嵩上げを認められている施設整備事業と同じ保育提

供区域、年齢区分の利用定員総数が増加する改修（新設、定員の拡大）を行う場合。 

ただし、上記原則によらない場合においても、当該改修が「新子育て安心プラン実施計画」

上、事業年度の４月１日に待機児童が発生していない、又は事業年度の次年度４月１日に発生

する見込みがないが、以下（ア）、（イ）により「新子育て安心プラン実施計画」策定後の見

込み数を算定すると、待機児童の発生が見込まれる場合は対象とする。 

 

（ア）年度途中に待機児童が発生する見込みがある場合 

（ⅰ）出生後、年度途中に保育所等を利用する見込み数 

<当該保育提供区域の事業年度又はその次年度の出生見込み数> ×  

<当該保育提供区域の直近３カ年以内における０歳児の平均保育利用率> 

（ⅱ）年度途中に育児休業からの復帰に伴い保育所等を利用する見込み数 

当該保育提供区域の直近３カ年以内の育児休業からの復帰に伴う年度途中からの平均

入所児童数 

（イ）隣接する保育提供区域からの利用児童の流入 

当該保育提供区域に隣接する保育提供区域からの利用児童がいる場合には、「直近３カ
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年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、

過去３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

（市町村以外が設置する場合） 

国２／３、市町村１/１２、事業者１/４ 

（市町村が設置する場合） 

国２／３、市町村１／３ 

 

② ①以外の市町村 

（市町村以外が設置する場合） 

国１／２、市町村１/４、事業者１/４ 

（市町村が設置する場合） 

国１／２、市町村１／２ 

 

４ 対象経費 

 

種 目 

 

対 象 経 費 

 

賃借料補助 

 

 

 

 既存建物を借り上げて小規模保育事業を実施する場合に貸し

主に対して支払う礼金及び建物賃借料（敷金は除く。）にかかる

費用 

 

改修費等補助 

 

 

 小規模保育事業を実施する場合に必要な改修等にかかる費用 

 

 

５ 留意事項 

  本事業により賃借料の補助を受ける事業所に対しては、本事業による補助の残高が生じている

場合、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条の規定に基づく地域型保育給

付又は同法第３０条の規定に基づく特例地域型保育給付において賃借料加算を適用することはで

きないものとする。 

 

 
別添９の２～別添２２ 略 

 

 

 

 

 

年以内の隣接保育提供区域からの平均利用児童数」を見込み数としてみる。 

（注）「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において、

過去３か年平均により算出された財政力指数とする。 

 

（市町村以外が設置する場合） 

国２／３、市町村１/１２、事業者１/４ 

（市町村が設置する場合） 

国２／３、市町村１／３ 

 

② ①以外の市町村 

（市町村以外が設置する場合） 

国１／２、市町村１/４、事業者１/４ 

（市町村が設置する場合） 

国１／２、市町村１／２ 

 

４ 対象経費 

 

種 目 

 

対 象 経 費 

 

賃借料補助 

 

 

 

 既存建物を借り上げて小規模保育事業を実施する場合に貸し

主に対して支払う礼金及び建物賃借料（敷金は除く。）にかかる

費用 

 

改修費等補助 

 

 

 小規模保育事業を実施する場合に必要な改修等にかかる費用 

 

 

５ 留意事項 

  本事業により賃借料の補助を受ける事業所に対しては、本事業による補助の残高が生じている

場合、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条の規定に基づく地域型保育給

付又は同法第３０条の規定に基づく特例地域型保育給付において賃借料加算を適用することはで

きないものとする。 

 

 

別添９の２～別添２２ 略 
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別添２３ 

 

保育所等の複合化・多機能化推進事業 

 

１ 事業の目的 

東日本大震災の復興支援として、被災地の復興に際し、子どもと子育てを身近な地域で支える

観点から、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点などの子育て関連施

設の複合化・多機能化を図る基盤整備を進める。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

 復興計画などに基づき、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点な

どの子育て関連施設の複合化・多機能化する際の整備費について補助する。 

 

（２）整備対象施設 

① 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する保育所 

② 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号）（以下「認定こども園法」という）第３条第１項第１号又は第２項第１号に基づく

幼稚園型認定こども園の保育所機能部分 

③  認定こども園法第３条第１項第１号又は第２項第１号に基づく幼稚園型認定こども園として

の機能を備える幼稚園型認定こども園の保育所機能部分 

④ 平成２年８月７日厚生省発児第１２３号厚生事務次官通知の別紙「児童館の設置運営要綱」

の第２から第４に基づく小型児童館、児童センター（大型児童センターを含む。）及び大型児

童館（「Ｃ型児童館」を除く。） 

⑤ 平成１９年３月３０日１８文科生第５８７号・雇児発第０３３００３９号文部 科学省生涯

学習政策局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別添２ 「放課後児童健全育成

事業実施要綱」に基づく事業を実施するための施設（放課後児童クラブ） 

⑥ 平成１１年１月７日児発第１４号厚生省児童家庭局長通知「子育て支援のための拠点施設の

設置について」に基づく子育て支援のための拠点施設 

⑦ その他厚生労働大臣が認めた児童福祉施設 

 

（３）事業の実施主体 

都道府県【（２）の④の場合のみ】 

市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

① ２（２）①の場合 

市町村、社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園と

しての機能を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において当該

別添２３ 

 

保育所等の複合化・多機能化推進事業 

 

１ 事業の目的 

東日本大震災の復興支援として、被災地の復興に際し、子どもと子育てを身近な地域で支える

観点から、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点などの子育て関連施

設の複合化・多機能化を図る基盤整備を進める。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

 復興計画などに基づき、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点な

どの子育て関連施設の複合化・多機能化する際の整備費について補助する。 

 

（２）整備対象施設 

① 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する保育所 

② 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号）（以下「認定こども園法」という）第３条第１項第１号又は第２項第１号に基づく

幼稚園型認定こども園の保育所機能部分 

③  認定こども園法第３条第１項第１号又は第２項第１号に基づく幼稚園型認定こども園として

の機能を備える幼稚園型認定こども園の保育所機能部分 

④ 平成２年８月７日厚生省発児第１２３号厚生事務次官通知の別紙「児童館の設置運営要綱」

の第２から第４に基づく小型児童館、児童センター（大型児童センターを含む。）及び大型児

童館（「Ｃ型児童館」を除く。） 

⑤ 平成１９年３月３０日１８文科生第５８７号・雇児発第０３３００３９号文部 科学省生涯

学習政策局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別添２ 「放課後児童健全育成

事業実施要綱」に基づく事業を実施するための施設（放課後児童クラブ） 

⑥ 平成１１年１月７日児発第１４号厚生省児童家庭局長通知「子育て支援のための拠点施設の

設置について」に基づく子育て支援のための拠点施設 

⑦ その他厚生労働大臣が認めた児童福祉施設 

 

（３）事業の実施主体 

都道府県【（２）の④の場合のみ】 

市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体（事業者） 

① ２（２）①の場合 

市町村、社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園と

しての機能を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において当該
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保育所の施設整備を行う場合に限る。）、日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、

特例社団法人若しくは特例財団法人 

② ２（２）②の場合 

社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園の設置者と同一の学

校法人が当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

③ ２（２）③の場合 

社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型認定こども園としての機能を構成する幼稚園の設置

者と同一の学校法人が当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

④ ２（２）④の場合 

都道府県、市町村、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、及び特例

財団法人 

⑤ ２（２）⑤の場合 

市町村、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、及び特例財団法人 

⑥ ２（２）⑥の場合 

市町村 

※子育て支援のための拠点施設の運営については、社会福祉法人等の適切な運営主体に委

託可能。 

⑦ その他厚生労働大臣が認めた施設の児童福祉法における設置主体 

 

（５）事業の実施期限 

平成２７年３月３１日とする。ただし、平成２６年度中に施設整備に着手し、平成２７年度

に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は平成２８年３月３１日のいず

れか早い日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

各施設ごとに対象となる、平成２０年６月１２日厚生労働省発雇児第０６１２００１号「次

世代育成支援対策施設整備交付金の交付について」に基づき算出した交付基準額に２．２を乗

じて得られた額並びに平成２１年３月５日２０文科初第１７２９号雇児発第０３０５００５号

「平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の運営について」及び昭和

６１年５月１５日厚生省発児第１０７号「放課後児童クラブ整備費の国庫補助について」に基

づき算出した補助基準額に１．１を乗じて得られた額。 

 

（２）補助率 

① 事業者が都道府県又は市町村の場合 

国１／２、市町村１／２ 

国１／３、都道府県２／３【２の（２）の④場合のみ】 

国１／３，都道府県１／３、市町村１／３ 【２の（２）の④及び⑤の場合のみ】 

保育所の施設整備を行う場合に限る。）、日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、

特例社団法人若しくは特例財団法人 

② ２（２）②の場合 

社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園の設置者と同一の学

校法人が当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

③ ２（２）③の場合 

社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型認定こども園としての機能を構成する幼稚園の設置

者と同一の学校法人が当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。） 

④ ２（２）④の場合 

都道府県、市町村、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、及び特例

財団法人 

⑤ ２（２）⑤の場合 

市町村、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、及び特例財団法人 

⑥ ２（２）⑥の場合 

市町村 

※子育て支援のための拠点施設の運営については、社会福祉法人等の適切な運営主体に委

託可能。 

⑦ その他厚生労働大臣が認めた施設の児童福祉法における設置主体 

 

（５）事業の実施期限 

平成２７年３月３１日とする。ただし、平成２６年度中に施設整備に着手し、平成２７年度

に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は平成２８年３月３１日のいず

れか早い日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

各施設ごとに対象となる、平成２０年６月１２日厚生労働省発雇児第０６１２００１号「次

世代育成支援対策施設整備交付金の交付について」に基づき算出した交付基準額に２．２を乗

じて得られた額並びに平成２１年３月５日２０文科初第１７２９号雇児発第０３０５００５号

「平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の運営について」及び昭和

６１年５月１５日厚生省発児第１０７号「放課後児童クラブ整備費の国庫補助について」に基

づき算出した補助基準額に１．１を乗じて得られた額。 

 

（２）補助率 

① 事業者が都道府県又は市町村の場合 

国１／２、市町村１／２ 

国１／３、都道府県２／３【２の（２）の④場合のみ】 

国１／３，都道府県１／３、市町村１／３ 【２の（２）の④及び⑤の場合のみ】 



改正後 改正前 

(注)指定都市、中核市の場合 国１／３、指定都市・中核市２／３ 

  ② 事業者が市町村以外の場合 

国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

国１／３、都道府県１／３、事業者１／３【２の（２）の④及び⑤の場合のみ】 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 

 

４ 対象経費 

各施設ごとに３の(１)の各通知で定める対象経費。なお、東日本大震災で被災した保育所等が

早期の復旧が必要と認められる場合においては、既に施工又は施工中の事業であっても今回の補

助対象とする。 
 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

④ 災害復旧事業の対象となる事業 

 

（２）財産処分について 

この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

別添２４～２８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)指定都市、中核市の場合 国１／３、指定都市・中核市２／３ 

  ② 事業者が市町村以外の場合 

国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

国１／３、都道府県１／３、事業者１／３【２の（２）の④及び⑤の場合のみ】 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 

 

４ 対象経費 

各施設ごとに３の(１)の各通知で定める対象経費。なお、東日本大震災で被災した保育所等が

早期の復旧が必要と認められる場合においては、既に施工又は施工中の事業であっても今回の補

助対象とする。 
 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

④ 災害復旧事業の対象となる事業 

 

（２）財産処分について 

この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成２０年４月１７日雇児発第

０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産処分

の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局と事前に相談すること。 

 

 

別添２４～２８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添２９ 

 

母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業 

 

１ 事業の目的 

妊産婦、子育て世帯、子どもの誰１人取り残すことなく、相談を受け適切な支援につなぐため

には、子育て世代包括支援センター（母子保健法第 22条に規定する母子健康包括支援センターを

いう、以下同じ。）及び子ども家庭総合支援拠点（児童福祉法第 10条の２に規定する拠点をいう、

以下同じ。）双方のより一層の連携強化が必要である。 

このため、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一元的なマネジメント体

制の構築に向けて、子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体

的に有する施設（以下、一体的相談支援機関という。）の整備に要する費用を支援することによ

り、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の双方が情報共有を徹底し、協働し

て妊産婦、子育て世帯、子どもの状況把握、相談支援等を行う等、連携強化の一層の推進を図る。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

以下に掲げる方法により、市町村が一体的相談支援機関の整備を行う事業。 

① 子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体的に有する施

設の創設を行う場合（既存の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一

体化を図るため、双方ともに移転し、新たに整備する場合を含む） 

② 既存の子育て世代包括支援センターを改築し、新たに子ども家庭総合支援拠点の機能を

整備することにより、一体的相談支援機関の整備を行う場合（子ども家庭総合支援拠点を

移転し、子育て世代包括支援センターに統合する場合を含む） 

③ 既存の子ども家庭総合支援拠点を改築し、新たに子育て世代包括支援センターの機能を

整備することにより、一体的相談支援機関の整備を行う場合（子育て世代包括支援センタ

ーを移転し、子ども家庭総合支援拠点に統合する場合を含む） 

 

（２）整備対象施設 

整備対象施設は、「子育て世代包括支援センターの設置運営について」（平成 29 年 3 月 31

日雇児発 0331第５号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく子育て世代包括支援セ

ンター及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」（平成 29 年 3 月 31 日

雇児発 0331 第 49 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく子ども家庭総合支援拠

点が、同一の施設・場所において一体的に整備される施設とし、一体的な運営体制の構築に向

けて、以下に掲げる取組（別添３０ 「母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業」第５

（１）統括支援員の配置要件と同じ）に努めなければならないものとする。 

① 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点の双方の業務をマネジメント

できる責任者を配置すること。 

別添２９ 

 

母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業 

 

１ 事業の目的 

妊産婦、子育て世帯、子どもの誰１人取り残すことなく、相談を受け適切な支援につなぐため

には、子育て世代包括支援センター（母子保健法第 22 条に規定する母子健康包括支援センターを

いう、以下同じ。）及び子ども家庭総合支援拠点（児童福祉法第 10条の２に規定する拠点をいう、

以下同じ。）双方のより一層の連携強化が必要である。 

このため、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一元的なマネジメント体

制の構築に向けて、子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体

的に有する施設（以下、一体的相談支援機関という。）の整備に要する費用を支援することによ

り、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の双方が情報共有を徹底し、協働し

て妊産婦、子育て世帯、子どもの状況把握、相談支援等を行う等、連携強化の一層の推進を図る。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

以下に掲げる方法により、市町村が一体的相談支援機関の整備を行う事業。 

① 子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体的に有する施

設の創設を行う場合（既存の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一

体化を図るため、双方ともに移転し、新たに整備する場合を含む） 

② 既存の子育て世代包括支援センターを改築し、新たに子ども家庭総合支援拠点の機能を

整備することにより、一体的相談支援機関の整備を行う場合（子ども家庭総合支援拠点を

移転し、子育て世代包括支援センターに統合する場合を含む） 

③ 既存の子ども家庭総合支援拠点を改築し、新たに子育て世代包括支援センターの機能を

整備することにより、一体的相談支援機関の整備を行う場合（子育て世代包括支援センタ

ーを移転し、子ども家庭総合支援拠点に統合する場合を含む） 

 

（２）整備対象施設 

整備対象施設は、「子育て世代包括支援センターの設置運営について」（平成 29 年 3 月 31

日雇児発 0331第５号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく子育て世代包括支援セ

ンター及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」（平成 29 年 3 月 31 日

雇児発 0331 第 49 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく子ども家庭総合支援拠

点が、同一の施設・場所において一体的に整備される施設とし、一体的な運営体制の構築に向

けて、以下に掲げる取組（別添３０ 「母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業」第５

（１）統括支援員の配置要件と同じ）に努めなければならないものとする。 

① 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点の双方の業務をマネジメント

できる責任者を配置すること。 



改正後 改正前 

② 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点双方の業務について十分な知

識を有する統括支援員を配置すること。ただし、市町村の実情に応じて、①の責任者と兼

務することができるものとする。 

③ リスク要因を抱える妊産婦・子育て世帯・子どもや、特定妊婦、要支援・要保護児童等

のケースや支援の状況を、子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点の担

当職員が、常に情報共有できる環境を整備すること。例えば、ケース会議の定期的な開催

等が考えられる。 

④ 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点それぞれの職員が双方の業務

について協働して対応するとともに、①の責任者や②の統括支援員が確認を行う体制を整

備すること。 

⑤ 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点双方の職員に対して、互いの

事務の理解や各分野の知識の向上に向けて、母子保健・児童福祉双方の研修を実施するな

ど、職員の質の向上に努めること。 

⑥ 地域の妊産婦・子育て世帯・子どもの支援に取り組む地域資源（社会福祉法人・NPO 法人

等）の創出や連携に努めること。 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体 

市町村 

 

（５）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31 日のいずれか早

い日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 １施設当たり 18,992,000円 

特殊附帯工事 １施設当たり 18,097,000円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 13,218,000円 

開設準備（２（１）①により整

備を行う場合） 
１施設当たり  8,007,000円 

② 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点双方の業務について十分な知

識を有する統括支援員を配置すること。ただし、市町村の実情に応じて、①の責任者と兼

務することができるものとする。 

③ リスク要因を抱える妊産婦・子育て世帯・子どもや、特定妊婦、要支援・要保護児童等

のケースや支援の状況を、子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点の担

当職員が、常に情報共有できる環境を整備すること。例えば、ケース会議の定期的な開催

等が考えられる。 

④ 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点それぞれの職員が双方の業務

について協働して対応するとともに、①の責任者や②の統括支援員が確認を行う体制を整

備すること。 

⑤ 子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点双方の職員に対して、互いの

事務の理解や各分野の知識の向上に向けて、母子保健・児童福祉双方の研修を実施するな

ど、職員の質の向上に努めること。 

⑥ 地域の妊産婦・子育て世帯・子どもの支援に取り組む地域資源（社会福祉法人・NPO 法人

等）の創出や連携に努めること。 

 

（３）事業の実施主体 

市町村 

 

（４）整備対象施設の設置主体 

市町村 

 

（５）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31 日のいずれか早

い日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 １施設当たり 17,635千円 

特殊附帯工事 １施設当たり 16,804千円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 12,273千円 

開設準備（２（１）①により整

備を行う場合） 
１施設当たり 7,435千円 



改正後 改正前 

開設準備（２（１）②又は③に

より整備を行う場合） 
１施設当たり 3,907,000円 

解体撤去工事 １施設当たり 1,080,000円 

仮設施設整備工事 １施設当たり  1,917,000円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設

整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（令和５年８月 22日こ成事第 423号）

を準用して整備すること。 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福

祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（令和５年８月 22

日こ成事第 435号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペースの

整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定され

た特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第 1 条に規定さ

れた奄美群島、離島振興法（昭和 28年法律第 72号）第 2条第 1項の規定に基づき指定され

た離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44年法律第 79号）第 4条

第 1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）第 3条第

1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流スペースを除

く）に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。） 

 

（２）補助率 

国９／１０、市町村１／１０ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選定された選定事業者

が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含むものとする。） 

 

４ 対象経費 

 

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事

開設準備（２（１）②又は③に

より整備を行う場合） 
１施設当たり 3,628千円 

解体撤去工事 １施設当たり 1,003千円 

仮設施設整備工事 １施設当たり  1,780千円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取

扱いについて」（平成 20年６月 12日 雇児発第 0612004号）を準用して整備すること。 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉

の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（平成 20 年６月 12

日雇児発第 0612008号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペー

スの整備」を準用して整備すること。 

 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定され

た特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第 1条に規定され

た奄美群島、離島振興法（昭和 28年法律第 72号）第 2条第 1項の規定に基づき指定された

離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44年法律第 79号）第 4条第

1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第 3 条第 1

項第 3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流スペースを除く）

に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。） 

 

（２）補助率 

国９／１０、市町村１／１０ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選定された選定事業者

が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含むものとする。） 

 

４ 対象経費 

 

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事



改正後 改正前 

請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対

象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これ

と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペース

加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整備で

あって、令和５年８月 22 日こ成事第 435 号こども家庭庁成育局長通知

「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉の推進等を図

るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」に定める基準

に適合する整備に必要な事費又は工事請負費及び工事事務費 

 

開設準備費 一体的相談支援機関の開設準備に必要な費用 

解体撤去工事費及

び仮設施設整備工

事費（改築・大規模

修繕等の場合が対

象）※大規模修繕

等については、仮

設施設整備費のみ

対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な

賃借料、工事費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

別添３０～３２ 略 

 

請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対

象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これ

と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペース

加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整備で

あって、平成 20年６月 12日雇児発第 0612008号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福

祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」

に定める基準に適合する整備に必要な事費又は工事請負費及び工事事

務費 

開設準備費 一体的相談支援機関の開設準備に必要な費用 

解体撤去工事費及

び仮設施設整備工

事費（改築・大規模

修繕等の場合が対

象）※大規模修繕

等については、仮

設施設整備費のみ

対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な

賃借料、工事費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成 20 年４月 17 日雇児発第

0417001 号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承

認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生（支）局と事前

に相談すること。 

 

別添３０～３２ 略 

 



改正後 改正前 

別添３３ 

 

子どもの居場所支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

家庭や学校に居場所のない子どもを対象とした居場所の提供や家庭環境・養育環境の維持改善

を目的として、子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じた支援を包括的に実施する居場所を

整備するための支援を提供する。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

家庭や学校に居場所のない子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じた支援を、包括的に

実施する居場所の整備に必要な整備費と改修費の支援を行う。 

 

（２）事業の実施主体 

市町村 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

市町村又は市町村が適当と認めた者 

 

（４）整備基準 

 事業所の整備に当たっては、以下の①～④の設備を設けるものとする。 

① 相談室 

② 対象者が集まることができる設備 

③ 事務室 

④ キッチン、浴室、学習スペースなど、その他支援の実施に必要な設備 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 １施設当たり 18,992,000円 

特殊附帯工事 １施設当たり 18,097,000円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 13,218,000円 

別添３３ 

 

子どもの居場所支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

家庭や学校に居場所のない子どもを対象とした居場所の提供や家庭環境・養育環境の維持改善

を目的として、子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じた支援を包括的に実施する居場所を

整備するための支援を提供する。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

家庭や学校に居場所のない子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じた支援を、包括的に

実施する居場所の整備に必要な整備費と改修費の支援を行う。 

 

（２）事業の実施主体 

市町村 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

市町村又は市町村が適当と認めた者 

 

（４）整備基準 

 事業所の整備に当たっては、以下の①～④の設備を設けるものとする。 

① 相談室 

② 対象者が集まることができる設備 

③ 事務室 

④ キッチン、浴室、学習スペースなど、その他支援の実施に必要な設備 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 １施設当たり 17,635千円 

特殊附帯工事 １施設当たり 16,804千円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 12,273千円 



改正後 改正前 

解体撤去工事 １施設当たり  1,080,000円 

仮設施設整備工事 １施設当たり  1,917,000円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設

整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（令和５年８月 22日こ成事第 423号）

を準用して整備すること。 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福

祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（令和５年８月 22

日こ成事第 435号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペースの

整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定され

た特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第 1 条に規定さ

れた奄美群島、離島振興法（昭和 28年法律第 72号）第 2条第 1項の規定に基づき指定され

た離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44年法律第 79号）第 4条

第 1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）第 3条第

1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流スペースを除

く）に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。） 

 

（２）補助率 

国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第８条第１項の規定により選定

された選定事業者が、同法第 14 条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業

を含むものとする。） 

 

４ 事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月３１日のいずれか早

い日とする。 

 

５ 対象経費 

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

解体撤去工事 １施設当たり 1,003千円 

仮設施設整備工事 １施設当たり 1,780千円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取

扱いについて」（平成 20年６月 12日 雇児発第 0612004号）を準用して整備すること。 

 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉

の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（平成 20 年６月 12

日雇児発第 0612008号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペー

スの整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定され

た特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第 1 条に規定さ

れた奄美群島、離島振興法（昭和 28年法律第 72 号）第 2条第 1 項の規定に基づき指定され

た離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79号）第 4条

第 1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）第 3条第

1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流スペースを除

く）に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。） 

 

（２）補助率 

国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第８条第１項の規定により選定

された選定事業者が、同法第 14 条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業

を含むものとする。） 

 

４ 事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月３１日のいずれか早

い日とする。 

 

５ 対象経費 

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工
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事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下

同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、令和５年８月 22日こ成事第 435号こども家庭庁成育

局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉

の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備につい

て」に定める基準に適合する整備に必要な事費又は工事請負費及

び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

６ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69 号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認

手続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下

同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、平成 20 年６月 12 日雇児発第 0612008 号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金

における地域福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペ

ース）の整備について」に定める基準に適合する整備に必要な事費

又は工事請負費及び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

６ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成 20年４月 17日雇児発第

0417001 号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承

認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生支局と事前に

相談すること。 

 



改正後 改正前 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（令和５年８月 22日こ成事第 370号こども

家庭庁長官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事業による補助対象

経費が重複することがないよう留意すること。 

 

 

別添３４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（平成 20 年６月 12 日厚生労働省発雇児第

0612001 号厚生労働省事務次官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事

業による補助対象経費が重複することがないよう留意すること。 

 

 

別添３４ 略 
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別添３５ 

 

子育て短期支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第３項に規定する市町村が実施する子育て短

期支援事業（別添 35の「子育て短期支援臨時特例事業の実施について」に基づく子育て短期支援

臨時特例事業を含む。以下同じ。）の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じた

ときに安定して利用することができるよう、子育て短期支援事業の安定的な提供体制の整備を推

進するため、子育て短期支援事業専用の居室の整備に要する費用の一部を補助することにより、

これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等住民に身近であっ

て、適切に保護することができる施設（以下、施設という。）において、子育て短期支援事業

を実施するための専用の居室を整備するための費用の一部を補助する。 

 

（２）事業の実施主体 

市町村 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

市町村又は市町村が適当と認めた者 

 

（４）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い

日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 定員１人当たり 2,638,000円 

初度設備相当加算 定員１人当たり  104,000円 

特殊附帯工事 １施設当たり  18,097,000円 

地域交流スペース加算 １施設当たり  13,218,000円 

別添３５ 

 

子育て短期支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164号）第６条の３第３項に規定する市町村が実施する子育て短

期支援事業（別添 35の「子育て短期支援臨時特例事業の実施について」に基づく子育て短期支援

臨時特例事業を含む。以下同じ。）の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じた

ときに安定して利用することができるよう、子育て短期支援事業の安定的な提供体制の整備を推

進するため、子育て短期支援事業専用の居室の整備に要する費用の一部を補助することにより、

これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等住民に身近であっ

て、適切に保護することができる施設（以下、施設という。）において、子育て短期支援事業

を実施するための専用の居室を整備するための費用の一部を補助する。 

 

（２）事業の実施主体 

市町村 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

市町村又は市町村が適当と認めた者 

 

（４）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い

日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 定員１人当たり 2,449千円 

初度設備相当加算 定員１人当たり   97千円 

特殊附帯工事 １施設当たり  16,804千円 

地域交流スペース加算 １施設当たり  12,273千円 
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解体撤去工事 定員１人当たり  131,000円 

仮設施設整備工事 定員１人当たり  236,000円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育

施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（令和５年８月 22日こ成事第 423

号）を準用して整備すること。 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域

福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（令和５年８月

22 日こ成事第 435 号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペー

スの整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定さ

れた特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第 1条に規定

された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）

第 3 条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流ス

ペースを除く）に対して、0.08 を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切

捨て。） 

 

（２）補助率 

国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選定された選

定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含むもの

とする。） 

 

４ 対象経費 

  

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下

解体撤去工事 定員１人当たり  121千円 

仮設施設整備工事 定員１人当たり  220千円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事

の取扱いについて」（平成 20 年６月 12 日 雇児発第 0612004 号）を準用して整備するこ

と。 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域

福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（平成 20年６

月 12日雇児発第 0612008号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流

スペースの整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定さ

れた特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第 1条に規定

された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）

第 3 条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流ス

ペースを除く）に対して、0.08 を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切

捨て。） 

 

（２）補助率 

国２／３、市町村１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選定された選

定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含むもの

とする。） 

 

４ 対象経費 

  

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下
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同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、令和５年８月 22日こ成事第 435号こども家庭庁成育

局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉

の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備につい

て」に定める基準に適合する整備に必要な事費又は工事請負費及

び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69 号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認

手続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（令和５年８月 22 日こ成事第 370 号こど

も家庭庁長官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事業による補助対

象経費が重複することがないよう留意すること。 

同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、平成 20 年６月 12 日雇児発第 0612008 号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金

における地域福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペ

ース）の整備について」に定める基準に適合する整備に必要な事費

又は工事請負費及び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成 20年４月 17日雇児発第

0417001 号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承

認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生支局と事前に

相談すること。 

 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（平成 20年６月 12日厚生労働省発雇児第

0612001 号厚生労働省事務次官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事

業による補助対象経費が重複することがないよう留意すること。 
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別添３６ 

 

子育て短期支援臨時特例事業 

 

１ 事業の目的 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第３項に規定する市町村が実施する子育て短

期支援事業の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じたときに安定して利用す

ることができるよう、専従・専任職員の配置支援を行うとともに、多様化する支援ニーズに応じ

た支援の提供を臨時特例として実施すること等により、これらの児童及びその家庭の福祉の向上

を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

以下（１）～（４）の事業を地域の実情に応じて選択して実施する。 

 

（１）専用人員配置支援 

① 事業内容 

子育て短期支援事業の実施に当たり、専従の職員を配置し、正当な理由なく利用を断らな

い実施施設等に対して、専従職員の配置に要する費用の支援を行う。 

② 実施要件 

ア  本事業の対象となる施設は、「子育て短期支援事業の実施について」（平成 26年５月

29 日雇児発 0529第 14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）（以下、子育て短期支

援事業実施要綱という。）に基づき、市町村から事業の委託を受けた施設であって、次の

要件のいずれも満たす施設とする。 

(ｱ) 子育て短期支援事業の利用相談があった際には、受入体制が整っているにもかかわら

ず利用を断る等、正当な理由なく利用の受入を拒否しないこと。 

(ｲ) 子育て短期支援事業に専従職員として、１名以上を配置すること（施設入所児童の養育

の支援等、他の業務との兼務は認めない。）。 

イ  専用人員配置支援の対象となる施設は、都道府県、児童相談所、市区町村、要保護児

童対策地域協議会等関係機関との連携に努め、積極的に支援の受け皿となること。 

 

（２）親子入所等支援 

①  事業内容 

レスパイト・ケアとあわせて、児童の養育方法や関わり方について支援が必要な親子を短期

間受け入れ、利用する親子に対して以下の支援を行う。 

・ 保護者のレスパイト・ケア支援 

・ 児童の養育方法・関わり方、その他家庭に関する不安・悩み等の相談支援 

・ 子育て等の協働による保護者のエンパワメント支援 

・ その他、親子支援に資する取組 

②  対象者 

   保護者が児童と一緒にレスパイト・ケアを希望する家庭や、保護者のレスパイト・ケアと

別添３６ 

 

子育て短期支援臨時特例事業 

 

１ 事業の目的 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164号）第６条の３第３項に規定する市町村が実施する子育て短

期支援事業の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じたときに安定して利用す

ることができるよう、専従・専任職員の配置支援を行うとともに、多様化する支援ニーズに応じ

た支援の提供を臨時特例として実施すること等により、これらの児童及びその家庭の福祉の向上

を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

以下（１）～（４）の事業を地域の実情に応じて選択して実施する。 

 

（１）専用人員配置支援 

① 事業内容 

子育て短期支援事業の実施に当たり、専従の職員を配置し、正当な理由なく利用を断らな

い実施施設等に対して、専従職員の配置に要する費用の支援を行う。 

② 実施要件 

ア  本事業の対象となる施設は、「子育て短期支援事業の実施について」（平成 26年５月

29日雇児発 0529第 14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）（以下、子育て短期支

援事業実施要綱という。）に基づき、市町村から事業の委託を受けた施設であって、次の

要件のいずれも満たす施設とする。 

(ｱ) 子育て短期支援事業の利用相談があった際には、受入体制が整っているにもかかわら

ず利用を断る等、正当な理由なく利用の受入を拒否しないこと。 

(ｲ) 子育て短期支援事業に専従職員として、１名以上を配置すること（施設入所児童の養育

の支援等、他の業務との兼務は認めない。）。 

イ  専用人員配置支援の対象となる施設は、都道府県、児童相談所、市区町村、要保護児

童対策地域協議会等関係機関との連携に努め、積極的に支援の受け皿となること。 

 

（２）親子入所等支援 

①  事業内容 

レスパイト・ケアとあわせて、児童の養育方法や関わり方について支援が必要な親子を短期

間受け入れ、利用する親子に対して以下の支援を行う。 

・ 保護者のレスパイト・ケア支援 

・ 児童の養育方法・関わり方、その他家庭に関する不安・悩み等の相談支援 

・ 子育て等の協働による保護者のエンパワメント支援 

・ その他、親子支援に資する取組 

②  対象者 

   保護者が児童と一緒にレスパイト・ケアを希望する家庭や、保護者のレスパイト・ケアと
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あわせて児童との関わり方や養育方法について支援が必要な家庭の他、親子で利用すること

が必要であると市町村が認めた家庭。 

③ 実施施設等 

本事業の実施施設等は、子育て短期支援事業実施要綱に規定する実施施設等であって、親

子支援を適切に行うことができる施設等とする。 

④ 実施要件 

利用日数については、実施主体となる市町村が、支援を必要とする家庭に対して、家庭が抱

える課題や意向を丁寧に確認し、支援ニーズに基づいて決定すること。 

 

（３）入所希望児童支援 

① 事業内容 

保護者の育児放棄や過干渉等により、児童自身が一時的な利用を希望する際の受け入れ支

援を行うとともに、児童及びその保護者が抱える課題や意向を丁寧に確認し、児童とその保

護者の関係の改善に向けた調整を実施する。 

② 対象者 

養育環境に課題のある家庭で暮らす児童であって、児童自身が一時的な利用を希望する児

童 

③ 実施施設等 

本事業の実施施設等は、子育て短期支援事業実施要綱に規定する実施施設等であって、児

童の保護を適切に行うことができる施設等とする。 

④ 実施要件 

ア  児童が直接又は関係機関を通じて、市町村を介さずに実施施設等に利用相談した場合 

(ｱ) 実施施設等は、児童から利用の相談を受けた場合には、児童の意向を確認し、当該児

童の安全を最優先に考慮したうえで、受入の可否を行うこと。 

(ｲ) 実施施設等が児童を受け入れた場合には、速やかに、当該児童の居住市町村及びそ

の保護者に対して、児童の状況等の連絡を行うこと。その際、児童を一時的に受け入

れることについて、保護者の同意を取ること。 

(ｳ) 実施施設等は、保護者の同意が得られない場合であって、本事業による受入を行わ

ないと児童の安心・安全が脅かされるおそれのある場合には、当該児童の居住市町村

に連絡を行い、連絡を受けた市町村は児童相談所とも連携のうえ、一時保護も含めて

必要な支援を行うこと。 

(ｴ) 受入を行った実施施設等は、市町村・関係機関と連携し、家庭・養育環境の状況把握

を行うこと。 

(ｵ) 市町村は、受入を行った実施施設等と連携し、児童の意向や家庭・養育環境の状況を

勘案して利用日数を決定するとともに、子育て短期支援事業以外の家庭・養育環境支

援等の提供も含めて必要な支援策の検討を行うこと。 

イ  児童が直接又は関係機関を通じて市町村に相談した場合 

(ｱ) 市町村は、直接又は関係機関を通じて、児童から利用の相談を受けた場合には、当該

児童の意向や家庭・養育環境の状況を丁寧に確認し、本事業の利用が必要である場合

には、市町村は受け入れ可能な実施施設等の調整を行うこと。その際、受け入れ可能

あわせて児童との関わり方や養育方法について支援が必要な家庭の他、親子で利用すること

が必要であると市町村が認めた家庭。 

③ 実施施設等 

本事業の実施施設等は、子育て短期支援事業実施要綱に規定する実施施設等であって、親

子支援を適切に行うことができる施設等とする。 

④ 実施要件 

利用日数については、実施主体となる市町村が、支援を必要とする家庭に対して、家庭が抱

える課題や意向を丁寧に確認し、支援ニーズに基づいて決定すること。 

 

（３）入所希望児童支援 

① 事業内容 

保護者の育児放棄や過干渉等により、児童自身が一時的な利用を希望する際の受け入れ支

援を行うとともに、児童及びその保護者が抱える課題や意向を丁寧に確認し、児童とその保

護者の関係の改善に向けた調整を実施する。 

② 対象者 

養育環境に課題のある家庭で暮らす児童であって、児童自身が一時的な利用を希望する児

童 

③ 実施施設等 

本事業の実施施設等は、子育て短期支援事業実施要綱に規定する実施施設等であって、児

童の保護を適切に行うことができる施設等とする。 

④ 実施要件 

ア  児童が直接又は関係機関を通じて、市町村を介さずに実施施設等に利用相談した場合 

(ｱ) 実施施設等は、児童から利用の相談を受けた場合には、児童の意向を確認し、当該児

童の安全を最優先に考慮したうえで、受入の可否を行うこと。 

(ｲ) 実施施設等が児童を受け入れた場合には、速やかに、当該児童の居住市町村及びその

保護者に対して、児童の状況等の連絡を行うこと。その際、児童を一時的に受け入れ

ることについて、保護者の同意を取ること。 

(ｳ) 実施施設等は、保護者の同意が得られない場合であって、本事業による受入を行わな

いと児童の安心・安全が脅かされるおそれのある場合には、当該児童の居住市町村に

連絡を行い、連絡を受けた市町村は児童相談所とも連携のうえ、一時保護も含めて必

要な支援を行うこと。 

(ｴ) 受入を行った実施施設等は、市町村・関係機関と連携し、家庭・養育環境の状況把握

を行うこと。 

(ｵ) 市町村は、受入を行った実施施設等と連携し、児童の意向や家庭・養育環境の状況を

勘案して利用日数を決定するとともに、子育て短期支援事業以外の家庭・養育環境支

援等の提供も含めて必要な支援策の検討を行うこと。 

イ  児童が直接又は関係機関を通じて市町村に相談した場合 

(ｱ) 市町村は、直接又は関係機関を通じて、児童から利用の相談を受けた場合には、当該

児童の意向や家庭・養育環境の状況を丁寧に確認し、本事業の利用が必要である場合

には、市町村は受け入れ可能な実施施設等の調整を行うこと。その際、受け入れ可能
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な実施施設等と調整し、支援を希望する児童の送迎について、適切な配慮を行うこと。 

(ｲ) 利用の調整を行った市町村は、当該児童の保護者に対して、受け入れ先の実施施設

等や利用日数等の必要な情報提供を行い、一時的な児童の受け入れについて保護者の

同意を取ること。その際、家庭・養育環境の状況把握に努め、子育て短期支援事業以

外の家庭・養育環境支援等の提供も含めて必要な支援策の検討を行うこと。 

(ｳ) 利用の調整を行った市町村は、保護者の同意が得られない場合であって、児童の安

心・安全が脅かされるおそれのある場合には、児童相談所とも連携のうえ、一時保護

の検討を行うこと。 

ウ  その他 

(ｱ) 受け入れ期間は過度に長期間とならないよう、児童及びその保護者の関係改善に向

けた調整に努めること。 

(ｲ) 本事業の実施施設等は、市町村、都道府県、児童相談所、要保護児童対策地域協議会

等関係機関との連携に努め、児童の意向家庭・養育環境の状況を踏まえ、必要に応じ

て他の支援につなぐこと。 

(ｳ) 受入を行った実施施設等は、児童にとって安心・安全な居場所となるよう、生活環境

の配慮に努めること。 

(ｴ) 本事業を利用する児童が出来る限り、日常的な学校生活が送れるよう、必要に応じ

て通学の際の送迎支援を行うこと。 

(ｵ) 受入を行った実施施設等は、児童のケアを行うとともに、市町村や関係機関と連携

して、保護者の抱える課題や意向を丁寧に確認し、親子関係の改善に向けた調整を行

うこと。 

(ｶ) 市町村は、支援を終結する際は、当初想定した利用日数をもって一律に終結するの

ではなく、直近の保護者・家庭の状況や子どもの意向を十分に勘案したうえで終結さ

せること。保護者・家庭の状況や子どもの意向を踏まえ、支援を終結させることが適

当でないと判断した場合には、利用日数の延長を行うとともに、必要に応じて、児童

相談所とも連携のうえ一時保護の検討を行うこと。 

 

（４）利用者負担軽減支援  

① 事業内容 

（２）及び（３）に規定する支援の利用を希望する家庭が適切に支援に繋がるよう、所得

等に応じた利用者負担軽減を行った際の減免相当額を支援する。 

② 対象者 

（２）及び（３）による支援を受けている児童の保護者であって、以下のいずれかに該当

する保護者。 

ア  生活保護世帯（支援を受けた日において生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６

条第１項に規定する被保護者） 

イ  住民税非課税世帯（保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法（昭和

25 年法律第 226号）の規定による市町村民税を課されない者（アに掲げる者を除く。）） 

ウ  住民税所得割課税額 77,101 円未満世帯（年収 360 万円未満世帯相当）（保護者及び

当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第

な実施施設等と調整し、支援を希望する児童の送迎について、適切な配慮を行うこと。 

(ｲ) 利用の調整を行った市町村は、当該児童の保護者に対して、受け入れ先の実施施設等

や利用日数等の必要な情報提供を行い、一時的な児童の受け入れについて保護者の同

意を取ること。その際、家庭・養育環境の状況把握に努め、子育て短期支援事業以外

の家庭・養育環境支援等の提供も含めて必要な支援策の検討を行うこと。 

(ｳ) 利用の調整を行った市町村は、保護者の同意が得られない場合であって、児童の安

心・安全が脅かされるおそれのある場合には、児童相談所とも連携のうえ、一時保護

の検討を行うこと。 

ウ  その他 

(ｱ) 受け入れ期間は過度に長期間とならないよう、児童及びその保護者の関係改善に向

けた調整に努めること。 

(ｲ) 本事業の実施施設等は、市町村、都道府県、児童相談所、要保護児童対策地域協議会

等関係機関との連携に努め、児童の意向家庭・養育環境の状況を踏まえ、必要に応じ

て他の支援につなぐこと。 

(ｳ) 受入を行った実施施設等は、児童にとって安心・安全な居場所となるよう、生活環境

の配慮に努めること。 

(ｴ) 本事業を利用する児童が出来る限り、日常的な学校生活が送れるよう、必要に応じて

通学の際の送迎支援を行うこと。 

(ｵ) 受入を行った実施施設等は、児童のケアを行うとともに、市町村や関係機関と連携し

て、保護者の抱える課題や意向を丁寧に確認し、親子関係の改善に向けた調整を行う

こと。 

(ｶ) 市町村は、支援を終結する際は、当初想定した利用日数をもって一律に終結するので

はなく、直近の保護者・家庭の状況や子どもの意向を十分に勘案したうえで終結させ

ること。保護者・家庭の状況や子どもの意向を踏まえ、支援を終結させることが適当

でないと判断した場合には、利用日数の延長を行うとともに、必要に応じて、児童相

談所とも連携のうえ一時保護の検討を行うこと。 

 

（４）利用者負担軽減支援  

① 事業内容 

（２）及び（３）に規定する支援の利用を希望する家庭が適切に支援に繋がるよう、所得

等に応じた利用者負担軽減を行った際の減免相当額を支援する。 

② 対象者 

（２）及び（３）による支援を受けている児童の保護者であって、以下のいずれかに該当

する保護者。 

ア  生活保護世帯（支援を受けた日において生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６

条第１項に規定する被保護者） 

イ  住民税非課税世帯（保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法（昭和

25年法律第 226号）の規定による市町村民税を課されない者（アに掲げる者を除く。）） 

ウ  住民税所得割課税額 77,101 円未満世帯（年収 360 万円未満世帯相当）（保護者及び

当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第



改正後 改正前 

292 条第１項第２号に掲げる所得割の額を合算した額（以下、市町村民税所得割合算額と

いう。）が 77,101円未満である者（ア及びイに掲げる者を除く。）） 

エ  要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その

他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状

況及び養育環境等を踏まえ、子育て短期支援事業の利用を促した者であって、子育て短期

支援事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯（アからウに

掲げる者を除く。） 

③ 実施要件 

 ア  所得の把握については、保護者の同意を得た上で、他の支援利用に伴い把握した所得

情報を活用するなど、実施主体である市町村及び利用者の負担とならない形で運用する

こととして差し支えない。 

 イ  補助対象とする利用料には施設利用中の食事代を含めて差し支えない。 

 ウ  ②イ及びウに定める対象者を決定するための市町村民税及び市町村民税所得割合算

額の判定の時期は、本事業を実施する市町村が定める時期とする。 

④ 子育て短期支援事業の実施者による代理請求・代理受領について 

市町村は、子育て短期支援事業の実施者に対して、あらかじめ②に定める対象者から同意

を得た上で通知し、対象者が当該実施者に支払うべき利用者負担額に対して対象者に補助す

べき額の限度において、対象者に代わり、当該実施者に支払うことができる。 

また、この場合による支払いがあったときは、対象者に対し補助があったものとみなす。 

 

３ 事業の実施主体 

市町村 

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 

 

４ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

① 専用人員配置支援 

１施設当たり 年額 6,433千円 

② 親子入所等支援 

延べ利用日数 × 日額 9,580円 

③ 入所希望児童支援 

延べ利用日数 × 日額 4,740円 

④ 利用者負担軽減支援 

ア 生活保護世帯 日額 5,000円 

イ 住民税非課税世帯 日額 4,000円 

ウ 住民税所得割課税額 77,101円未満世帯 日額 3,500円 

エ その他、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる

世帯 日額 2,500円 

 

（２）補助率 

292条第１項第２号に掲げる所得割の額を合算した額（以下、市町村民税所得割合算額と

いう。）が 77,101円未満である者（ア及びイに掲げる者を除く。）） 

エ  要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その

他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状

況及び養育環境等を踏まえ、子育て短期支援事業の利用を促した者であって、子育て短期

支援事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯（アからウに

掲げる者を除く。） 

③ 実施要件 

 ア  所得の把握については、保護者の同意を得た上で、他の支援利用に伴い把握した所得

情報を活用するなど、実施主体である市町村及び利用者の負担とならない形で運用するこ

ととして差し支えない。 

 イ  補助対象とする利用料には施設利用中の食事代を含めて差し支えない。 

 ウ  ②イ及びウに定める対象者を決定するための市町村民税及び市町村民税所得割合算

額の判定の時期は、本事業を実施する市町村が定める時期とする。 

④ 子育て短期支援事業の実施者による代理請求・代理受領について 

市町村は、子育て短期支援事業の実施者に対して、あらかじめ②に定める対象者から同意

を得た上で通知し、対象者が当該実施者に支払うべき利用者負担額に対して対象者に補助す

べき額の限度において、対象者に代わり、当該実施者に支払うことができる。 

また、この場合による支払いがあったときは、対象者に対し補助があったものとみなす。 

 

３ 事業の実施主体 

市町村 

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 

 

４ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

① 専用人員配置支援 

１施設当たり 年額 6,433千円 

② 親子入所等支援 

延べ利用日数 × 日額 9,580円 

③ 入所希望児童支援 

延べ利用日数 × 日額 4,740円 

④ 利用者負担軽減支援 

ア 生活保護世帯 日額 5,000円 

イ 住民税非課税世帯 日額 4,000円 

ウ 住民税所得割課税額 77,101円未満世帯 日額 3,500円 

エ その他、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる

世帯 日額 2,500円 

 

（２）補助率 



改正後 改正前 

国１／３、都道府県１／３、市町村１／３ 

 

５ 対象経費 

報酬、給料及び職員手当等、旅費、需用費（消耗品費、教材費、燃料費、印刷製本費、会議費、

光熱水費）、備品購入費、役務費（通信運搬費、広告料、保険料）、報償費、委託料、使用料及び

賃借料、共済費、扶助費、補助金、負担金 

 

６ 留意事項 

「子ども・子育て支援交付金交付要綱」（令和５年９月７日こ成事第 481 号こども家庭庁長官

通知の別紙）に基づく交付金の補助対象経費と本事業による補助対象経費が重複することがない

よう留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国１／３、都道府県１／３、市町村１／３ 

 

５ 対象経費 

報酬、給料及び職員手当等、旅費、需用費（消耗品費、教材費、燃料費、印刷製本費、会議費、

光熱水費）、備品購入費、役務費（通信運搬費、広告料、保険料）、報償費、委託料、使用料及び

賃借料、共済費、扶助費、補助金、負担金 

 

６ 留意事項 

「子ども・子育て支援交付金交付要綱」（平成 28 年７月 20 日府子本第 474 号内閣総理大臣通

知の別紙）に基づく交付金の補助対象経費と本事業による補助対象経費が重複することがないよ

う留意すること。 
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別添３７ 

 

一時預かり利用者負担軽減事業 

 

１ 事業の目的 

保育所等を利用していない家庭が地域の子育て支援機関につながり、必要に応じて支援を受け

ることが重要になっている中で、保護者の疾病や冠婚葬祭といった急な預かりニーズへの対応だ

けではなく、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減する目的も含めた一時預かり事

業等の利用を促進することが求められている。 

このため、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等（以下「低所得世帯等」という。）

における一時預かり事業等の利用者負担を軽減することにより、低所得世帯等の一時預かり事業

等の利用の促進を図り、もってすべての児童の健やかな成長を支援することを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

低所得世帯等の児童が、一時預かり事業（「一時預かり事業実施要綱」（「一時預かり事業

の実施について」（平成 27年７月 17日 27文科初第 238 号、雇児発 0717第 11号）の別紙）に

基づき市町村等が実施する一時預かり事業に限る。以下同じ。）及び保育所の空き定員等を活

用した未就園児の定期的な預かりモデル事業（「多様な保育促進事業の実施について」（平成

29 年４月 17 日雇児発 0417 第４号）の別紙 に基づき市町村等が実施する事業に限る。以下同

じ。）（以下「一時預かり事業等」という。）による支援を受けた場合における、当該児童の

保護者が支払うべき利用者負担額に対して、その一部を補助する事業。 

 

（２）事業の実施主体 

市町村 

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 

 

（３）事業の対象となる一時預かり事業 

事業の対象となる一時預かり事業は、「一時預かり事業実施要綱」の「４．実施方法」に定

める事業類型のうち、次のアからエに該当する一時預かり事業とする。ただし、「緊急一時預

かり」を除く。 

ア ４（１）に定める「一般型」 

イ ４（４）に定める「余裕活用型」 

ウ ４（５）に定める「居宅訪問型」 

エ ４（６）に定める「地域密着Ⅱ型」 

 

（４）事業の対象者 

事業の対象者は、一時預かり事業等による支援を受けた児童の保護者であって、次のアから

別添３７ 

 

一時預かり利用者負担軽減事業 

 

１ 事業の目的 

保育所等を利用していない家庭が地域の子育て支援機関につながり、必要に応じて支援を受け

ることが重要になっている中で、保護者の疾病や冠婚葬祭といった急な預かりニーズへの対応だ

けではなく、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減する目的も含めた一時預かり事

業の利用を促進することが求められている。 

このため、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等（以下「低所得世帯等」という。）

における一時預かり事業の利用者負担を軽減することにより、低所得世帯等の一時預かり事業の

利用の促進を図り、もってすべての児童の健やかな成長を支援することを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

低所得世帯等の児童が、一時預かり事業（「一時預かり事業実施要綱」（「一時預かり事業

の実施について」（平成 27年７月 17日 27文科初第 238号、雇児発 0717第 11号）の別紙）に

基づき市町村等が実施する一時預かり事業に限る。以下同じ。）による支援を受けた場合にお

ける、当該児童の保護者が支払うべき利用者負担額に対して、その一部を補助する事業。 

 

 

 

 

（２）事業の実施主体 

市町村 

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 

    

（３）事業の対象となる一時預かり事業 

事業の対象となる一時預かり事業は、「一時預かり事業実施要綱」の「４．実施方法」に定

める事業類型のうち、次のアからエに該当する一時預かり事業とする。ただし、「緊急一時預

かり」を除く。 

ア ４（１）に定める「一般型」 

イ ４（４）に定める「余裕活用型」 

ウ ４（５）に定める「居宅訪問型」 

エ ４（６）に定める「地域密着Ⅱ型」 

 

（４）事業の対象者 

事業の対象者は、一時預かり事業による支援を受けた児童の保護者であって、次のアからエ
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エのいずれかに該当する者とする。  

ア 一時預かり事業等による支援を受けた日において生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第

６条第１項に規定する被保護者である場合 

イ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規

定による市町村民税を課されない者である場合（アに掲げる場合を除く。） 

ウ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税

の同法第 292条第１項第２号に掲げる所得割の額を合算した（以下「市町村民税所得割合算

額」という。）が７万 7,101円未満である場合（ア及びイに掲げる場合を除く。） 

エ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市

町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び

養育環境等を踏まえ、一時預かり事業等の利用を促した者であって、一時預かり事業等に係

る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合（アからウに掲げる場合を除

く。） 

 

（５）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。 

 

３ 一時預かり事業等を行う者による代理請求・代理受領について 

市町村は、一時預かり事業等を行う者（以下「事業者」という。）に対して、あらかじめ２（４）

に定める対象者から同意を得た上で通知し、対象者が当該事業者に支払うべき利用者負担額に対

して対象者に補助すべき額の限度において、対象者に代わり、当該事業者に支払うことができる。 

また、この場合による支払いがあったときは、対象者に対し補助があったものとみなす。 

 

４ 補助基準額・補助率 

（１）補助基準額 

補助基準額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

①２（４）アに定める対象者 児童１人当たり日額 3,000 円 

②２（４）イに定める対象者 児童１人当たり日額 2,400 円 

③２（４）ウに定める対象者 児童１人当たり日額 2,100 円 

④２（４）エに定める対象者 児童１人当たり日額 1,500 円 

 

（２）補助率 

国１／３、都道府県１／３，市町村１／３ 

 

５ 対象経費 

扶助費、補助金、負担金、委託料 

 

のいずれかに該当する者とする。  

ア 一時預かり事業による支援を受けた日において生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第６

条第１項に規定する被保護者である場合 

イ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規

定による市町村民税を課されない者である場合（アに掲げる場合を除く。） 

ウ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税

の同法第 292条第１項第２号に掲げる所得割の額を合算した（以下「市町村民税所得割合算

額」という。）が７万 7,101円未満である場合（ア及びイに掲げる場合を除く。） 

エ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市

町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び

養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利

用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合（アからウに掲げる場合を除く。） 

 

 

（５）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。 

 

３ 一時預かり事業を行う者による代理請求・代理受領について 

市町村は、一時預かり事業を行う者（以下「事業者」という。）に対して、あらかじめ２（４）

に定める対象者から同意を得た上で通知し、対象者が当該事業者に支払うべき利用者負担額に対

して対象者に補助すべき額の限度において、対象者に代わり、当該事業者に支払うことができる。 

また、この場合による支払いがあったときは、対象者に対し補助があったものとみなす。 

 

４ 補助基準額・補助率 

（１）補助基準額 

補助基準額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

①２（４）アに定める対象者 児童１人当たり日額 3,000円 

②２（４）イに定める対象者 児童１人当たり日額 2,400円 

③２（４）ウに定める対象者 児童１人当たり日額 2,100円 

④２（４）エに定める対象者 児童１人当たり日額 1,500円 

 

（２）補助率 

国１／３、都道府県１／３，市町村１／３ 

 

５ 対象経費 

扶助費、補助金、負担金 

 



改正後 改正前 

６ 留意事項 

２（４）イ及びウに定める対象者を決定するための市町村民税及び市町村民税所得割合算額の

判定の時期は、本事業を実施する市町村が定める時期とする。このため、保育所等の保育料と同

様に、当該年度の４月から８月までは前年度の市町村民税により、９月以降は当該年度の市町村

民税により判定する場合のほか、通年分を４月現在の市町村民税をもって判定するなどの場合も

国庫補助の対象とする。 

 

 

別添３８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 留意事項 

２（４）イ及びウに定める対象者を決定するための市町村民税及び市町村民税所得割合算額の

判定の時期は、本事業を実施する市町村が定める時期とする。このため、保育所等の保育料と同

様に、当該年度の４月から８月までは前年度の市町村民税により、９月以降は当該年度の市町村

民税により判定する場合のほか、通年分を４月現在の市町村民税をもって判定するなどの場合も

国庫補助の対象とする。 

 

 

別添３８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添３９ 

 

特定妊婦等支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

予期せぬ妊娠などを理由に支援を必要とする妊産婦（以下、特定妊婦等という）に対して、相

談支援の実施や看護師等の専門性を活かした助言等、医療機関等その他関係機関へのつなぎ等の

支援を提供する居場所の整備等に要する費用の一部を支援することにより、特定妊婦等が安心し

て生活を送ることができる体制整備を目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

特定妊婦等に対して必要な支援を受けながら、安心して妊娠・出産、産後の生活等を考える

ことが出来る居場所の整備に必要な整備費と改修費の支援を行う。 

 

（２）事業の実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村（以下、都道

府県等という。） 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

都道府県等又は都道府県等が適当と認めた者 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 １世帯当たり 9,378,000円 

特殊附帯工事 １施設当たり 18,097,000円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 13,218,000円 

解体撤去工事 １世帯当たり  453,000円 

仮設施設整備工事 １世帯当たり  826,000円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

別添３９ 

 

特定妊婦等支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

予期せぬ妊娠などを理由に支援を必要とする妊産婦（以下、特定妊婦等という）に対して、相

談支援の実施や看護師等の専門性を活かした助言等、医療機関等その他関係機関へのつなぎ等の

支援を提供する居場所の整備等に要する費用の一部を支援することにより、特定妊婦等が安心し

て生活を送ることができる体制整備を目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

特定妊婦等に対して必要な支援を受けながら、安心して妊娠・出産、産後の生活等を考える

ことが出来る居場所の整備に必要な整備費と改修費の支援を行う。 

 

（２）事業の実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村（以下、都道

府県等という。） 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

都道府県等又は都道府県等が適当と認めた者 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

種目 補助基準額 

本体工事 １世帯当たり  8,708千円 

特殊附帯工事 １施設当たり 16,804千円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 12,273千円 

解体撤去工事 １世帯当たり   421千円 

仮設施設整備工事 １世帯当たり   767千円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 



改正後 改正前 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施

設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（令和５年８月 22 日こ成事第 423

号）を準用して整備すること。 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福

祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（令和５年８月 22

日こ成事第 435 号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペース

の整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定さ

れた特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第 1条に規定

された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）

第 3 条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流ス

ペースを除く）に対して、0.08 を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切

捨て。） 

 

（２）補助率 

国２／３、都道府県等１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117 号）第８条第１項の規定により選定さ

れた選定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含

むものとする。） 

 

４ 事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完了が

見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い日とす

る。 

 

５ 対象経費 

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下

同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の

取扱いについて」（平成 20年６月 12日 雇児発第 0612004号）を準用して整備すること。 

 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福

祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（平成 20年６月

12 日雇児発第 0612008 号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流ス

ペースの整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定さ

れた特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第 1条に規定

された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）

第 3 条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流ス

ペースを除く）に対して、0.08 を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切

捨て。） 

 

（２）補助率 

国２／３、都道府県等１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選定さ

れた選定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含

むものとする。） 

 

４ 事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完了が

見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い日とす

る。 

 

５ 対象経費 

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下

同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途



改正後 改正前 

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、令和５年８月 22日こ成事第 435号こども家庭庁成育

局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉

の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備につい

て」に定める基準に適合する整備に必要な事費又は工事請負費及

び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

６ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（令和５年８月 22日こ成事第 370号こども

家庭庁長官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事業による補助対象経

費が重複することがないよう留意すること。 

 

 

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、平成 20 年６月 12 日雇児発第 0612008 号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金

における地域福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペ

ース）の整備について」に定める基準に適合する整備に必要な事費

又は工事請負費及び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

６ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認め

られる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成 20 年４月 17 日雇児発第

0417001 号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承

認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生支局と事前に相

談すること。 

 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（平成 20 年６月 12 日厚生労働省発雇児第

0612001 号厚生労働省事務次官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事

業による補助対象経費が重複することがないよう留意すること。 

 

 



改正後 改正前 

別添４０ 略 

 

 

別添４１ 

 

社会的養護自立支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供される環境の整備を図るため、生活相談や就労

相談等の自立支援を行う事業所の整備等に要する費用の一部を支援し、もって社会的養護経験者

等に対する自立支援の体制整備を推進することを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

以下に掲げる社会的養護経験者等に対して、関係機関と連携して生活相談や就労相談等の自

立支援を行う事業所の整備に必要な整備費・改修費等の支援を行う。 

① 施設等に入所している者及び退所した者（母子生活支援施設にあっては保護者を含む。） 

② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者 

③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者 

④ その他、在宅指導措置を受けている家庭にいる者であって、自立支援を必要とする者等、

都道府県等が自立支援が必要であると認める者 

 

（２）事業の実施主体 

都道府県、指定都市、児童相談所設置市（以下、都道府県等という。） 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

都道府県等又は都道府県等が適当と認めた者 

 

（４）整備基準 

事業所の整備に当たっては、以下の①～⑤の設備を設けるものとする。 

① 社会的養護経験者等が集まることができる設備 

② 相談室 

③ 社会的養護経験者等が一時的に生活できる居室 

④ 事務室 

⑤ その他、自立支援の実施に必要な設備 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

別添４０ 略 

 

 

別添４１ 

 

社会的養護自立支援整備事業 

 

１ 事業の目的 

社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供される環境の整備を図るため、生活相談や就労

相談等の自立支援を行う事業所の整備等に要する費用の一部を支援し、もって社会的養護経験者

等に対する自立支援の体制整備を推進することを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

以下に掲げる社会的養護経験者等に対して、関係機関と連携して生活相談や就労相談等の自

立支援を行う事業所の整備に必要な整備費・改修費等の支援を行う。 

① 施設等に入所している者及び退所した者（母子生活支援施設にあっては保護者を含む。） 

② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者 

③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者 

④ その他、在宅指導措置を受けている家庭にいる者であって、自立支援を必要とする者等、

都道府県等が自立支援が必要であると認める者 

 

（２）事業の実施主体 

都道府県、指定都市、児童相談所設置市（以下、都道府県等という。） 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

都道府県等又は都道府県等が適当と認めた者 

 

（４）整備基準 

事業所の整備に当たっては、以下の①～⑤の設備を設けるものとする。 

① 社会的養護経験者等が集まることができる設備 

② 相談室 

③ 社会的養護経験者等が一時的に生活できる居室 

④ 事務室 

⑤ その他、自立支援の実施に必要な設備 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 



改正後 改正前 

種目 補助基準額 

本体工事 １施設当たり 18,992,000円 

特殊附帯工事 １施設当たり 18,097,000円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 13,218,000円 

解体撤去工事 １施設当たり  1,080,000円 

仮設施設整備工事 １施設当たり  1,917,000円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施

設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（令和５年８月 22日こ成事第 423

号）を準用して整備すること。 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福

祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（令和５年８月

22日こ成事第 435号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペー

スの整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき指定さ

れた特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第 1条に規定

された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）

第 3 条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流ス

ペースを除く）に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切

捨て。） 

 

（２）補助率 

国２／３、都道府県等１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117 号）第８条第１項の規定により選定さ

れた選定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含

むものとする。） 

 

種目 補助基準額 

本体工事 １施設当たり 17,635千円 

特殊附帯工事 １施設当たり 16,804千円 

地域交流スペース加算 １施設当たり 12,273千円 

解体撤去工事 １施設当たり  1,003千円 

仮設施設整備工事 １施設当たり  1,780千円 

 

※ 大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の

取扱いについて」（平成 20年６月 12日 雇児発第 0612004号）を準用して整備すること。 

 

※ 地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福

祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備について」（平成 20年６月

12日雇児発第 0612008号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流ス

ペースの整備」を準用して整備すること。 

※ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73 号）第 2条第 2項の規定に基づき指定され

た特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第 1条に規定さ

れた奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき指定さ

れた離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第

4条第 1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）第 3

条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流スペー

スを除く）に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。） 

 

 

（２）補助率 

国２／３、都道府県等１／１２、事業者１／４ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、改修、大規模修繕等（その他、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選定さ

れた選定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を市町村が買収する事業を含

むものとする。） 

 



改正後 改正前 

４ 事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完了が

見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い日とす

る。 

 

５ 対象経費 

  

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下

同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、令和５年８月 22日こ成事第 435号こども家庭庁成育

局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉

の推進等を図るためのスペース（地域交流スペース）の整備につい

て」に定める基準に適合する整備に必要な事費又は工事請負費及

び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

６ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

４ 事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完了が

見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い日とす

る。 

 

５ 対象経費 

  

種目 対象経費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。以下

同じ）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途

交付対象とする費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められ

る購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工事費 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 

地域交流スペー

ス加算 

地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整

備であって、平成 20 年６月 12 日雇児発第 0612008 号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金

における地域福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペ

ース）の整備について」に定める基準に適合する整備に必要な事費

又は工事請負費及び工事事務費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費（改築・

大規模修繕等の

場合が対象）※大

規模修繕等につ

いては、仮設施設

整備費のみ対象 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費又は工事請負費 

 

６ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としない。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認め

られる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 



改正後 改正前 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（令和５年８月 22日こ成事第 370号こども

家庭庁長官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事業による補助対象経

費が重複することがないよう留意すること。 

 

 

別添４２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成 20 年４月 17 日雇児発第

0417001 号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承

認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生支局と事前に相

談すること。 

 

（３）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」（平成 20 年６月 12 日厚生労働省発雇児第

0612001 号厚生労働省事務次官通知の別紙）に基づく交付金の対象となる補助対象経費と本事

業による補助対象経費が重複することがないよう留意すること。 

 

 

別添４２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別添４３ 

 

児童相談所一時保護施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

定員超過解消のための一時保護施設の創設等による定員拡大を図るための施設整備に要する費

用の一部を補助することにより、子どもが適切な環境で生活できるような体制整備を行うことを

目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

施設の定員拡大を図るため、新設、修理、改造を実施する事業（民間施設等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選

定された選定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を（３）に定める地方公

共団体が買収する事業（以下「PFI事業」という。）を含む）。 

 

（２）整備対象施設 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条の４に基づく児童を一時保護する一時保

護施設。 

 

（３）事業の実施主体 

『「一時保護所の定員超過解消計画」の実施方針について』（令和４年２月 21日付け子家発

0221第１号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）に基づく「一時保護所定員超過解消計

画」の採択を受けた都道府県、指定都市及び児童相談所設置市（以下、「都道府県等」という。

別添４３の２、別添４３の３、別添４３の４において同じ。）。 

 

（４）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い

日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

ア 本体工事については、定員規模による定額 

イ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

ウ 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

エ 対象となる一時保護施設が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条

第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９

年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）

別添４３ 

 

児童相談所一時保護施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

定員超過解消のための一時保護施設の創設等による定員拡大を図るための施設整備に要する費

用の一部を補助することにより、子どもが適切な環境で生活できるような体制整備を行うことを

目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

施設の定員拡大を図るため、新設、修理、改造を実施する事業（民間施設等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第８条第１項の規定により選

定された選定事業者が、同法第 14条第１項の規定により整備した施設を（３）に定める地方公

共団体が買収する事業（以下「PFI事業」という。）を含む）。 

 

（２）整備対象施設 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条の４に基づく児童を一時保護する一時保

護施設。 

 

（３）事業の実施主体 

『「一時保護所の定員超過解消計画」の実施方針について』（令和４年２月 21日付け子家発

0221 第１号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）に基づく「一時保護所定員超過解消計

画」の採択を受けた都道府県、指定都市及び児童相談所設置市（以下、「都道府県等」という。

別添４３の２、別添４３の３、別添４３の４において同じ。）。 

 

（４）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い

日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

ア 本体工事については、定員規模による定額 

イ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

ウ 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

エ 対象となる一時保護施設が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条

第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９

年法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）



改正後 改正前 

第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別

措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特

別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれかに

所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得

られた額を加算 

オ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急

事業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「児童相談所一

時保護施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」

の基準額を適用 

 

（２）補助率 

国９／１０、都道府県等１／１０ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、大規模修繕等（定員増を伴うものに限る。）、増築、増改築 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及

び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗

品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工

事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）並びに既存建物の買収のため

に必要な公有財産購入費（PFI事業に限る。）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費

用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委

託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工

事費 

特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認め

第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別

措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特

別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれかに

所在する場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得

られた額を加算 

オ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急

事業計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「児童相談所一

時保護施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」

の基準額を適用 

 

（２）補助率 

国９／１０、都道府県等１／１０ 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、大規模修繕等（定員増を伴うものに限る。）、増築、増改築 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及

び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗

品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工

事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）並びに既存建物の買収のため

に必要な公有財産購入費（PFI事業に限る。）。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費

用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委

託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工

事費 

特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認め



改正後 改正前 

られる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成２０年４月１７日雇児発

第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産

処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生（支）

局と事前に相談すること。 
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別添４３の２ 

 

一時保護専用施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

一時保護施設の定員が超過している自治体において、その解消のため、児童養護施設等に一時

保護専用施設を設置し、児童養護施設等における一時保護児童の受入体制の充実を図るための整

備に要する費用の一部を補助することにより、一人ひとりの子どもの状況に応じて、一時保護の

目的を達成するために適した環境で保護することを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

児童養護施設等において、「児童養護施設等における一時保護児童の受入体制の整備につい

て」（平成 28 年９月５日付け雇児発 0905 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の

別紙「一時保護実施特別加算費実施要綱」における設備要件を満たすために、 

①都道府県等が必要な整備を行う事業（PFI事業含む。） 

②社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人又は都道府県等が認めた法人

（児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業所に限る。）（以下「社会福祉法人等」

と言う。）が設置する施設に係る施設整備に対し、都道府県等が補助する事業 

を実施すること。 

 

※ 「都道府県等が認めた法人」とは、児童自立生活援助事業所にあっては児童福祉法第６条 

の３第１項、小規模住居型児童養育事業所にあっては同法第６条の３第８項に基づき事業を

実施する都道府県又は指定都市、児童相談所設置市が認めた法人をいう。 

 

（２）整備対象施設 

①児童福祉法第７条に基づく乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児

童自立支援施設 

②同法第６条の３第１項に基づく児童自立生活援助事業を行う事業所 

③同条第８項に基づく小規模住居型児童養育事業を行う事業所 

 

（３）事業の実施主体 

『「一時保護所の定員超過解消計画」の実施方針について』（令和４年２月 21日付け子家発

0221第１号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）に基づく「一時保護所定員超過解消計

画」の採択を受けた都道府県等。 

 

（４）整備対象施設の設置主体 

２（２）の①の施設 

都道府県等又は社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人 

２（２）の②、③の施設 

別添４３の２ 

 

一時保護専用施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

一時保護施設の定員が超過している自治体において、その解消のため、児童養護施設等に一時

保護専用施設を設置し、児童養護施設等における一時保護児童の受入体制の充実を図るための整

備に要する費用の一部を補助することにより、一人ひとりの子どもの状況に応じて、一時保護の

目的を達成するために適した環境で保護することを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

（１）事業内容 

児童養護施設等において、「児童養護施設等における一時保護児童の受入体制の整備につい

て」（平成 28 年９月５日付け雇児発 0905 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の

別紙「一時保護実施特別加算費実施要綱」における設備要件を満たすために、 

①都道府県等が必要な整備を行う事業（PFI事業含む。） 

②社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人又は都道府県等が認めた法人

（児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業所に限る。）（以下「社会福祉法人等」

と言う。）が設置する施設に係る施設整備に対し、都道府県等が補助する事業 

を実施すること。 

 

※ 「都道府県等が認めた法人」とは、児童自立生活援助事業所にあっては児童福祉法第６条 

の３第１項、小規模住居型児童養育事業所にあっては同法第６条の３第８項に基づき事業を

実施する都道府県又は指定都市、児童相談所設置市が認めた法人をいう。 

 

（２）整備対象施設 

①児童福祉法第７条に基づく乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児

童自立支援施設 

②同法第６条の３第１項に基づく児童自立生活援助事業を行う事業所 

③同条第８項に基づく小規模住居型児童養育事業を行う事業所 

 

（３）事業の実施主体 

『「一時保護所の定員超過解消計画」の実施方針について』（令和４年２月 21日付け子家発

0221 第１号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）に基づく「一時保護所定員超過解消計

画」の採択を受けた都道府県等。 

 

（４）整備対象施設の設置主体 

２（２）の①の施設 

都道府県等又は社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人 

２（２）の②、③の施設 
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都道府県等又は社会福祉法人等 

 

（５）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い

日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

ア 本体工事については、定員規模による定額     

イ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

ウ 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

エ 対象となる児童養護施設等が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条

第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年

法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第

２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措

置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措

置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれかに所在す

る場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた額

を加算 

オ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「一時保護専用施設整

備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用 

 

（２）補助率 

設置主体 国 都道府県等 設置主体（社会福

祉法人等） 

２（１）の①の事業の場合 9/10 1/10 - 

（１）の②の事業の場合 7/10 1/20 1/4 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、大規模修繕等（定員増を伴うものに限る。）、増築、増改築、改築 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 

都道府県等又は社会福祉法人等 

 

（５）事業の実施期限 

令和６年３月３１日とする。ただし、令和５年度中に施設整備に着手し、令和６年度中に完

了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は令和７年３月 31日のいずれか早い

日とする。 

 

３ 補助基準額・補助率等 

（１）補助基準額 

別表で定める補助基準額表（以下「基準額表」という。）により算出する。 

ア 本体工事については、定員規模による定額     

イ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用 

ウ 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象 

エ 対象となる児童養護施設等が豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条

第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年

法律第１８９号）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第

２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置

法（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置

法（平成１４年法律第１４号）第３条第１項第３号に規定された離島のいずれかに所在する

場合は、その定める方法により算出された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた額を

加算 

オ 財政上の特別措置 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７

号）第１２条第１項又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業として行う場合は、基準額表のうち、「一時保護専用施設整

備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）」の基準額を適用 

 

（２）補助率 

設置主体 国 都道府県等 設置主体（社会福

祉法人等） 

２（１）の①の事業の場合 9/10 1/10 - 

（１）の②の事業の場合 7/10 1/20 1/4 

 

（３）補助対象事業（整備区分） 

創設、大規模修繕等（定員増を伴うものに限る。）、増築、増改築、改築 

 

４ 対象経費 

種 目 対 象 経 費 



改正後 改正前 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及

び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗

品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工

事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）並びに既存建物の買収のため

に必要な公有財産購入費（PFI事業に限る。）。 

 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる

委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工

事費 

特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認め

られる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去にこども家庭庁所管補助金等の交付を受け取得し

た財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、令和５年６月 15日こ成事第 331号・

こ支虐第 69号「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手

続き等が必要であるので、こども家庭庁又は各地方厚生（支）局と事前に相談すること。 

 

 

 

別添４３の３～４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

本体工事費 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（５（１）に定める費用を除く。）及

び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗

品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工

事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）並びに既存建物の買収のため

に必要な公有財産購入費（PFI事業に限る。）。 

 ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費

用を除き（以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委

託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む（以下同じ。）。 

特殊附帯工

事費 

特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認め

られる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成２０年４月１７日雇児発

第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産

処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生（支）

局と事前に相談すること。 

 

 

別添４３の３～４ 略 

 



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別　添

（定義）

１　本運営要領において、「施設整備」とは、次の表の種類ごとに掲げる整備内容をいう。

整　備　区　分

創　　設

大規模修繕等
（耐震化整備事業を含

む）

増　　築

増　改　築

改　　築

老朽民間児童
福祉施設整備

国 都道府県 市町村

（１）保育所等整備事業

○保育所緊急整備事業（別添１）

 2/3 － 1/12

 1/2 －  1/4

○小規模保育整備事業（別添１の２）

 2/3 ー 1/12

○賃貸物件による保育所等整備事業（別添２） 市町村
別添２の２（５）に定め

る期限

 2/3 － 1/12

 1/2 －  1/4

○子育て支援のための拠点施設整備事業（別添３） 市町村  1/2 －  1/2
別添３の２（５）に定め

る期限

○放課後児童クラブ設置促進事業（別添４）
指定都市
中核市

 1/3 －  2/3
別添４の２（４）に定め

る期限

上記以外
の市町村

 1/3  1/3  1/3

（２）広域的保育所利用事業（別添５） 市町村  1/2 －  1/2
平成２６年度末

自園の保育士による保育所入所児童の送迎サービスを実施する。

既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

別添１の２　２（５）に

定める期限
　小規模保育事業所の施設整備費の補助を実施する。また、待機児童が多く、財政力
が乏しい市町村における保育所の新設等について、追加的財政措置を行う。 平成２６年度末

（別添１に規定する保育所緊

急整備事業、別添１の２に規

定する小規模保育整備事業、

別添２に規定する賃貸物件に

よる保育所整備事業、別添３

に規定する子育て支援のため

の拠点施設整備事業、別添４

に規定する放課後児童クラブ

設置促進事業、別添６に規定

する家庭的保育改修等事業、

別添６の５に規定する認可化

移行総合支援事業、別添７の

３に規定する認可外保育施設

保育士資格取得支援事業、別

添７の４に規定する保育士修

学資金貸付事業、別添７の６

に規定する保育教諭確保のた

めの保育士資格取得支援事

業、別添７の７に規定する幼

稚園教諭免許状を有する者の

保育士資格取得支援事業、別

添７の８に規定する保育所等

保育士資格取得支援事業、別

添８に規定する認定こども園

整備事業及び別添９の１に規

定する小規模保育設置促進事

業を除く。）

20年度交付要綱４(１)
21年度交付要綱４(１)
ア、イ及びウ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

別添１の２（５）に定め

る期限　保育所（公立を除く）の施設整備費の補助を実施する。また、待機児童が多く、財
政力が乏しい市町村における保育所の新設等について、追加的財政措置を行う。

○別添1の３（１）に該当す
る市町村

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備（一部改築を含
む。）をすること。

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改築を含む。）をすること。

＊改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることができる。
＊地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備（増改築及び改築）については、令和５
年８月22日こ成事第430号こども家庭庁成育局長通知「地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施
設の移転整備について」に準じて取り扱う。

２　本運営要領において、「特別対策事業」とは、次の表に掲げる事業をいい、④欄の実施主体が②欄の事業内
　容を実施する場合、⑤欄に掲げる補助率を適用することとする。

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限 ⑦精算時期

子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）による特別対策事業

種　　類 整　　備　　内　　容

新　　設 新たに施設を整備すること。

修　　理

既存施設について令和５年８月22日こ成事第426号こども家庭庁成育局長通知「次世代育成支援対策施
設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」を準用し整備をすること。

地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化又は津波対策としての高台への移転を図るため、改築又
は補強等の整備を行う事業（以下「耐震化等整備事業」という）においては、既存施設の耐震補強のた
めに必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次の整備をすること。
　①給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
　②その他必要と認められる上記に準ずる工事

整　　備
社会福祉法人が設置する施設について令和５年８月22日こ成事第431号こども家庭庁成育局長通知「老
朽民間児童福祉施設等の整備について」を準用し改築整備（一部改築を含む。）をすること。

改　　造

1
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実
（

文
部
科
学
省
関
係
を
除
く
）

○別添１の２　３（２）に該当す

る市町村

 1/2 － 1/4

21年度交付要綱４(１)
エ及びオ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

市町村

○別添1の３（２）に該当する市町

村

市町村

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

　小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、放課後
児童クラブを実施するために必要な建物改修、倉庫設備の設置のための経費の補助を
実施する。

○別添１の２　３（１）に該当す

る市町村

○別添２の３（１）に該当す
る市町村

○別添２の３（２）に該当す
る市町村

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

　子育て支援のための拠点施設の施設整備費の補助を実施する。 

　都市部を中心として、賃貸物件による保育所等の設置を促進するため、賃借料、改
修費等の補助を実施する。   ※公立保育所を除く

別　添

（定義）

１　本運営要領において、「施設整備」とは、次の表の種類ごとに掲げる整備内容をいう。

整　備　区　分

創　　設

大規模修繕等
（耐震化整備事業を含

む）

増　　築

増　改　築

改　　築

老朽民間児童
福祉施設整備

国 都道府県 市町村

（１）保育所等整備事業

○保育所緊急整備事業（別添１）

 2/3 － 1/12

 1/2 －  1/4

○小規模保育整備事業（別添１の２）

 2/3 ー 1/12

○賃貸物件による保育所等整備事業（別添２） 市町村
別添２の２（５）に定め
る期限

 2/3 － 1/12

 1/2 －  1/4

○子育て支援のための拠点施設整備事業（別添３） 市町村  1/2 －  1/2
別添３の２（５）に定め
る期限

○放課後児童クラブ設置促進事業（別添４）
指定都市
中核市

 1/3 －  2/3
別添４の２（４）に定め

る期限

上記以外
の市町村

 1/3  1/3  1/3

（２）広域的保育所利用事業（別添５） 市町村  1/2 －  1/2
平成２６年度末

自園の保育士による保育所入所児童の送迎サービスを実施する。

1
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実
（

文
部
科
学
省
関
係
を
除
く
）

○別添１の２　３（２）に該当す
る市町村

 1/2 － 1/4

21年度交付要綱４(１)
エ及びオ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

市町村

○別添1の３（２）に該当する市町
村

市町村

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

　小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、放課後
児童クラブを実施するために必要な建物改修、倉庫設備の設置のための経費の補助を
実施する。

○別添１の２　３（１）に該当す

る市町村

○別添２の３（１）に該当す
る市町村

○別添２の３（２）に該当す
る市町村

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

　子育て支援のための拠点施設の施設整備費の補助を実施する。 

　都市部を中心として、賃貸物件による保育所等の設置を促進するため、賃借料、改
修費等の補助を実施する。   ※公立保育所を除く

子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）による特別対策事業

種　　類 整　　備　　内　　容

新　　設 新たに施設を整備すること。

修　　理

既存施設について平成２０年６月１２日雇児発第0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」を準用し整備をするこ
と。

地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化又は津波対策としての高台への移転を図るため、改築又
は補強等の整備を行う事業（以下「耐震化等整備事業」という）においては、既存施設の耐震補強のた
めに必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次の整備をすること。
　①給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
　②その他必要と認められる上記に準ずる工事

整　　備
社会福祉法人が設置する施設について平成２０年６月１２日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」を準用し改築整備（一部改築を含む。）
をすること。

改　　造

既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

別添１の２　２（５）に
定める期限

　小規模保育事業所の施設整備費の補助を実施する。また、待機児童が多く、財政力
が乏しい市町村における保育所の新設等について、追加的財政措置を行う。 平成２６年度末

（別添１に規定する保育所緊
急整備事業、別添１の２に規
定する小規模保育整備事業、
別添２に規定する賃貸物件に
よる保育所整備事業、別添３

に規定する子育て支援のため
の拠点施設整備事業、別添４
に規定する放課後児童クラブ
設置促進事業、別添６に規定
する家庭的保育改修等事業、

別添６の５に規定する認可化
移行総合支援事業、別添７の
３に規定する認可外保育施設
保育士資格取得支援事業、別
添７の４に規定する保育士修

学資金貸付事業、別添７の６
に規定する保育教諭確保のた
めの保育士資格取得支援事
業、別添７の７に規定する幼
稚園教諭免許状を有する者の

保育士資格取得支援事業、別
添７の８に規定する保育所等
保育士資格取得支援事業、別
添８に規定する認定こども園

整備事業及び別添９の１に規
定する小規模保育設置促進事
業を除く。）

20年度交付要綱４(１)
21年度交付要綱４(１)
ア、イ及びウ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

別添１の２（５）に定め
る期限　保育所（公立を除く）の施設整備費の補助を実施する。また、待機児童が多く、財

政力が乏しい市町村における保育所の新設等について、追加的財政措置を行う。
○別添1の３（１）に該当す
る市町村

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備（一部改築を含
む。）をすること。

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改築を含む。）をすること。

＊改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることができる。
＊地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備（増改築及び改築）については、平成20
年６月12日雇児発第0612010号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「地すべり防止危険か所等危険
区域に所在する施設の移転整備について」に準じて取り扱う。

２　本運営要領において、「特別対策事業」とは、次の表に掲げる事業をいい、④欄の実施主体が②欄の事業内
　容を実施する場合、⑤欄に掲げる補助率を適用することとする。

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限 ⑦精算時期
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国 都道府県 市町村

（３）家庭的保育改修等事業（別添６）
別添６の２（３）に定め

る期限

○家庭的保育改修等事業 市町村

　家庭的保育事業の実施場所に係る改修費及び賃借料の補助を実施する。　

 2/3 －  1/3

 1/2 －  1/2

○家庭的保育者等研修事業 都道府県  1/2  1/2 －

市町村  1/2 －  1/2

（４）待機児童解消加速化プラン強化事業

市町村  1/3  1/3  1/3 平成２５年度末

指定都市
中核市

 1/3 -  2/3

平成２５年度末

市町村  1/2  1/4  1/4

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

1/2 － 1/4

2/3 － 1/12

1/2 － 1/2

市町村 1/3 1/3 1/3

指定都市
中核市

1/3 － 2/3

市町村  1/2  1/4  1/4

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

市町村 定額 － －

市町村 － － 平成２６年度末

都道府県  1/2  1/2 －

市町村 2/3 － 1/12

（５）子育て支援交付金からの移行事業 平成２５年度末

○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（別添６の１４）

市町村

 1/2 -  1/2

子どもを守る地域ネットワークの調整機関職員や関係機関等の専門性強化、同ネット
ワーク構成員の連携強化等を図るための事業に対する補助を実施する。

○へき地保育事業（別添６の１３）

市町村

 1/2 -  1/2

山間地及び離島等の地域で通常の保育所を設けることが困難な地域において、保育を
要する児童を保育するために設置するへき地保育所の運営費に対する補助を実施す
る。

短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業
として、市町村が行う事業に対して補助を実施する。

○ファミリー・サポート・センター事業（別添６の９）

市町村

 1/2 -  1/2

地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早
朝・夜間等の緊急時の預かりなど多様なニーズへの対応を図るための事業に対して補
助を実施する。

○一時預かり事業（別添６の１２）

市町村

 1/2 -  1/2

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼
間、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業の補助を
実施する。

○地域子育て支援拠点事業（別添６の１１）
市町村

 1/2 -  1/2

地域子育て支援拠点事業の実施に必要な費用の補助を実施する。

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等
を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保するための事業に対して補助
を実施する。

平成２６年度末保育所整備等の促進のため、土地等所有者と保育所を運営する法人等のマッチングを
行うための経費の補助を実施する。

○乳児家庭全戸訪問事業（別添６の７）

24年度交付要綱４(１)

市町村

 1/2 -  1/2

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や
養育環境等の把握を行う事業に対して補助を実施する。

○民有地マッチング事業（別添６の６）

26年度交付要綱４(１) 都道府県  1/2  1/2 －

○子育て短期支援事業（別添６の１０）

市町村

 1/2 -  1/2

認可保育所又は認定こども園への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあ
たって必要となる経費の補助を実施する。

○別添６の５　７（３）に該
当する場合

○別添６の３　３（２）③に
該当する場合

○地域型保育・子育て支援モデル事業（別添６の４）

23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

定額
（1/2相
当）

小規模な保育や地域子育て支援事業のほか放課後児童クラブなどを組み合わせた多機
能の保育事業の実施により、潜在的な保育需要を考慮した積極的な待機児童解消を図
るモデル事業に対して補助を実施する。

○養育支援訪問事業（別添６の８）

市町村

 1/2 -  1/2

⑥事業実施期限 ⑦精算時期

　
（

文
部
科
学
省
関
係
を
除
く
）

1
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実

平成２６年度末

（別添１に規定する保育所緊

急整備事業、別添１の２に規

定する小規模保育整備事業、

別添２に規定する賃貸物件に

よる保育所整備事業、別添３

に規定する子育て支援のため

の拠点施設整備事業、別添４

に規定する放課後児童クラブ

設置促進事業、別添６に規定

する家庭的保育改修等事業、

別添６の５に規定する認可化

移行総合支援事業、別添７の

３に規定する認可外保育施設

保育士資格取得支援事業、別

添７の４に規定する保育士修

学資金貸付事業、別添７の６

に規定する保育教諭確保のた

めの保育士資格取得支援事

業、別添７の７に規定する幼

稚園教諭免許状を有する者の

保育士資格取得支援事業、別

添７の８に規定する保育所等

保育士資格取得支援事業、別

添８に規定する認定こども園

整備事業及び別添９の１に規

定する小規模保育設置促進事

業を除く。）

20年度交付要綱４(３)
21年度交付要綱４(１)
カ、キ及びク
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

○別添６の３（１）に該当す
る市町村

○別添６の３（２）に該当す
る市町村

20年度交付要綱４(３)
21年度交付要綱４(１)
カ及びキ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

○別添６の３　３（２）①ア
に該当する場合

設備運営基準第３２条及び第３３条に規定する保育所に係る設備及び職員配置に関す
る基準を満たす認可外保育施設等に対し、運営に要する費用の一部の補助を実施す
る。

○別添６の３　３（２）①イ
に該当する場合

○別添６の３　３（２）②ア
に該当する場合

○別添６の３　３（２）②イ
に該当する場合

　
　家庭的保育者等の研修を実施するための費用の補助を実施する。

○グループ型小規模保育事業（別添６の２）
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

グループ型小規模保育の実施に必要な費用の補助を実施する。

○認可外保育施設運営支援事業（別添６の３）

23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

○認可化移行総合支援事業（別添６の５）

26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

○別添６の５　７（１）、
（２）に該当する場合

別添６の５の５に定める

期限

⑤補助率
①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体

国 都道府県 市町村

（３）家庭的保育改修等事業（別添６）
別添６の２（３）に定め
る期限

○家庭的保育改修等事業 市町村

　家庭的保育事業の実施場所に係る改修費及び賃借料の補助を実施する。　

 2/3 －  1/3

 1/2 －  1/2

○家庭的保育者等研修事業 都道府県  1/2  1/2 －

市町村  1/2 －  1/2

（４）待機児童解消加速化プラン強化事業

市町村  1/3  1/3  1/3 平成２５年度末

指定都市
中核市

 1/3 -  2/3

平成２５年度末

市町村  1/2  1/4  1/4

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

1/2 － 1/4

2/3 － 1/12

1/2 － 1/2

市町村 1/3 1/3 1/3

指定都市
中核市

1/3 － 2/3

市町村  1/2  1/4  1/4

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

市町村 定額 － －

市町村 － － 平成２６年度末

都道府県  1/2  1/2 －

市町村 2/3 － 1/12

（５）子育て支援交付金からの移行事業 平成２５年度末

○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（別添６の１４）

市町村

 1/2 -  1/2

子どもを守る地域ネットワークの調整機関職員や関係機関等の専門性強化、同ネット
ワーク構成員の連携強化等を図るための事業に対する補助を実施する。

○へき地保育事業（別添６の１３）

市町村

 1/2 -  1/2

山間地及び離島等の地域で通常の保育所を設けることが困難な地域において、保育を
要する児童を保育するために設置するへき地保育所の運営費に対する補助を実施す
る。

短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業
として、市町村が行う事業に対して補助を実施する。

○ファミリー・サポート・センター事業（別添６の９）

市町村

 1/2 -  1/2

地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早
朝・夜間等の緊急時の預かりなど多様なニーズへの対応を図るための事業に対して補
助を実施する。

○一時預かり事業（別添６の１２）

市町村

 1/2 -  1/2

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼
間、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業の補助を
実施する。

○地域子育て支援拠点事業（別添６の１１）
市町村

 1/2 -  1/2

地域子育て支援拠点事業の実施に必要な費用の補助を実施する。

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等
を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保するための事業に対して補助
を実施する。

平成２６年度末保育所整備等の促進のため、土地等所有者と保育所を運営する法人等のマッチングを
行うための経費の補助を実施する。

○乳児家庭全戸訪問事業（別添６の７）

24年度交付要綱４(１)

市町村

 1/2 -  1/2

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や
養育環境等の把握を行う事業に対して補助を実施する。

○民有地マッチング事業（別添６の６）

26年度交付要綱４(１) 都道府県  1/2  1/2 －

○子育て短期支援事業（別添６の１０）

市町村

 1/2 -  1/2

認可保育所又は認定こども園への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあ
たって必要となる経費の補助を実施する。

○別添６の５　７（３）に該
当する場合

○別添６の３　３（２）③に
該当する場合

○地域型保育・子育て支援モデル事業（別添６の４）

23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

定額
（1/2相
当）

小規模な保育や地域子育て支援事業のほか放課後児童クラブなどを組み合わせた多機
能の保育事業の実施により、潜在的な保育需要を考慮した積極的な待機児童解消を図
るモデル事業に対して補助を実施する。

○養育支援訪問事業（別添６の８）

市町村

 1/2 -  1/2

⑥事業実施期限 ⑦精算時期

　
（

文
部
科
学
省
関
係
を
除
く
）

1
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実

平成２６年度末
（別添１に規定する保育所緊
急整備事業、別添１の２に規
定する小規模保育整備事業、

別添２に規定する賃貸物件に
よる保育所整備事業、別添３
に規定する子育て支援のため
の拠点施設整備事業、別添４
に規定する放課後児童クラブ

設置促進事業、別添６に規定
する家庭的保育改修等事業、
別添６の５に規定する認可化
移行総合支援事業、別添７の

３に規定する認可外保育施設
保育士資格取得支援事業、別
添７の４に規定する保育士修
学資金貸付事業、別添７の６
に規定する保育教諭確保のた

めの保育士資格取得支援事
業、別添７の７に規定する幼
稚園教諭免許状を有する者の
保育士資格取得支援事業、別

添７の８に規定する保育所等
保育士資格取得支援事業、別
添８に規定する認定こども園
整備事業及び別添９の１に規
定する小規模保育設置促進事

業を除く。）

20年度交付要綱４(３)
21年度交付要綱４(１)
カ、キ及びク
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

○別添６の３（１）に該当す
る市町村

○別添６の３（２）に該当す
る市町村

20年度交付要綱４(３)
21年度交付要綱４(１)
カ及びキ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

○別添６の３　３（２）①ア
に該当する場合

設備運営基準第３２条及び第３３条に規定する保育所に係る設備及び職員配置に関す
る基準を満たす認可外保育施設等に対し、運営に要する費用の一部の補助を実施す
る。

○別添６の３　３（２）①イ
に該当する場合

○別添６の３　３（２）②ア
に該当する場合

○別添６の３　３（２）②イ
に該当する場合

　
　家庭的保育者等の研修を実施するための費用の補助を実施する。

○グループ型小規模保育事業（別添６の２）
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

グループ型小規模保育の実施に必要な費用の補助を実施する。

○認可外保育施設運営支援事業（別添６の３）

23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

○認可化移行総合支援事業（別添６の５）

26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

○別添６の５　７（１）、
（２）に該当する場合

別添６の５の５に定める
期限

⑤補助率
①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
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国 都道府県 市町村

（６）保育士人材確保等事業

○保育士研修等事業（別添７） 平成２６年度末

都道府県  1/2  1/2 －

市町村  1/2 －  1/2

市町村  1/2 －  1/2

 1/2 －  1/4

○保育士・保育所支援センター開設等事業（別添７の２） 都道府県  1/2  1/2 － 平成２６年度末

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

○認可外保育施設保育士資格取得支援事業（別添７の３） 都道府県  3/4  1/4 －

指定都市
中核市

 3/4 －  1/4

○保育士修学資金貸付事業（別添７の４） 都道府県  3/4  1/4 －

○保育士等処遇改善臨時特例事業（別添７の５） 市町村 定額 － － 平成２５年度末

○保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業（別添７の６）

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

○幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業（別添７の７）

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

○保育所等保育士資格取得支援事業（別添７の８）

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

（７）電力需給対策に対応した特別事業等

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

上記以外
の市町村

 1/2  1/4  1/4

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

上記以外
の市町村

 1/2  1/4  1/4

（８）認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業（こども家庭庁関係）（別添８）

市町村  1/2 － 1/4

1/2 － 1/4

2/3 － 1/12

○認定こども園事業費（こども家庭庁関係）（別添９） 市町村  1/2  1/4  1/4 平成２５年度末

（９）小規模保育事業

○小規模保育設置促進事業（別添９の１）

2/3 － 1/12

2/3 － １/3

1/2 － 1/4

1/2 － 1/2

○小規模保育運営支援事業（別添９の２）
指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

上記以外
の市町村

 1/2  1/4  1/4

（１０）利用者支援事業（別添９の３）

24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

平成２５年度末

　小規模保育事業の事業費の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

市町村 1/3 1/3 1/3 平成２５年度末

利用者支援事業の実施に必要な費用の補助を実施する。

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

　認定こども園の事業費の補助を実施する。
 ※　社会福祉法人等が対象

24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

市町村

○別添９の１　３（２）①の
事業

別添９の１

２（４）に定める期限

　小規模保育事業の実施にあたり、賃借料及び改修費等の補助を実施する。

○別添９の１　３（２）②の
事業

○電力需給対策に対応した児童の居場所づくりのための特別事業（別添７の１０）
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

別添７の１０の２（１）

に定める期限

　電力需給対策実施期間における、家庭の代わりとなる居場所が必要な児童を受け入
れる事業の補助を実施する。

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

○別添８  ２（２）①～③の
事業 別添８の２（５）に定め

る期限

　認定こども園等の施設整備費の補助を実施する。
※　社会福祉法人等が対象

○別添８  ２（２）④の事業

市町村

保育所等に勤務している保育士資格を有していない保育従事者の保育士資格取得を支
援するための事業の補助を実施する。

○電力需給対策に対応した休日保育特別事業等（別添７の９）
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

別添７の９の２（１）①

ア及び②アに定める期限

　電力需給対策実施期間における、休日保育特別事業及び延長保育特別事業の補助を
実施する。

幼保連携型認定こども園等に勤務する幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得
を支援するための事業の補助を実施する。

都道府県  1/2  1/2 －
別添７の７の２（４）に

定める期限

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例を活用することにより、保
育士資格取得を支援するための事業の補助を実施する。

26年度交付要綱４(１)

都道府県  1/2  1/2 －
別添７の６の２（４）に

定める期限

都道府県  1/2  1/2 －

別添７の３の２（５）に

定める期限

　認可外保育施設に勤務している保育士資格を有していない保育従事者の保育士資格
取得を支援するための事業の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

別添７の４の２（４）に

定める期限

　保育士資格取得に必要な修学資金の貸し付けを行うための事業の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)　保育士の処遇改善に取り組む保育所へ資金の交付を行うための事業の補助を実施す
る。

⑦精算時期

（

文
部
科
学
省
関
係
を
除
く
）

1
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実

平成２６年度末

（別添１に規定する保育所緊

急整備事業、別添１の２に規

定する小規模保育整備事業、

別添２に規定する賃貸物件に

よる保育所整備事業、別添３

に規定する子育て支援のため

の拠点施設整備事業、別添４

に規定する放課後児童クラブ

設置促進事業、別添６に規定

する家庭的保育改修等事業、

別添６の５に規定する認可化

移行総合支援事業、別添７の

３に規定する認可外保育施設

保育士資格取得支援事業、別

添７の４に規定する保育士修

学資金貸付事業、別添７の６

に規定する保育教諭確保のた

めの保育士資格取得支援事

業、別添７の７に規定する幼

稚園教諭免許状を有する者の

保育士資格取得支援事業、別

添７の８に規定する保育所等

保育士資格取得支援事業、別

添８に規定する認定こども園

整備事業及び別添９の１に規

定する小規模保育設置促進事

業を除く。）

20年度交付要綱４(４)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

○別添７　２（１）①、②
（エを除く）、③、④の事業

　保育の質の向上のため、保育所等の保育士（現在、保育所等に勤務していない保育
士を含む。）等を対象に実施する研修費用、保育士の人材確保への取組及びアクショ
ンプログラム実践のための事業、家庭的保育事業等に従事する者等に対して行う研修
費用の補助を実施する。

○別添７　２（１）②エの事
業

21年度交付要綱４(１)
ケ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

  保育士の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するため、潜在保育士の就職や
保育所の潜在保育士活用支援等を行う「保育士・保育所支援センター」を開設・運営
するための事業の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

別添７の８の２（４）に

定める期限

国 都道府県 市町村

（６）保育士人材確保等事業

○保育士研修等事業（別添７） 平成２６年度末

都道府県  1/2  1/2 －

市町村  1/2 －  1/2

市町村  1/2 －  1/2

 1/2 －  1/4

○保育士・保育所支援センター開設等事業（別添７の２） 都道府県  1/2  1/2 － 平成２６年度末

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

○認可外保育施設保育士資格取得支援事業（別添７の３） 都道府県  3/4  1/4 －

指定都市
中核市

 3/4 －  1/4

○保育士修学資金貸付事業（別添７の４） 都道府県  3/4  1/4 －

○保育士等処遇改善臨時特例事業（別添７の５） 市町村 定額 － － 平成２５年度末

○保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業（別添７の６）

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

○幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業（別添７の７）

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

○保育所等保育士資格取得支援事業（別添７の８）

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

（７）電力需給対策に対応した特別事業等

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

上記以外
の市町村

 1/2  1/4  1/4

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

上記以外
の市町村

 1/2  1/4  1/4

（８）認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業（厚生労働省関係）（別添８）

市町村  1/2 － 1/4

1/2 － 1/4

2/3 － 1/12

○認定こども園事業費（厚生労働省関係）（別添９） 市町村  1/2  1/4  1/4 平成２５年度末

（９）小規模保育事業

○小規模保育設置促進事業（別添９の１）

2/3 － 1/12

2/3 － １/3

1/2 － 1/4

1/2 － 1/2

○小規模保育運営支援事業（別添９の２）
指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

上記以外
の市町村

 1/2  1/4  1/4

（１０）利用者支援事業（別添９の３）

24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

平成２５年度末

　小規模保育事業の事業費の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)

市町村 1/3 1/3 1/3 平成２５年度末

利用者支援事業の実施に必要な費用の補助を実施する。

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

　認定こども園の事業費の補助を実施する。
 ※　社会福祉法人等が対象

24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

市町村

○別添９の１　３（２）①の
事業

別添９の１

２（４）に定める期限

　小規模保育事業の実施にあたり、賃借料及び改修費等の補助を実施する。

○別添９の１　３（２）②の
事業

○電力需給対策に対応した児童の居場所づくりのための特別事業（別添７の１０）
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

別添７の１０の２（１）

に定める期限

　電力需給対策実施期間における、家庭の代わりとなる居場所が必要な児童を受け入
れる事業の補助を実施する。

20年度交付要綱４(１)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)
27年度交付要綱４(１)
28年度交付要綱４(１)

○別添８  ２（２）①～③の
事業 別添８の２（５）に定め

る期限

　認定こども園等の施設整備費の補助を実施する。
※　社会福祉法人等が対象

○別添８  ２（２）④の事業

市町村

保育所等に勤務している保育士資格を有していない保育従事者の保育士資格取得を支
援するための事業の補助を実施する。

○電力需給対策に対応した休日保育特別事業等（別添７の９）
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)

別添７の９の２（１）①

ア及び②アに定める期限

　電力需給対策実施期間における、休日保育特別事業及び延長保育特別事業の補助を
実施する。

幼保連携型認定こども園等に勤務する幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得
を支援するための事業の補助を実施する。

都道府県  1/2  1/2 －
別添７の７の２（４）に

定める期限

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例を活用することにより、保
育士資格取得を支援するための事業の補助を実施する。

26年度交付要綱４(１)

都道府県  1/2  1/2 －
別添７の６の２（４）に

定める期限

都道府県  1/2  1/2 －

別添７の３の２（５）に

定める期限

　認可外保育施設に勤務している保育士資格を有していない保育従事者の保育士資格
取得を支援するための事業の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

別添７の４の２（４）に

定める期限

　保育士資格取得に必要な修学資金の貸し付けを行うための事業の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)　保育士の処遇改善に取り組む保育所へ資金の交付を行うための事業の補助を実施す
る。

⑦精算時期

（

文
部
科
学
省
関
係
を
除
く
）

1
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実

平成２６年度末

（別添１に規定する保育所緊

急整備事業、別添１の２に規

定する小規模保育整備事業、

別添２に規定する賃貸物件に

よる保育所整備事業、別添３

に規定する子育て支援のため

の拠点施設整備事業、別添４

に規定する放課後児童クラブ

設置促進事業、別添６に規定

する家庭的保育改修等事業、

別添６の５に規定する認可化

移行総合支援事業、別添７の

３に規定する認可外保育施設

保育士資格取得支援事業、別

添７の４に規定する保育士修

学資金貸付事業、別添７の６

に規定する保育教諭確保のた

めの保育士資格取得支援事

業、別添７の７に規定する幼

稚園教諭免許状を有する者の

保育士資格取得支援事業、別

添７の８に規定する保育所等

保育士資格取得支援事業、別

添８に規定する認定こども園

整備事業及び別添９の１に規

定する小規模保育設置促進事

業を除く。）

20年度交付要綱４(４)
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
25年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

○別添７　２（１）①、②
（エを除く）、③、④の事業

　保育の質の向上のため、保育所等の保育士（現在、保育所等に勤務していない保育
士を含む。）等を対象に実施する研修費用、保育士の人材確保への取組及びアクショ
ンプログラム実践のための事業、家庭的保育事業等に従事する者等に対して行う研修
費用の補助を実施する。

○別添７　２（１）②エの事
業

21年度交付要綱４(１)
ケ
22年度交付要綱４(１)
23年度交付要綱４(４)
24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

  保育士の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するため、潜在保育士の就職や
保育所の潜在保育士活用支援等を行う「保育士・保育所支援センター」を開設・運営
するための事業の補助を実施する。

24年度交付要綱４(１)
26年度交付要綱４(１)

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

別添７の８の２（４）に

定める期限
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国 都道府県 市町村

○認定こども園整備事業（文部科学省関係）（別添８） 市町村  1/2 －  1/4

○幼稚園耐震化促進事業（文部科学省関係）（別添８の２） 都道府県  1/2 － －

○認定こども園事業費（文部科学省関係）（別添９） 市町村  1/2  1/4  1/4 平成２５年度末

○幼児教育の質の向上のための緊急環境整備（別添１０）  1/2 － － 平成２６年度末

 1/3 － －

○認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援（別添１１） 平成２６年度末

 1/2  1/2 －

 1/2 －  1/2

 1/2 － －

都道府県  1/2  1/2 －

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

地域子育て創生事業（別添１２）
別添１２の２（４）に定

める期限

都道府県
市町村

定額 － －

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
指定都市
児童相談
所設置市

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県

都道府県

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

地域子育て特別支援事業（別添１２の２）
別添１２の２の２（４）

に定める期限

都道府県
市町村

定額 － －

都道府県
指定都市
児童相談
所設置市

都道府県
市町村

都道府県
市町村

福島県
福島県内
市町村

都道府県
市町村

（福島県
及び福島
県内市町
村を除
く）

平成２５年度末

・地域子育て支援を行うＮＰＯ等の活動の立ち上げ支援

21年度交付要綱４(３)
22年度交付要綱４(３)
23年度交付要綱４(１)

・地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細やか
な子育て支援活動を促進するための支援

・経済的困難を抱える家庭や施設等で生活する子どもの健全な育成環境を確保するた
めの支援

・平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律の施行に伴う児童福祉施設に
入所する子ども等への特別の支援

・育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事を協働して行うスタッフの派遣によ
り、育児期の孤立感や育児不安の解消を図るための支援（家庭支援スタッフ訪問事
業）

・放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を促進するための支援（放課後子ども
プラン連携促進事業）

・病児・病後児保育事業に携わる人材を確保するなど、病気の子どもを預かる社会基
盤の構築を促進するための支援

・ファミリー・サポート・センター事業の広域実施や病児・病後児預かり等の実施を
促進するための支援

・東日本大震災により親を亡くした子どもやその家族等を支援するために行う相談・
援助

・東日本大震災に伴う保育所徴収金（保育料）及び児童入所施設徴収金の減免に対す
る支援

・子育て支援施策に係る事務の効率化を図るための電子システム化の取組

21年度交付要綱４(３)
22年度交付要綱４(３)
23年度交付要綱４(１)
24年度交付要綱４(４)

・児童手当法の一部を改正する法律の施行に伴う指定医療機関に入院する子どもへの
特別の支援

・東日本大震災により親を亡くした子どもやその家族等を支援するために行う相談・
援助

・東日本大震災に伴う保育所徴収金（保育料）及び児童入所施設徴収金の減免に対す
る支援

・東日本大震災に係る対応として、子どもの遊び場の確保など福島県の子どもの支援
に関する取組

・東日本大震災に係る対応として、児童福祉施設等が提供する給食の更なる安全・安
心の確保のための取組（福島県を除く）

　認定こども園の緊急整備等に対応し、認定こども園における教育の質の向上に関す
る研修、幼稚園・保育所の教職員の合同研修及び幼稚園と保育所等の連携に係る研修
の実施に必要な費用を支援する。

○事業主が市町村の場合

○事業主が都道府県が適当と
認める者の場合

○保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業（別添１１の２）

26年度交付要綱４(２)
別添１１の２の２（４）

に定める期限　保育士資格を有する者における幼稚園教諭免許状取得特例を活用することにより、
幼稚園教諭免許状取得を支援するための事業の補助を実施する。
※　学校法人等が対象

３
　
す
べ
て
の
子
ど
も
・
家
庭
へ
の
支
援

・安心・安全な出産に向けた妊婦等支援教室や家庭訪問等による支援（妊娠出産前支
援事業）

・地域子育て支援拠点の従事者や放課後児童健全育成事業の指導員資質の向上を図る
ための支援、人材育成支援

・賃借物件により新たに地域子育て支援拠点事業や放課後児童健全育成事業等を実施
するための賃借料及び改修費等の支援、病児・病後児保育事業に係る感染症対策等に
必要な備品費及び改修費の支援

・子育て支援施策に係る事務の効率化を図るための電子システム化の取組

⑦精算時期

２
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実
（

文
部
科
学
省
関
係
）

20年度交付要綱４(２)

22年度交付要綱４(２)

23年度交付要綱４(５)
24年度交付要綱４(２)
25年度交付要綱４(２)
26年度交付要綱４(２)

別添８の２（５）に定め

る期限

平成２６年度末
（別添８に規定する認定こど
も園整備事業、別添８の２に
規定する幼稚園耐震化促進事

業及び別添１１の２に規定す
る保育教諭確保のための幼稚
園教諭免許状取得支援事業を
除く。）

　認定こども園の施設整備費の補助を実施する。
※　学校法人等が対象

別添８の２の２（５）に
定める期限　認定こども園を構成又は移行を予定する幼稚園の耐震化事業に対する補助を実施す

る。
※　学校法人等が対象

20年度交付要綱４(２)
22年度交付要綱４(２)
23年度交付要綱４(５)　認定こども園の事業費の補助を実施する。

 ※　学校法人等が対象

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

（１１）認定こども園等の環境整備等事業

21年度交付要綱４(２)
アからエ
23年度交付要綱４(５)
25年度交付要綱４(２)
26年度交付要綱４(２)

都道府県
　幼児教育の質の向上のため、施設における遊具・運動用具・教具・衛生用品等の環
境整備やデジタルテレビ整備のための費用を支援する。

○別添1０の３（2）①イに該
当する幼稚園

21年度交付要綱４(２)
オ
23年度交付要綱４(５)
26年度交付要綱４(２)

都道府県

○事業主が都道府県の場合

国 都道府県 市町村

○認定こども園整備事業（文部科学省関係）（別添８） 市町村  1/2 －  1/4

○幼稚園耐震化促進事業（文部科学省関係）（別添８の２） 都道府県  1/2 － －

○認定こども園事業費（文部科学省関係）（別添９） 市町村  1/2  1/4  1/4 平成２５年度末

○幼児教育の質の向上のための緊急環境整備（別添１０）  1/2 － － 平成２６年度末

 1/3 － －

○認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援（別添１１） 平成２６年度末

 1/2  1/2 －

 1/2 －  1/2

 1/2 － －

都道府県  1/2  1/2 －

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

地域子育て創生事業（別添１２）
別添１２の２（４）に定

める期限

都道府県
市町村

定額 － －

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
指定都市
児童相談
所設置市

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県

都道府県

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

都道府県
市町村

地域子育て特別支援事業（別添１２の２）
別添１２の２の２（４）

に定める期限

都道府県
市町村

定額 － －

都道府県
指定都市
児童相談
所設置市

都道府県
市町村

都道府県
市町村

福島県
福島県内
市町村

都道府県
市町村

（福島県
及び福島
県内市町
村を除
く）

平成２５年度末

・地域子育て支援を行うＮＰＯ等の活動の立ち上げ支援

21年度交付要綱４(３)
22年度交付要綱４(３)
23年度交付要綱４(１)

・地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細やか
な子育て支援活動を促進するための支援

・経済的困難を抱える家庭や施設等で生活する子どもの健全な育成環境を確保するた
めの支援

・平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律の施行に伴う児童福祉施設に
入所する子ども等への特別の支援

・育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事を協働して行うスタッフの派遣によ
り、育児期の孤立感や育児不安の解消を図るための支援（家庭支援スタッフ訪問事
業）

・放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を促進するための支援（放課後子ども
プラン連携促進事業）

・病児・病後児保育事業に携わる人材を確保するなど、病気の子どもを預かる社会基
盤の構築を促進するための支援

・ファミリー・サポート・センター事業の広域実施や病児・病後児預かり等の実施を
促進するための支援

・東日本大震災により親を亡くした子どもやその家族等を支援するために行う相談・
援助

・東日本大震災に伴う保育所徴収金（保育料）及び児童入所施設徴収金の減免に対す
る支援

・子育て支援施策に係る事務の効率化を図るための電子システム化の取組

21年度交付要綱４(３)
22年度交付要綱４(３)
23年度交付要綱４(１)
24年度交付要綱４(４)

・児童手当法の一部を改正する法律の施行に伴う指定医療機関に入院する子どもへの
特別の支援

・東日本大震災により親を亡くした子どもやその家族等を支援するために行う相談・
援助

・東日本大震災に伴う保育所徴収金（保育料）及び児童入所施設徴収金の減免に対す
る支援

・東日本大震災に係る対応として、子どもの遊び場の確保など福島県の子どもの支援
に関する取組

・東日本大震災に係る対応として、児童福祉施設等が提供する給食の更なる安全・安
心の確保のための取組（福島県を除く）

　認定こども園の緊急整備等に対応し、認定こども園における教育の質の向上に関す
る研修、幼稚園・保育所の教職員の合同研修及び幼稚園と保育所等の連携に係る研修
の実施に必要な費用を支援する。

○事業主が市町村の場合

○事業主が都道府県が適当と
認める者の場合

○保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業（別添１１の２）

26年度交付要綱４(２)
別添１１の２の２（４）

に定める期限　保育士資格を有する者における幼稚園教諭免許状取得特例を活用することにより、
幼稚園教諭免許状取得を支援するための事業の補助を実施する。
※　学校法人等が対象

３
　
す
べ
て
の
子
ど
も
・
家
庭
へ
の
支
援

・安心・安全な出産に向けた妊婦等支援教室や家庭訪問等による支援（妊娠出産前支
援事業）

・地域子育て支援拠点の従事者や放課後児童健全育成事業の指導員資質の向上を図る
ための支援、人材育成支援

・賃借物件により新たに地域子育て支援拠点事業や放課後児童健全育成事業等を実施
するための賃借料及び改修費等の支援、病児・病後児保育事業に係る感染症対策等に
必要な備品費及び改修費の支援

・子育て支援施策に係る事務の効率化を図るための電子システム化の取組

⑦精算時期

２
　
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実
（

文
部
科
学
省
関
係
）

20年度交付要綱４(２)

22年度交付要綱４(２)

23年度交付要綱４(５)
24年度交付要綱４(２)
25年度交付要綱４(２)
26年度交付要綱４(２)

別添８の２（５）に定め

る期限

平成２６年度末

（別添８に規定する認定こど

も園整備事業、別添８の２に

規定する幼稚園耐震化促進事

業及び別添１１の２に規定す

る保育教諭確保のための幼稚

園教諭免許状取得支援事業を

除く。）

　認定こども園の施設整備費の補助を実施する。
※　学校法人等が対象

別添８の２の２（５）に

定める期限　認定こども園を構成又は移行を予定する幼稚園の耐震化事業に対する補助を実施す
る。
※　学校法人等が対象

20年度交付要綱４(２)
22年度交付要綱４(２)
23年度交付要綱４(５)　認定こども園の事業費の補助を実施する。

 ※　学校法人等が対象

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

（１１）認定こども園等の環境整備等事業

21年度交付要綱４(２)
アからエ
23年度交付要綱４(５)
25年度交付要綱４(２)
26年度交付要綱４(２)

都道府県
　幼児教育の質の向上のため、施設における遊具・運動用具・教具・衛生用品等の環
境整備やデジタルテレビ整備のための費用を支援する。

○別添1０の３（2）①イに該
当する幼稚園

21年度交付要綱４(２)
オ
23年度交付要綱４(５)
26年度交付要綱４(２)

都道府県

○事業主が都道府県の場合
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国 都道府県 市町村

（１）高等技能訓練促進費等事業（別添１３） 都道府県  3/4 1/4 －

市、福祉事

務所設置町

村
 3/4 － 1/4

（２）職業訓練を受けるひとり親家庭に対する託児サービス提供事業（別添１４） 都道府県  1/2 1/2 － 平成２５年度末

指定都市
中核市

 1/2 － 1/2

都道府県  1/2 1/2 － 平成２５年度末

指定都市
中核市

 1/2 － 1/2

（４）就業・社会活動困難者への戸別訪問事業（別添１６） 平成２５年度末

都道府県  1/2 1/2 －

市、福祉事

務所設置町

村
 1/2 － 1/2

（５）ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（別添１７）
都道府県

市
定額 － －

都道府県  1/2  1/2 平成２５年度末

（１）児童養護施設の退所者等の就業支援事業（別添１９） 都道府県  1/2  1/2 - 平成２４年度末

指定都市、

児童相談所

設置市
 1/2 －  1/2

都道府県  1/2  1/2 -

指定都市、

中核市、児

童相談所設

置市

 1/2 －  1/2

上記以外の

市、福祉事

務所設置町

村

 1/2  1/4  1/4

指定都市、

中核市
 1/2 －  1/2

上記以外の

市町村
 1/2  1/4  1/4

（３）児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業（別添２１） 都道府県  1/2  1/2 - 平成２４年度末

指定都市、

児童相談所

設置市
 1/2 －  1/2

児童虐待防止対策緊急強化事業（別添２２）
別添２２の２（４）に定
める期限

定額 － －

保育所等の複合化・多機能化推進事業（別添２３）
別添２３の２（５）に定
める期限

市町村  1/2 ー  1/2

都道府県
【別添23の

2の(2)の④

の場合の

み】

 1/3  2/3 －

指定都市・

中核市【別

添23の2の

(2)の④及

び⑤の場合

のみ】

 1/3 －  2/3

上記以外の

市町村【別

添23の2の

(2)の④及

び⑤の場合

のみ】

 1/3  1/3  1/3

市町村  1/2 ー  1/4

都道府県
【別添23の

2の(2)の④

及び⑤の場

合のみ】

 1/3  1/3 －

○別添２０の２（４）に該当
する市町村

21年度交付要綱４(５)

複
合
化
・
多
機
能
化

7
 
保
育
所
等
の

23年度交付要綱４(２)

○別添２３の３の（２）の①
に該当する都道府県又は市町
村

別添２３の２（５）に定める
期限の属する年度の末日

　復興計画などに基づき、子育て関連施設を複合化・多機能化する際の整備費につい
て補助を実施する。

○別添２３の３の（２）の②
に該当する事業者が都道府県
及び市町村以外の場合

○戸別訪問による相談支援等

　引きこもりがちであるなど、就業活動に至らない母子家庭の母に対して、戸別訪問
による相談支援を実施するとともに、母子自立支援プログラム策定等事業などの就業
支援策の活用への結びつける。

○就業活動支度の費用についての支援 都道府
県、市、
福祉事務
所設置町

村

定額 －

　児童養護施設等施設職員や児童相談に携わる職員等が資質向上のために研修に参加
する経費及び研修期間中の代替職員の経費等の補助を実施する。

６
　
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化

平成２５年度末

（児童相談所・市町村の体制
強化のための環境改善を除
く。）

・児童の安全確認等のための体制強化

22年度交付要綱４(４)
23年度交付要綱４(７)
24年度交付要綱４(７)

都道府県、

指定都市、

児童相談所

設置市、市

町村・児童虐待防止対策強化のための広報啓発

・児童虐待防止対策強化のための資質向上

・児童相談所・市町村の体制強化のための環境改善

・児童虐待防止緊急対応強化の取組

５
　
社
会
的
養
護
の
拡
充

21年度交付要綱４(５)

別添２０の３に定める期限

　職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシャル・ス
キル・トレーニング、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きやすい職場の
開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。

（２）児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業（別添２０）

21年度交付要綱４(５)
24年度交付要綱４(６)
25年度交付要綱４(３)

別添２０の３に定める期
限

・老朽化遊具の更新、食品の安全など安全対策や生活環境の改善のための改修、児童
相談体制の整備等を図る。
・ファミリーホーム、自立援助ホーム、地域小規模児童養護施設等の新規設置に必要
な賃借料、改修費等の補助を実施する。

⑦精算時期

４
　
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支
援
の
拡
充

21年度交付要綱４(４)
ア及びイ
23年度交付要綱４(６)

平成２４年度末

平成２５年度末（別添１７に
規定するひとり親家庭等の在

宅就業支援事業を除く。）

　高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金を支給する。
※母子家庭等対策総合支援事業により補助が行われる分を除く。

21年度交付要綱４(４)
エ及びオ
23年度交付要綱４(６)
24年度交付要綱４(５)

　母子家庭等就業・自立支援センター等において、職業訓練を受けているひとり親家
庭に対する託児サービスを提供する。

（３）職業紹介等を行う企業等を活用したひとり親家庭に対する就業支援事業
（別添１５）

　職業紹介等を行っている企業等に委託して、ひとり親に対する相談支援、就職活動
支援を行うとともに、ひとり親が働きやすい職場の開拓等を支援

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

－
　戸別訪問による支援を行った母子家庭の母が、母子自立支援プログラム策定後の就
業活動をする際に、その支度に必要な物品の取得について支援する。

21年度交付要綱４(４)
ウ
23年度交付要綱４(６)
24年度交付要綱４(５)

別添１７の２（４）

に定める期限

　ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に支援する地方自治体に対し助成を行う。

（６）婦人保護施設等の退所者（DV被害者等）等に対する就業支援事業
（別添１８） 21年度交付要綱４(４)

エ及びオ
23年度交付要綱４(６)
24年度交付要綱４(５)　職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシャル・ス

キル・トレーニング、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きやすい職場の
開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。

国 都道府県 市町村

（１）高等技能訓練促進費等事業（別添１３） 都道府県  3/4 1/4 －

市、福祉事

務所設置町

村
 3/4 － 1/4

（２）職業訓練を受けるひとり親家庭に対する託児サービス提供事業（別添１４） 都道府県  1/2 1/2 － 平成２５年度末

指定都市
中核市

 1/2 － 1/2

都道府県  1/2 1/2 － 平成２５年度末

指定都市
中核市

 1/2 － 1/2

（４）就業・社会活動困難者への戸別訪問事業（別添１６） 平成２５年度末

都道府県  1/2 1/2 －

市、福祉事

務所設置町

村
 1/2 － 1/2

（５）ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（別添１７）
都道府県

市
定額 － －

都道府県  1/2  1/2 平成２５年度末

（１）児童養護施設の退所者等の就業支援事業（別添１９） 都道府県  1/2  1/2 - 平成２４年度末

指定都市、

児童相談所

設置市
 1/2 －  1/2

都道府県  1/2  1/2 -

指定都市、

中核市、児

童相談所設

置市

 1/2 －  1/2

上記以外の

市、福祉事

務所設置町

村

 1/2  1/4  1/4

指定都市、

中核市
 1/2 －  1/2

上記以外の

市町村
 1/2  1/4  1/4

（３）児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業（別添２１） 都道府県  1/2  1/2 - 平成２４年度末

指定都市、

児童相談所

設置市
 1/2 －  1/2

児童虐待防止対策緊急強化事業（別添２２）
別添２２の２（４）に定

める期限

定額 － －

保育所等の複合化・多機能化推進事業（別添２３）
別添２３の２（５）に定

める期限

市町村  1/2 ー  1/2

都道府県
【別添23の

2の(2)の④

の場合の

み】

 1/3  2/3 －

指定都市・

中核市【別

添23の2の

(2)の④及

び⑤の場合

のみ】

 1/3 －  2/3

上記以外の

市町村【別

添23の2の

(2)の④及

び⑤の場合

のみ】

 1/3  1/3  1/3

市町村  1/2 ー  1/4

都道府県
【別添23の

2の(2)の④

及び⑤の場

合のみ】

 1/3  1/3 －

○別添２０の２（４）に該当
する市町村

21年度交付要綱４(５)

複
合
化
・
多
機
能
化

7
 
保
育
所
等
の

23年度交付要綱４(２)

○別添２３の３の（２）の①
に該当する都道府県又は市町
村

別添２３の２（５）に定める

期限の属する年度の末日
　復興計画などに基づき、子育て関連施設を複合化・多機能化する際の整備費につい
て補助を実施する。

○別添２３の３の（２）の②
に該当する事業者が都道府県
及び市町村以外の場合

○戸別訪問による相談支援等

　引きこもりがちであるなど、就業活動に至らない母子家庭の母に対して、戸別訪問
による相談支援を実施するとともに、母子自立支援プログラム策定等事業などの就業
支援策の活用への結びつける。

○就業活動支度の費用についての支援 都道府
県、市、
福祉事務
所設置町

村

定額 －

　児童養護施設等施設職員や児童相談に携わる職員等が資質向上のために研修に参加
する経費及び研修期間中の代替職員の経費等の補助を実施する。

６
　
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化

平成２５年度末

（児童相談所・市町村の体制

強化のための環境改善を除

く。）

・児童の安全確認等のための体制強化

22年度交付要綱４(４)
23年度交付要綱４(７)
24年度交付要綱４(７)

都道府県、

指定都市、

児童相談所

設置市、市

町村・児童虐待防止対策強化のための広報啓発

・児童虐待防止対策強化のための資質向上

・児童相談所・市町村の体制強化のための環境改善

・児童虐待防止緊急対応強化の取組

５
　
社
会
的
養
護
の
拡
充

21年度交付要綱４(５)

別添２０の３に定める期限

　職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシャル・ス
キル・トレーニング、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きやすい職場の
開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。

（２）児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業（別添２０）

21年度交付要綱４(５)
24年度交付要綱４(６)
25年度交付要綱４(３)

別添２０の３に定める期

限

・老朽化遊具の更新、食品の安全など安全対策や生活環境の改善のための改修、児童
相談体制の整備等を図る。
・ファミリーホーム、自立援助ホーム、地域小規模児童養護施設等の新規設置に必要
な賃借料、改修費等の補助を実施する。

⑦精算時期

４
　
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支
援
の
拡
充

21年度交付要綱４(４)
ア及びイ
23年度交付要綱４(６)

平成２４年度末

平成２５年度末（別添１７に

規定するひとり親家庭等の在

宅就業支援事業を除く。）

　高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金を支給する。
※母子家庭等対策総合支援事業により補助が行われる分を除く。

21年度交付要綱４(４)
エ及びオ
23年度交付要綱４(６)
24年度交付要綱４(５)

　母子家庭等就業・自立支援センター等において、職業訓練を受けているひとり親家
庭に対する託児サービスを提供する。

（３）職業紹介等を行う企業等を活用したひとり親家庭に対する就業支援事業
（別添１５）

　職業紹介等を行っている企業等に委託して、ひとり親に対する相談支援、就職活動
支援を行うとともに、ひとり親が働きやすい職場の開拓等を支援

①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

－
　戸別訪問による支援を行った母子家庭の母が、母子自立支援プログラム策定後の就
業活動をする際に、その支度に必要な物品の取得について支援する。

21年度交付要綱４(４)
ウ
23年度交付要綱４(６)
24年度交付要綱４(５)

別添１７の２（４）

に定める期限

　ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に支援する地方自治体に対し助成を行う。

（６）婦人保護施設等の退所者（DV被害者等）等に対する就業支援事業
（別添１８） 21年度交付要綱４(４)

エ及びオ
23年度交付要綱４(６)
24年度交付要綱４(５)　職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシャル・ス

キル・トレーニング、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きやすい職場の
開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

国 都道府県 市町村

幼稚園等の複合化・多機能化推進事業（別添２４）
別添２４の２（５）に定

める期限

 1/2 ー  1/2

 1/2 ー  1/4

子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業（別添２５）
都道府県
市町村

定額 － －
別添２５の２（４）に定

める期限

都道府県  1/2  1/2 － 平成２６年度末

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

都道府県  1/2  1/2 －

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

都道府県  1/2  1/2 －

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

その他事業（都道府県事務費）（別添２７） 都道府県  1/2  1/2 - 平成２９年度末

幼児教育・保育無償化円滑化事業（別添２８）
都道府県
市町村

定額 － － 令和５年度末

　
（

都

道

府

県

事

務

費
）

　
　
そ
の
他
事
業

20年度交付要綱４(５)
26年度交付要綱４(３)
27年度交付要綱４(２)
28年度交付要綱４(２)

平成２９年度末

　基金事業の執行業務に必要な費用の一部に充てるため、都道府県に対して事務費を
交付する。

電
子
シ
ス
テ
ム
構
築
等

支
援
新
制
度
に
係
る

９
 
子
ど
も
・
子
育
て

24年度交付要綱４(３)
25年度交付要綱４(４)

別添２５の２（４）に定める
期限の属する年度の末日

　先般成立した子ども・子育て関連三法に基づく制度（以下、「子ども・子育て支援
新制度」という。）の施行に向けて、地方自治体において一時的に必要となるシステ
ム導入経費及び事前調査経費について補助する。

25年度交付要綱４(５) 平成２６年度末

令和２年度交付要綱（第
二次）４

治
療
支
援
事
業
の
充
実

　
不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定

不妊に悩む方への特定治療支援事業（不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分）
（別添２６の３）

　 令和４年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、年度をまたぐ一回の治療に
対して、経過措置として助成金を支給する。
 　また、必要な支援を受けられるよう十分な周知・普及を図るための経費を補助。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱（第
二次）

令和４年度末
ただし、令和５年３月31

日までに終了した治療に
対して助成を行う場合

は、令和５年９月30日と
する。

令和５年度末

令和４年度末

令和３年度末

ただし、令和４年３月31
日までに終了した治療に

対して助成を行う場合
は、令和４年９月30日と
する。

令和２年度交付要綱４

不妊に悩む方への特定治療支援事業（別添２６）

　 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療
に要する費用の一部の助成を行う。
　 また、対象者が平成２６年４月から、直ちに必要な支援を受けられるよう十分な周知・
普及を図るための経費を補助。

不妊に悩む方への特定治療支援事業（令和３年１月１日以降治療終了分）（別添２６
の２）

　 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる夫婦間の不妊治療に要
する費用の一部の助成を行う。
　 また、助成対象を令和３年１月１日以降に終了する治療とし、必要な支援を受けられる
よう十分な周知・普及を図るための経費を補助。

複
合
化
・
多
機
能
化

8
 
幼
稚
園
等
の

23年度交付要綱４(３) 市町村

○別添２４の３（２）①に
該当する市町村

別添２４の２（５）に定める

期限の属する年度の末日

　復興計画などに基づき、幼保連携型又は幼稚園型認定こども園の幼稚園、保育所型
認定こども園の幼稚園機能部分、幼保連携型又は幼稚園型認定こども園としての機能
を備えて復旧・再開する幼稚園又は保育所型認定こども園としての機能を備えて復
旧・再開する保育所の幼稚園機能部分に対し、複合化・多機能化する際の整備費につ
いて補助する。

○別添２４の３（２）②に
該当する市町村

⑦精算時期①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

（

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
）

事
務
費
等

　
の
無
償
化
に
係
る

　
幼
児
教
育
・
保
育

令和５年度末
　 都道府県及び市町村が幼児教育・保育の無償化の実施に当たって必要となる事務及
びシステム改修等に要する経費について補助する。

１１

１０

１２

国 都道府県 市町村

幼稚園等の複合化・多機能化推進事業（別添２４）
別添２４の２（５）に定
める期限

 1/2 ー  1/2

 1/2 ー  1/4

子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業（別添２５）
都道府県
市町村

定額 － －
別添２５の２（４）に定
める期限

都道府県  1/2  1/2 － 平成２６年度末

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

都道府県  1/2  1/2 －

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

都道府県  1/2  1/2 －

指定都市
中核市

 1/2 －  1/2

その他事業（都道府県事務費）（別添２７） 都道府県  1/2  1/2 - 平成２９年度末

幼児教育・保育無償化円滑化事業（別添２８）
都道府県
市町村

定額 － － 令和５年度末（

内
閣
府
関
係
）

事
務
費
等

　
の
無
償
化
に
係
る

　
幼
児
教
育
・
保
育

令和５年度末
　 都道府県及び市町村が幼児教育・保育の無償化の実施に当たって必要となる事務及
びシステム改修等に要する経費について補助する。

不妊に悩む方への特定治療支援事業（令和３年１月１日以降治療終了分）（別添２６
の２）

　 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる夫婦間の不妊治療に要
する費用の一部の助成を行う。
　 また、助成対象を令和３年１月１日以降に終了する治療とし、必要な支援を受けられる
よう十分な周知・普及を図るための経費を補助。

複
合
化
・
多
機
能
化

8
 
幼
稚
園
等
の

23年度交付要綱４(３) 市町村

○別添２４の３（２）①に
該当する市町村

別添２４の２（５）に定める

期限の属する年度の末日

　復興計画などに基づき、幼保連携型又は幼稚園型認定こども園の幼稚園、保育所型
認定こども園の幼稚園機能部分、幼保連携型又は幼稚園型認定こども園としての機能
を備えて復旧・再開する幼稚園又は保育所型認定こども園としての機能を備えて復
旧・再開する保育所の幼稚園機能部分に対し、複合化・多機能化する際の整備費につ
いて補助する。

○別添２４の３（２）②に
該当する市町村

⑦精算時期①区分 ②事業内容 ③交付額の根拠 ④実施主体
⑤補助率

⑥事業実施期限

　
（

都

道

府

県

事

務

費
）

　
　
そ
の
他
事
業

20年度交付要綱４(５)
26年度交付要綱４(３)
27年度交付要綱４(２)
28年度交付要綱４(２)

平成２９年度末

　基金事業の執行業務に必要な費用の一部に充てるため、都道府県に対して事務費を
交付する。

電
子
シ
ス
テ
ム
構
築
等

支
援
新
制
度
に
係
る

９
 
子
ど
も
・
子
育
て

24年度交付要綱４(３)
25年度交付要綱４(４)

別添２５の２（４）に定める
期限の属する年度の末日

　先般成立した子ども・子育て関連三法に基づく制度（以下、「子ども・子育て支援
新制度」という。）の施行に向けて、地方自治体において一時的に必要となるシステ
ム導入経費及び事前調査経費について補助する。

25年度交付要綱４(５) 平成２６年度末

令和２年度交付要綱（第
二次）４

治
療
支
援
事
業
の
充
実

　
不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定

不妊に悩む方への特定治療支援事業（不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分）
（別添２６の３）

　 令和４年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、年度をまたぐ一回の治療に
対して、経過措置として助成金を支給する。
 　また、必要な支援を受けられるよう十分な周知・普及を図るための経費を補助。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱（第
二次）

令和４年度末
ただし、令和５年３月31

日までに終了した治療に
対して助成を行う場合

は、令和５年９月30日と
する。

令和５年度末

令和４年度末

令和３年度末

ただし、令和４年３月31
日までに終了した治療に

対して助成を行う場合
は、令和４年９月30日と
する。

令和２年度交付要綱４

不妊に悩む方への特定治療支援事業（別添２６）

　 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療
に要する費用の一部の助成を行う。
　 また、対象者が平成２６年４月から、直ちに必要な支援を受けられるよう十分な周知・
普及を図るための経費を補助。

１１

１０

１２



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業（別添２９）

（２）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業（別添３０）

（３）子育て世帯訪問支援臨時特例事業（別添３１）

（４）保護者支援臨時特例事業（別添３２）

（５）子どもの居場所支援整備事業（別添３３）

（６）子どもの居場所支援臨時特例事業（別添３４）

（７）子育て短期支援整備事業（別添３５）

（８）子育て短期支援臨時特例事業（別添３６）

（９）一時預かり利用者負担軽減事業（別添３７）

（１０）妊婦訪問支援事業（別添３８）

（１１）特定妊婦等支援整備事業（別添３９）

（１２）特定妊婦等支援臨時特例事業（別添４０）

（１３）社会的養護自立支援整備事業（別添４１）

（１４）社会的養護自立支援実態把握事業（別添４２）

（１５）児童相談所一時保護所等整備事業

○児童相談所一時保護施設整備事業（別添４３）

○一時保護専用施設整備事業（別添４３の２）

9/10 1/10 -

7/10 1/20 1/4

○児童相談所一時保護所の生活向上のための環境改善事業（別添４３の３）

○一時保護専用施設改修費支援事業（別添４３の４）

　子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体的に有す
る施設において、双方の連携強化の推進を図るため、統括支援員を配置する際に必要
な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2  1/4  1/4 令和５年度末　家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等
がいる家庭の居宅を、訪問支援が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するととも
に、家事・育児等の支援を実施する際に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2  1/4  1/4 令和５年度末

　子どもとの関わりや子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、親子の関係性
や発達に応じた子どもとの関わり方等を学ぶためのペアレントトレーニングを実施す
るために必要な費用の補助やペアレントトレーニングを実施する際に必要な人材の要
請に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  2/3 － 1/12

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　家庭や学校に居場所のない子どもを対象とした居場所の提供や家庭環境・養育環境
の維持改善を目的として、子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じた支援を包括
的に実施する居場所を整備するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2  1/4  1/4 令和５年度末
　家庭や学校に居場所のない子どもに対して、子どもとその家庭が抱える多様な課題
に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供を行う
とともに、子ども・家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の支
援を包括的に提供するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  2/3 － 1/12

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

子育て短期支援事業の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じたと
きに安定して利用することができるよう、安定的な提供体制の整備を推進するため、
子育て短期支援事業専用の居室の整備に要する費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/3  1/3  1/3 令和５年度末

　子育て短期支援事業の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じた
ときに安定して利用することができるよう、専従・専任職員の配置支援を行うととも
に、多様化する支援ニーズに応じた支援の提供を臨時特例として実施する際に必要な
費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/3  1/3  1/3 令和５年度末　低所得世帯等の児童が、一時預かり事業による支援を受けた場合における、当該児
童の保護者が支払うべき利用者負担額に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2 －  1/2 令和５年度末　妊婦健診未受診の妊婦等継続的な状況把握が必要な妊婦を対象として、その家庭を
訪問し、妊婦の状態を把握するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、中
核市、児
童相談所
設置市、
福祉事務
所設置町

村

 2/3 1/12 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　特定妊婦等が安心して生活を送ることができる体制整備をするため、特定妊婦等に
対して、相談支援の実施や看護師等の専門性を活かした助言等、医療機関等その他関
係機関へのつなぎ等の支援を提供する居場所の整備等に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、中
核市、児
童相談所
設置市、
福祉事務
所設置町

村

 1/2 － 令和５年度末

　特定妊婦等が安心した生活を行うことができるよう、特定妊婦等に対して、支援の
必要性の把握を行うとともに、相談支援の実施や出産までの間、安心して生活を送る
ことができる居場所の提供等を行うために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

○別添43の２　２（１）の①
に該当する事業

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が児童
養護施設等に一時保護専用施設を設置する等の整備を行う際の費用を補助する。

○別添43の２　２（１）の②
に該当する事業

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

 2/3 1/12 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　社会的養護経験者等に対する自立支援の体制整備を推進するため、社会的養護経験
者等への生活相談や就労相談等の自立支援を行う事業所の整備等に必要な費用を補助
する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

 1/2  1/2 － 令和５年度末

　社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供されるための環境整備を推進するた
め、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が社会的養護経験者等の実態把握に係る
調査の実施や関係機関との連携の強化に必要な支援を行うために必要な費用を補助す
る。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村 9/10 － 1/10

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体的に有す
る施設を整備するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  2/3  1/6  1/6 令和５年度末

新
た
な
子
育
て
家
庭
支
援
の

基
盤
を
早
急
に
整
備

し
て
い
く
た
め
の
支
援

令和５年度末

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

9/10 1/10 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が一時
保護所の創設等の整備を行う際の費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

9/10 1/10 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が一時
保護所の生活環境の整備のために必要な改修を行う際の費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

9/10 1/10 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が一時
保護専用施設を設置する際に必要な改修を行う際の費用を補助する。

１３

（１）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業（別添２９）

（２）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業（別添３０）

（３）子育て世帯訪問支援臨時特例事業（別添３１）

（４）保護者支援臨時特例事業（別添３２）

（５）子どもの居場所支援整備事業（別添３３）

（６）子どもの居場所支援臨時特例事業（別添３４）

（７）子育て短期支援整備事業（別添３５）

（８）子育て短期支援臨時特例事業（別添３６）

（９）一時預かり利用者負担軽減事業（別添３７）

（１０）妊婦訪問支援事業（別添３８）

（１１）特定妊婦等支援整備事業（別添３９）

（１２）特定妊婦等支援臨時特例事業（別添４０）

（１３）社会的養護自立支援整備事業（別添４１）

（１４）社会的養護自立支援実態把握事業（別添４２）

（１５）児童相談所一時保護所等整備事業

○児童相談所一時保護施設整備事業（別添４３）

○一時保護専用施設整備事業（別添４３の２）

9/10 1/10 -

7/10 1/20 1/4

○児童相談所一時保護所の生活向上のための環境改善事業（別添４３の３）

○一時保護専用施設改修費支援事業（別添４３の４）

　子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体的に有す
る施設において、双方の連携強化の推進を図るため、統括支援員を配置する際に必要
な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2  1/4  1/4 令和５年度末　家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等
がいる家庭の居宅を、訪問支援が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するととも
に、家事・育児等の支援を実施する際に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2  1/4  1/4 令和５年度末

　子どもとの関わりや子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、親子の関係性
や発達に応じた子どもとの関わり方等を学ぶためのペアレントトレーニングを実施す
るために必要な費用の補助やペアレントトレーニングを実施する際に必要な人材の要
請に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  2/3 － 1/12

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　家庭や学校に居場所のない子どもを対象とした居場所の提供や家庭環境・養育環境
の維持改善を目的として、子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じた支援を包括
的に実施する居場所を整備するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2  1/4  1/4 令和５年度末
　家庭や学校に居場所のない子どもに対して、子どもとその家庭が抱える多様な課題
に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供を行う
とともに、子ども・家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の支
援を包括的に提供するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  2/3 － 1/12

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

子育て短期支援事業の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じたと
きに安定して利用することができるよう、安定的な提供体制の整備を推進するため、
子育て短期支援事業専用の居室の整備に要する費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/3  1/3  1/3 令和５年度末

　子育て短期支援事業の実施に当たり、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じた
ときに安定して利用することができるよう、専従・専任職員の配置支援を行うととも
に、多様化する支援ニーズに応じた支援の提供を臨時特例として実施する際に必要な
費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/3  1/3  1/3 令和５年度末　低所得世帯等の児童が、一時預かり事業による支援を受けた場合における、当該児
童の保護者が支払うべき利用者負担額に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  1/2 －  1/2 令和５年度末　妊婦健診未受診の妊婦等継続的な状況把握が必要な妊婦を対象として、その家庭を
訪問し、妊婦の状態を把握するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、中
核市、児
童相談所
設置市、
福祉事務
所設置町

村

 2/3 1/12 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　特定妊婦等が安心して生活を送ることができる体制整備をするため、特定妊婦等に
対して、相談支援の実施や看護師等の専門性を活かした助言等、医療機関等その他関
係機関へのつなぎ等の支援を提供する居場所の整備等に必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、中
核市、児
童相談所
設置市、
福祉事務
所設置町

村

 1/2 － 令和５年度末

　特定妊婦等が安心した生活を行うことができるよう、特定妊婦等に対して、支援の
必要性の把握を行うとともに、相談支援の実施や出産までの間、安心して生活を送る
ことができる居場所の提供等を行うために必要な費用を補助する。

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

○別添43の２　２（１）の①
に該当する事業

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が児童
養護施設等に一時保護専用施設を設置する等の整備を行う際の費用を補助する。

○別添43の２　２（１）の②
に該当する事業

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

 2/3 1/12 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　社会的養護経験者等に対する自立支援の体制整備を推進するため、社会的養護経験
者等への生活相談や就労相談等の自立支援を行う事業所の整備等に必要な費用を補助
する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

 1/2  1/2 － 令和５年度末

　社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供されるための環境整備を推進するた
め、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が社会的養護経験者等の実態把握に係る
調査の実施や関係機関との連携の強化に必要な支援を行うために必要な費用を補助す
る。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村 9/10 － 1/10

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体的に有す
る施設を整備するために必要な費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

市町村  2/3  1/6  1/6 令和５年度末

新
た
な
子
育
て
家
庭
支
援
の

基
盤
を
早
急
に
整
備

し
て
い
く
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令和５年度末

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

9/10 1/10 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が一時
保護所の創設等の整備を行う際の費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

9/10 1/10 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が一時
保護所の生活環境の整備のために必要な改修を行う際の費用を補助する。

令和３年度交付要綱４
令和４年度交付要綱４

都道府
県、指定
都市、児
童相談所
設置市

9/10 1/10 －

令和５年度末

ただし、令和５年度中に

施設整備に着手し、令和

６年度中に完了が見込ま

れる場合には、施設整備

が完了する月の末日又は

令和７年３月31日のいず

れか早い日とする

　一時保護所の定員超過解消のため、定員超過解消計画の採択を受けた自治体が一時
保護専用施設を設置する際に必要な改修を行う際の費用を補助する。

１３
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（補助基準額）

３　補助基準額については、別表に定めるとおりとする。

（注１４）③欄の「令和４年度交付要綱（第二次）」とは、令和４年１２月２３日厚生労働省発子１２２３第２号厚生労働事務次官通知の別紙「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安
心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注４）③欄の「２３年度交付要綱」とは、平成２３年６月２３日厚生労働省発雇児０６２３第１号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２３年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基
金）交付要綱」のことを言う。

（注５）③欄の「２４年度交付要綱」とは、平成２４年１２月２８日２４文科初第９８７号・厚生労働省発雇児１２２８第３号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２４
年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注６）③欄の「２５年度交付要綱」とは、平成２６年２月６日２５文科初第１２４６号・厚生労働省発雇児0206第8号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２５年度子
育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注３）③欄の「２２年度交付要綱」とは平成２３年１月１７日２２文科初第１３５３号・厚生労働省発雇児０１１７第１号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２２年
度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注１５）④欄の「市」または「市町村」には、特段の記載がない限りは指定都市・中核市・児童相談所設置市を含む。

（注１３）③欄の「令和４年度交付要綱」とは、令和４年６月２３日厚生労働省発子０６２３第１号厚生労働事務次官通知の別紙「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基
金）交付要綱」のことを言う。

（注１２）③欄の「令和３年度交付要綱」とは、令和４年２月２１日厚生労働省発子0221第３号厚生労働事務次官通知の別紙「令和３年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交
付要綱」のことを言う。

（注１１）③欄の「令和２年度交付要綱（第二次）」とは、令和３年２月３日厚生労働省発子０２０３第４号厚生労働事務次官通知の別紙「令和２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こ
ども基金）交付要綱」のことを言う。

（注７）③欄の「２６年度交付要綱」とは、平成２６年３月２０日２５文科初第１４４５号・厚生労働省発雇児0320第5号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２６年度
子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注８）③欄の「２７年度交付要綱」とは、平成２８年３月１１日厚生労働省発雇児０３１１第１３号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２７年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども
基金）交付要綱」のことを言う。

（注９）③欄の「２８年度交付要綱」とは、平成２９年１月３０日厚生労働省発雇児０１３０第１号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２８年度（平成２７年度からの繰越分）子育て支援対策
臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注１０）③欄の「令和２年度交付要綱」とは、令和２年４月２４日府子本第４３８号内閣総理大臣通知の別紙「令和２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のこ
とを言う。

（注１）③欄の「２０年度交付要綱」とは平成２１年３月５日２０文科初第１２７８号・厚生労働省発雇児第0305005号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２０年度子
育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注２）③欄の「２１年度交付要綱」とは平成２１年７月１日２１文科初第６４７６号・厚生労働省発雇児0701第9号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２１年度子育
て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（補助基準額）

３　補助基準額については、別表に定めるとおりとする。

（注１４）③欄の「令和４年度交付要綱（第二次）」とは、令和４年１２月２３日厚生労働省発子１２２３第２号厚生労働事務次官通知の別紙「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安
心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注４）③欄の「２３年度交付要綱」とは、平成２３年６月２３日厚生労働省発雇児０６２３第１号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２３年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基
金）交付要綱」のことを言う。

（注５）③欄の「２４年度交付要綱」とは、平成２４年１２月２８日２４文科初第９８７号・厚生労働省発雇児１２２８第３号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２４
年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注６）③欄の「２５年度交付要綱」とは、平成２６年２月６日２５文科初第１２４６号・厚生労働省発雇児0206第8号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２５年度子
育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注３）③欄の「２２年度交付要綱」とは平成２３年１月１７日２２文科初第１３５３号・厚生労働省発雇児０１１７第１号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２２年
度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注１５）④欄の「市」または「市町村」には、特段の記載がない限りは指定都市・中核市・児童相談所設置市を含む。

（注１３）③欄の「令和４年度交付要綱」とは、令和４年６月２３日厚生労働省発子０６２３第１号厚生労働事務次官通知の別紙「令和４年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基
金）交付要綱」のことを言う。

（注１２）③欄の「令和３年度交付要綱」とは、令和４年２月２１日厚生労働省発子0221第３号厚生労働事務次官通知の別紙「令和３年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交
付要綱」のことを言う。

（注１１）③欄の「令和２年度交付要綱（第二次）」とは、令和３年２月３日厚生労働省発子０２０３第４号厚生労働事務次官通知の別紙「令和２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こ
ども基金）交付要綱」のことを言う。

（注７）③欄の「２６年度交付要綱」とは、平成２６年３月２０日２５文科初第１４４５号・厚生労働省発雇児0320第5号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２６年度
子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注８）③欄の「２７年度交付要綱」とは、平成２８年３月１１日厚生労働省発雇児０３１１第１３号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２７年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども
基金）交付要綱」のことを言う。

（注９）③欄の「２８年度交付要綱」とは、平成２９年１月３０日厚生労働省発雇児０１３０第１号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２８年度（平成２７年度からの繰越分）子育て支援対策
臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注１０）③欄の「令和２年度交付要綱」とは、令和２年４月２４日府子本第４３８号内閣総理大臣通知の別紙「令和２年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のこ
とを言う。

（注１）③欄の「２０年度交付要綱」とは平成２１年３月５日２０文科初第１２７８号・厚生労働省発雇児第0305005号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２０年度子
育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。

（注２）③欄の「２１年度交付要綱」とは平成２１年７月１日２１文科初第６４７６号・厚生労働省発雇児0701第9号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成２１年度子育
て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。
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（別表）補助基準額表

（通則）

ア　各事業における基準額は、以下の表のとおりとする。

１．保育サービス等の充実

（１）保育所等整備事業

　○保育所緊急整備事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

保育所開設準備費加算

土地借料補助加算

イ　都市部とは、助成決定年度又はその前年度における４月１日現在の人口密度が、1,000人／k㎡以上の市町村をいう。

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

340,200 374,400

378,300 415,900

258,800 284,700

299,600 329,600

165,600 182,200

215,200 236,800

124,800 137,600

145,300 159,700

119,200 131,100

定員71～100名 29

定員101～130名 23

定員31～40名 41

定員41～70名 35

定員20名以下 62

定員21～30名 47

18,040

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

418,800 460,800

465,500 512,000

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保

育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」

（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち

　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、

　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。

　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備

                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

26,700

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

3,970 4,330

定員131～160名 22

定員161名以上 21

（別表）補助基準額表

（通則）

ア　各事業における基準額は、以下の表のとおりとする。

１．保育サービス等の充実

（１）保育所等整備事業

　○保育所緊急整備事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

保育所開設準備費加算

土地借料補助加算

イ　都市部とは、助成決定年度又はその前年度における４月１日現在の人口密度が、1,000人／k㎡以上の市町村をいう。

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

315,900 347,600

351,200 386,100

240,300 264,400

278,200 306,100

153,800 169,200

199,800 219,900

115,900 127,700

135,000 148,300

110,700 121,700

定員71～100名 27

定員101～130名 21

定員31～40名 38

定員41～70名 32

定員20名以下 57

定員21～30名 43

16,750

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

388,900 427,800

432,200 475,400

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保
育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第
0612004号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。で算定すること。

　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備
                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

24,800

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

3,680 4,020

定員131～160名 20

定員161名以上 19



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

保育所開設準備費加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

215,200 236,800

258,800 284,700

145,300 159,700

165,600 182,200

119,200 131,100

124,800 137,600

保育所緊急整備事業（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

定員21～30名 47

定員31～40名 41

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借地権設定の
ための一時金加算を除く）の５％

次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 62

465,500 512,000

18,050

378,300 415,900

418,800 460,800

299,600 329,600

340,200 374,400

保育所の設置に必要な土地について、当該保育所が所在する地域を所管する国税局長が定
める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額（路線価が定めら
れていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額）の２分
の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

16,900 18,600

定員161名以上 21

52,200

定員101～130名 23

定員131～160名 22

定員41～70名 35

定員71～100名 29

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保
育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ
て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。

　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備
                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

保育所開設準備費加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

199,800 219,900

240,300 264,400

135,000 148,300

153,800 169,200

110,700 121,700

115,900 127,700

保育所緊急整備事業（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

定員21～30名 43

定員31～40名 38

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借地権設定の
ための一時金加算を除く）の５％

次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 57

432,200 475,400

16,760

351,200 386,100

388,900 427,800

278,200 306,100

315,900 347,600

保育所の設置に必要な土地について、当該保育所が所在する地域を所管する国税局長が定
める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額（路線価が定めら
れていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額）の２分
の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

15,690 17,270

定員161名以上 19

48,400

定員101～130名 21

定員131～160名 20

定員41～70名 32

定員71～100名 27

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保

育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第

0612004号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち

　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、

　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。で算定すること。

　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備

                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

157,200 173,000

164,800 181,400

保育所緊急整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

614,500 675,900

23,700

499,400 548,900

552,900 608,300

395,500 435,200

449,300 494,200

284,100 312,500

341,600 375,800

191,900 210,900

218,600 240,700

定員101～130名 23

定員131～160名 22

定員41～70名 35

定員71～100名 29

定員21～30名 47

定員31～40名 41

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

保育所開設準備費加算 次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 62

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ
て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち

　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること

　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備
                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保
育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

5,110 5,640

定員161名以上 21

35,000

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

146,000 160,700

153,000 168,400

保育所緊急整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

570,600 627,600

22,010

463,700 509,700

513,400 564,800

367,200 404,100

417,200 458,900

263,800 290,200

317,200 348,900

178,200 195,800

203,000 223,500

定員101～130名 21

定員131～160名 20

定員41～70名 32

定員71～100名 27

定員21～30名 43

定員31～40名 38

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

保育所開設準備費加算 次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 57

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第
0612004号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち

　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。で算定すること。

　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備
                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保
育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

4,740 5,240

定員161名以上 19

32,500



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

保育所緊急整備事業（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて
緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

395,500 435,200

449,300 494,200

284,100 312,500

341,600 375,800

191,900 210,900

218,600 240,700

157,200 173,000

164,800 181,400

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

定員41～70名 35

定員71～100名 29

定員21～30名 47

定員31～40名 41

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借地権設定の
ための一時金加算を除く）の５％

保育所開設準備費加算 次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 62

614,500 675,900

23,700

499,400 548,900

552,900 608,300

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

保育所の設置に必要な土地について、当該保育所が所在する地域を所管する国税局長が定
める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額（路線価が定めら
れていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額）の２分
の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

21,820 24,130

定員161名以上 21

68,500

定員101～130名 23

定員131～160名 22

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保
育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ

て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち

　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、

　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備

                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

保育所緊急整備事業（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて
緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

367,200 404,100

417,200 458,900

263,800 290,200

317,200 348,900

178,200 195,800

203,000 223,500

146,000 160,700

153,000 168,400

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

定員41～70名 32

定員71～100名 27

定員21～30名 43

定員31～40名 38

本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借地権設定の
ための一時金加算を除く）の５％

保育所開設準備費加算 次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 57

570,600 627,600

22,010

463,700 509,700

513,400 564,800

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して保育所を整備する場合に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、保育所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

保育所の設置に必要な土地について、当該保育所が所在する地域を所管する国税局長が定
める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額（路線価が定めら
れていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額）の２分
の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

20,260 22,400

定員161名以上 19

63,600

定員101～130名 21

定員131～160名 20

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して保
育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第

0612004号）を準用して整備すること。

※　幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち

　　「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
　　「保育所緊急整備事業の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。で算定すること。
　　（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園施設整備

                                           交付金の特殊附帯工事の基準額を国庫負担割合で割り戻した額）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

2,705 2,975 5,185 5,704

2,384 2,625 4,248 4,673

標準 都市部

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準 都市部

9,604 10,564 19,646 21,610

7,682 8,451 15,716 17,288

6,401 7,042 13,096 14,406

4,539 4,994 8,731 9,604

3,606 3,968 6,286 6,914

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定

員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体

面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

17,288 19,018 32,221 35,445

15,367 16,904 28,641 31,505

13,446 14,790 25,060 27,566

11,524 12,678 21,481 23,629

3,568 3,928 6,845 7,529

3,147 3,462 5,607 6,168

標準 都市部 標準 都市部

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

保育所緊急整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

12,677 13,944 25,934 28,528

10,140 11,155 20,744 22,820

8,450 9,295 17,287 19,017

5,990 6,590 11,524 12,677

4,762 5,238 8,297 9,126

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定

員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体

面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

22,820 25,104 42,532 46,785

20,282 22,312 37,807 41,587

17,749 19,522 33,081 36,388

15,212 16,733 28,353 31,190

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

2,511 2,762 4,814 5,296

2,214 2,437 3,945 4,338

標準 都市部

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準 都市部

8,917 9,809 18,241 20,065

7,133 7,847 14,593 16,052

5,943 6,539 12,160 13,376

4,215 4,637 8,106 8,917

3,348 3,684 5,836 6,419

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体

面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

16,052 17,658 29,917 32,911

14,268 15,696 26,593 29,253

12,485 13,733 23,268 25,595

10,700 11,771 19,945 21,939

3,313 3,647 6,356 6,990

2,922 3,215 5,206 5,727

標準 都市部 標準 都市部

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

保育所緊急整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

11,770 12,947 24,080 26,488

9,415 10,358 19,261 21,189

7,846 8,630 16,051 17,657

5,562 6,118 10,700 11,770

4,422 4,864 7,704 8,474

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定

員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

21,189 23,309 39,491 43,440

18,832 20,717 35,104 38,613

16,480 18,127 30,716 33,786

14,125 15,537 26,326 28,960

※幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　○小規模保育整備事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算 26,700

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

3,970 4,330

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

62

119,200 131,100

18,050

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ
て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小
規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

　○小規模保育整備事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算 24,800

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

3,680 4,020

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

57

110,700 121,700

16,760

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第
0612004号）を準用して整備すること。

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小
規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

18,050

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借
地権設定のための一時金加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

62

119,200 131,100

小規模保育整備事業（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小

規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ

て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

16,900 18,600

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

52,200

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を
所管する国税局長が定める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出さ
れた額（路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定め
る倍率を乗じた額）の２分の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

16,760

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借
地権設定のための一時金加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

57

110,700 121,700

小規模保育整備事業（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小

規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第

0612004号）を準用して整備すること。

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

15,690 17,270

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

48,400

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を
所管する国税局長が定める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出さ
れた額（路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定め
る倍率を乗じた額）の２分の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

小規模保育整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小
規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

35,000

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

5,110 5,640

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

62

157,200 173,000

23,700

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ
て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

小規模保育整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小
規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

32,500

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

4,740 5,240

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

57

146,000 160,700

22,010

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第
0612004号）を準用して整備すること。



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

68,500

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を
所管する国税局長が定める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出さ
れた額（路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定め
る倍率を乗じた額）の２分の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借
地権設定のための一時金加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

62

157,200 173,000

23,700

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

小規模保育整備事業（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて
緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小

規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ

て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

21,820 24,130

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）

単位：千円

定員20名以下

特殊附帯工事

設計料加算

土地借料補助加算

定期借地権設定のため
の一時金加算

63,600

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を
所管する国税局長が定める路線価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出さ
れた額（路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定め
る倍率を乗じた額）の２分の１

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

本体工事費に係る基準額（小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算、定期借
地権設定のための一時金加算を除く）の５％

小規模保育事業所
開設準備費加算

次に掲げる基準額に増加定員数を乗じて加算

57

146,000 160,700

22,010

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

小規模保育整備事業（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて
緊急的に対応する施策に基づいて実施される事業に係る分）

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設など）を活用して小

規模保育事業所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第

0612004号）を準用して整備すること。

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※土地借料補助加算については、新たに土地を貸借して小規模保育事業所を整備する場合に加算すること。

20,260 22,400

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（設計料加算、小規模保育事業所開設準備費加算、土地借料補助加算を除く。小数点以下切捨て。）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇賃貸物件による保育所整備事業  略 

〇子育て支援のための拠点施設整備事業  略 

○子育て支援のための拠点施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）  略 

○放課後児童クラブ設置促進事業  略 

 

（３）家庭的保育改修等事業  略 

（４）「待機児童解消加速化プラン」強化事業  略 

（５）子育て支援交付金からの移行事業  略 

（６）保育士人材確保等事業  略 

（７）電力需給対策に対応した特別事業等  略 

 

 

 

 

〇賃貸物件による保育所整備事業  略 

〇子育て支援のための拠点施設整備事業  略 

○子育て支援のための拠点施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）  略 

○放課後児童クラブ設置促進事業  略 

 

（３）家庭的保育改修等事業  略 

（４）「待機児童解消加速化プラン」強化事業  略 

（５）子育て支援交付金からの移行事業  略 

（６）保育士人材確保等事業  略 

（７）電力需給対策に対応した特別事業等  略 

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

単位：千円

定員20名以下

標準 都市部

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準 都市部

3,147 3,462 5,607 6,168

標準 都市部 標準 都市部

小規模保育整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

2,384 2,625 4,248 4,673

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

単位：千円

定員20名以下

標準 都市部

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準 都市部

2,922 3,215 5,206 5,727

標準 都市部 標準 都市部

小規模保育整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

2,214 2,437 3,945 4,338

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

（８）認定こども園整備等事業

　○認定こども園整備事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

209,600

238,200

264,500

116,000

150,400

181,100

83,300

87,400

101,500

※幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分と児童福祉施設としての保育を実施する部分の両方に特殊附帯工事の基準

額を計上する場合、以下の算出方法で得た額を基準額とすること。

１．特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備費」・「消融雪設備整備」を行う場合

　整備後の幼稚園部分（１号認定の子どもに係る部分）の定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、基準額に乗じて得た額（千円未満切捨）を認

定こども園整備事業の基準額とすること。

２．特殊附帯工事対象事業のうち「屋外教育環境整備」のみを行う場合

　「屋外教育環境整備」は認定こども園整備事業における対象事業であるため、基準額については認定こども園整備事業に計上すること。

３．特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備費」・「消融雪設備整備」及び「屋外教育環境整備」を行う場合

　次の手順により、基準額の按分を行うこと。

①　「屋外教育環境整備」に係る対象工事費を特殊附帯工事全体に係る対象工事費で除して得た数を基準額に乗じて得た額（千円未満切捨）を算定

し、「屋外教育環境整備」に係る基準額とすること。

②　整備後の幼稚園部分（１号認定の子どもに係る部分）の定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、基準額から上記①の「屋外教育環境整

備」に係る基準額を引いた額に乗じて得た額（千円未満切捨）を算定し、「屋外教育環境整備以外の特殊附帯工事」に係る基準額（１号認定子ども分）

とすること。

③　「屋外教育環境整備」に係る基準額と「屋外教育環境整備以外の特殊附帯工事（１号認定子ども分）」に係る基準額の合計を認定こども園整備事

業（文部科学省関係分）の基準額とすること。

イ　保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合は、次の
表のとおりとする。

基準額（１施設当たり）

ア　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
部分を整備する場合

　　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
を整備する場合には、（別表）補助基準額表の１（１）保育所緊急整備事業に定める当該幼稚園の定員規模に該当す
る基準額とすること。また、特殊附帯工事の対象事業については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学
前教育・保育施設整備交付金における特殊付帯工事の取扱いについて」（令和5年8月22日こ成事第423号）別紙に
掲げる対象事業と同様とする。

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する

基準額とすること。

293,100

325,700

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

（８）認定こども園整備等事業

　○認定こども園整備事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

194,600

221,200

245,600

107,700

139,700

168,100

77,300

81,100

94,300

※幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分と児童福祉施設としての保育を実施する部分の両方に特殊附帯工事の基準

額を計上する場合、以下の算出方法で得た額を基準額とすること。
１．特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合

　整備後の幼稚園部分（１号認定の子どもに係る部分）の定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、基準額に乗じて得た額（千円未満切捨）を認
定こども園整備事業の基準額とすること。
２．特殊附帯工事対象事業のうち「屋外教育環境整備」のみを行う場合

　「屋外教育環境整備」は認定こども園整備事業における対象事業であるため、基準額については認定こども園整備事業に計上すること。
３．特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」及び「屋外教育環境整備」を行う場合

　次の手順により、基準額の按分を行うこと。
①　「屋外教育環境整備」に係る対象工事費を特殊附帯工事全体に係る対象工事費で除して得た数を基準額に乗じて得た額（千円未満切捨）を算定
し、「屋外教育環境整備」に係る基準額とすること。

②　整備後の幼稚園部分（１号認定の子どもに係る部分）の定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、基準額から上記①の「屋外教育環境整
備」に係る基準額を引いた額に乗じて得た額（千円未満切捨）を算定し、「屋外教育環境整備以外の特殊附帯工事」に係る基準額（１号認定子ども分）
とすること。

③　「屋外教育環境整備」に係る基準額と「屋外教育環境整備以外の特殊附帯工事（１号認定子ども分）」に係る基準額の合計を認定こども園整備事
業（文部科学省関係分）の基準額とすること。

イ　保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合は、次の
表のとおりとする。

基準額（１施設当たり）

ア　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
部分を整備する場合

　　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
を整備する場合には、（別表）補助基準額表の１（１）保育所緊急整備事業に定める当該幼稚園の定員規模に該当す
る基準額とすること。また、特殊附帯工事の対象事業については、認定こども園施設整備交付金交付要綱（平成27年
5月21日文部科学大臣裁定）に定める特殊附帯工事対象事業と同様とする。

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する

基準額とすること。

272,100

302,400

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

314,500

349,300

387,000

198,600

239,000

276,800

115,400

134,200

153,100

認定こども園整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

109,900

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する
基準額とすること。

430,000

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

292,100

324,300

359,300

184,400

221,900

257,000

107,200

124,600

142,200

認定こども園整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

102,000

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する
基準額とすること。

399,300

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

1,893 3,630

2,523 4,399

1,669 2,972

　　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
を整備する場合には、（別表）補助基準額表の１（１）保育所緊急整備事業に定める当該幼稚園の定員規模に該当す
る基準額とすること。

イ　保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合は、次の
表のとおりとする。

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

ア　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
部分を整備する場合

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体

面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する
基準額とすること。

10,756 20,048

12,103 22,554

8,067 15,034

9,413 17,542

5,376 11,001

6,722 13,750

3,177 6,110

4,479 9,166

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

1,758 3,370

2,343 4,085

1,550 2,760

　　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
を整備する場合には、（別表）補助基準額表の１（１）保育所緊急整備事業に定める当該幼稚園の定員規模に該当す
る基準額とすること。

イ　保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合は、次の
表のとおりとする。

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

ア　幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園
部分を整備する場合

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基

準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体

面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する
基準額とすること。

9,987 18,614

11,237 20,941

7,490 13,959

8,740 16,287

4,992 10,214

6,241 12,767

2,950 5,673

4,159 8,511



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

8,872 18,152

10,649 19,846

5,914 12,103

7,097 14,519

3,332 5,806

4,192 8,066

2,203 3,924

2,499 4,790

認定こども園整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する
基準額とすること。

15,972 29,771

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

12,423 23,155

14,200 26,461

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

8,238 16,854

9,887 18,427

5,492 11,237

6,590 13,481

3,093 5,391

3,892 7,489

2,045 3,644

2,320 4,448

認定こども園整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園型認定こども園の保育所機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する
基準額とすること。

14,830 27,642

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、さらにその定める方法により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基
準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

11,535 21,499

13,185 24,569



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　○幼稚園耐震化促進事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

124,800 137,600

145,300 159,700

119,200 131,100

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

18,050

本体工事費に係る基準額の５％

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法

により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（設計料加算を除く。小数点以下切捨て。）

418,800 460,800

465,500 512,000

340,200 374,400

378,300 415,900

258,800 284,700

299,600 329,600

165,600 182,200

215,200 236,800

2,705 2,975 5,185 5,704

2,384 2,625 4,248 4,673

標準 都市部

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準 都市部

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する

面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※特殊附帯工事の対象事業については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊付帯工事の取

扱いについて」（令和5年8月22日こ成事第423号）別紙に掲げる対象事業と同様とする。

9,604 10,564 19,646 21,610

7,682 8,451 15,716 17,288

6,401 7,042 13,096 14,406

4,539 4,994 8,731 9,604

3,606 3,968 6,286 6,914

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法

により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定

員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体

面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

17,288 19,018 32,221 35,445

15,367 16,904 28,641 31,505

13,446 14,790 25,060 27,566

11,524 12,678 21,481 23,629

　○幼稚園耐震化促進事業

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

115,900 127,700

135,000 148,300

110,700 121,700

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

16,760

本体工事費に係る基準額の５％

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法
により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（設計料加算を除く。小数点以下切捨て。）

388,900 427,800

432,200 475,400

315,900 347,600

351,200 386,100

240,300 264,400

278,200 306,100

153,800 169,200

199,800 219,900

2,511 2,762 4,814 5,296

2,214 2,437 3,945 4,338

標準 都市部

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準 都市部

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※特殊附帯工事の対象事業については、認定こども園施設整備交付金交付要綱（平成27年5月21日文部科学大臣裁定）に定める特殊附帯工事対

象事業と同様とする。

8,917 9,809 18,241 20,065

7,133 7,847 14,593 16,052

5,943 6,539 12,160 13,376

4,215 4,637 8,106 8,917

3,348 3,684 5,836 6,419

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法
により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定

員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

16,052 17,658 29,917 32,911

14,268 15,696 26,593 29,253

12,485 13,733 23,268 25,595

10,700 11,771 19,945 21,939



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

284,100 312,500

341,600 375,800

191,900 210,900

218,600 240,700

157,200 173,000

164,800 181,400

幼稚園耐震化促進事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※特殊附帯工事の対象事業については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊付帯工事の取
扱いについて」（令和5年8月22日こ成事第423号）別紙に掲げる対象事業と同様とする。

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

本体工事費に係る基準額の５％

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法

により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（設計料加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

614,500 675,900

23,700

499,400 548,900

552,900 608,300

395,500 435,200

449,300 494,200

5,990 6,590 11,524 12,677

4,762 5,238 8,297 9,126

3,568 3,928 6,845 7,529

3,147 3,462 5,607 6,168

標準 都市部 標準 都市部

17,749 19,522 33,081 36,388

15,212 16,733 28,353 31,190

12,677 13,944 25,934 28,528

10,140 11,155 20,744 22,820

8,450 9,295 17,287 19,017

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法
により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

22,820 25,104 42,532 46,785

20,282 22,312 37,807 41,587

　　＜本体工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

特殊附帯工事

設計料加算

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞

単位：千円

定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

263,800 290,200

317,200 348,900

178,200 195,800

203,000 223,500

146,000 160,700

153,000 168,400

幼稚園耐震化促進事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※特殊附帯工事の対象事業については、認定こども園施設整備交付金交付要綱（平成27年5月21日文部科学大臣裁定）に定める特殊附帯工事対
象事業と同様とする。

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事 仮設施設整備工事

本体工事費に係る基準額の５％

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法

により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（設計料加算を除く。小数点以下切捨て。）

※増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数
の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する
面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

570,600 627,600

22,010

463,700 509,700

513,400 564,800

367,200 404,100

417,200 458,900

5,562 6,118 10,700 11,770

4,422 4,864 7,704 8,474

3,313 3,647 6,356 6,990

2,922 3,215 5,206 5,727

標準 都市部 標準 都市部

16,480 18,127 30,716 33,786

14,125 15,537 26,326 28,960

11,770 12,947 24,080 26,488

9,415 10,358 19,261 21,189

7,846 8,630 16,051 17,657

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、さらにその定める方法
により算定された基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下切捨て。）

※一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定
員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体
面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て。）

21,189 23,309 39,491 43,440

18,832 20,717 35,104 38,613



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　○認定こども園事業費

①機能部分に対する補助 単位：円

４歳以上児

３歳児

１・２歳児

乳児

②幼稚園で実施する長時間預かり保育に対する補助 単位：円

４歳以上児

３歳児

２歳児

（９）小規模保育事業

　○小規模保育設置促進事業

単位：千円

小規模保育設置促進事業（A型、B型）

　　賃借料補助（契約家賃）

　　改修費等補助

小規模保育運営支援事業（C型）

　　賃借料補助（契約家賃）

　　改修費等補助

13,000 18,000

13,000 22,000

年齢区分
基準額（１人当たり月額）

保育所型幼稚園機能部分 幼稚園型保育所機能部分

基準額

１事業所当たり 41,000

46,000

9,000

11,000

年齢区分
基準額（１人当たり月額）

長時間預かり保育

－ 57,000

－ 107,000

　　　　①待機児童解消に向けて緊急的に
    　　　 対応する施策に基づいて実施さ
  　　　　 れる事業として行う場合

１事業所当たり 34,946

家庭的保育者１人当たり 990

　　　　③上記①、②以外の場合 １事業所当たり 24,026

　　　　②子ども・子育て支援法に基づく協
　　　　　 議会に参加する自治体への支援
       　　策に基づいて実施される事業とし
　　　　　 て行う場合

１事業所当たり 38,223

　　　　①待機児童解消に向けて緊急的に
    　　　 対応する施策に基づいて実施さ
  　　　　 れる事業として行う場合

１事業所当たり 34,946

　　　　③上記①、②以外の場合 １事業所当たり 24,026

　　　　②子ども・子育て支援法に基づく協
　　　　　 議会に参加する自治体への支援
       　　策に基づいて実施される事業とし
　　　　　 て行う場合

１事業所当たり 38,223

　○認定こども園事業費

①機能部分に対する補助 単位：円

４歳以上児

３歳児

１・２歳児

乳児

②幼稚園で実施する長時間預かり保育に対する補助 単位：円

４歳以上児

３歳児

２歳児

（９）小規模保育事業

　○小規模保育設置促進事業

単位：千円

小規模保育設置促進事業（A型、B型）

　　賃借料補助（契約家賃）

　　改修費等補助

小規模保育運営支援事業（C型）

　　賃借料補助（契約家賃）

　　改修費等補助

13,000 18,000

13,000 22,000

年齢区分
基準額（１人当たり月額）

保育所型幼稚園機能部分 幼稚園型保育所機能部分

基準額

１事業所当たり 41,000

46,000

9,000

11,000

年齢区分
基準額（１人当たり月額）

長時間預かり保育

－ 57,000

－ 107,000

　　　　①待機児童解消に向けて緊急的に
    　　　 対応する施策に基づいて実施さ
  　　　　 れる事業として行う場合

１事業所当たり 32,448

家庭的保育者１人当たり 990

　　　　③上記①、②以外の場合 １事業所当たり 22,308

　　　　②子ども・子育て支援法に基づく協
　　　　　 議会に参加する自治体への支援
       　　策に基づいて実施される事業とし
　　　　　 て行う場合

１事業所当たり 35,490

　　　　①待機児童解消に向けて緊急的に
    　　　 対応する施策に基づいて実施さ
  　　　　 れる事業として行う場合

１事業所当たり 32,448

　　　　③上記①、②以外の場合 １事業所当たり 22,308

　　　　②子ども・子育て支援法に基づく協
　　　　　 議会に参加する自治体への支援
       　　策に基づいて実施される事業とし
　　　　　 て行う場合

１事業所当たり 35,490



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　○小規模保育運営支援事業

①基本分単価（１人当たり月額）

単位：円

年齢区分

４歳以上児

３歳児

１・２歳児

乳児

３（１）①イに該当する場合
単位：円

年齢区分

４歳以上児

３歳児

１・２歳児

乳児

②連携施設経費
単位：円

（１０）利用者支援事業
　　実施施設ごとに以下に定める「基本型」又は「特定型」のいずれかを選択して実施すること。

単位：千円

基準額
（一施設当

たり）

基本型 1,681

特定型 660

88,900 76,000 85,600

30,800 30,800 30,800

25,300 25,300 25,300

３（１）①アに該当する場合

A型 B型 C型

139,300 112,600 73,100

74,100 61,200 73,100

20,400 20,400 20,400

15,900 15,900 15,900

A型 B型 C型

157,100 130,400 85,600

区　分

以下の取り組みをいずれも実施すること。

　１．①教育施設、
　　　②保育施設、
　　　③地域の子育て支援事業等

　　　の全てを対象として、情報集約・提供、相談、利用支援等を実施していること。
　２．１の①～③の実施施設等との連絡・調整、連携、協働の体制づくりのための会議

　　　を実施すること。 （原則月１回以上実施）
　３．地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域での必要な社会資源の
　　　開発等に努めること。

　４．地域住民の多世代間交流の促進、地域のボランティアやサークルの育成・
      協働、訪問支援等地域との交流活動を実施に努めること。
　５．リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施する

      こと。

以下の取り組みをいずれも実施すること。

　１．「基本型」の１の①～③のいずれかを対象として、情報集約・提供、相談、利用
　　　支援等を実施していること。

　２．地域の実情に応じて、「基本型」の２から５について、適宜実施していること。

ただし、以下のいずれかの条件を満たす市町村に設置する場合に限り、かつ、各市町村内の０～５歳
の児童人口１０，０００人に対し１か所の割合で配置した施設数を上限とする。
　１．市町村内の認可保育所の定員充足率が市町村内全体で１００％以上であること。

　２．市町村内に認可保育所を１００施設以上有していること。
　３．児童福祉法第５６条の８に定める「特定市町村」であること。

連携施設を設定している場合

１か所当たり月額

24,600

　○小規模保育運営支援事業

①基本分単価（１人当たり月額）

単位：円

年齢区分

４歳以上児

３歳児

１・２歳児

乳児

３（１）①イに該当する場合
単位：円

年齢区分

４歳以上児

３歳児

１・２歳児

乳児

②連携施設経費
単位：円

（１０）利用者支援事業
　　実施施設ごとに以下に定める「基本型」又は「特定型」のいずれかを選択して実施すること。

単位：千円

基準額
（一施設当

たり）

基本型 1,681

特定型 660

88,900 76,000 85,600

30,800 30,800 30,800

25,300 25,300 25,300

３（１）①アに該当する場合

A型 B型 C型

139,300 112,600 73,100

74,100 61,200 73,100

20,400 20,400 20,400

15,900 15,900 15,900

A型 B型 C型

157,100 130,400 85,600

区　分

以下の取り組みをいずれも実施すること。

　１．①教育施設、
　　　②保育施設、
　　　③地域の子育て支援事業等

　　　の全てを対象として、情報集約・提供、相談、利用支援等を実施していること。
　２．１の①～③の実施施設等との連絡・調整、連携、協働の体制づくりのための会議

　　　を実施すること。 （原則月１回以上実施）
　３．地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域での必要な社会資源の
　　　開発等に努めること。

　４．地域住民の多世代間交流の促進、地域のボランティアやサークルの育成・
      協働、訪問支援等地域との交流活動を実施に努めること。
　５．リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施する

      こと。

以下の取り組みをいずれも実施すること。

　１．「基本型」の１の①～③のいずれかを対象として、情報集約・提供、相談、利用
　　　支援等を実施していること。

　２．地域の実情に応じて、「基本型」の２から５について、適宜実施していること。

ただし、以下のいずれかの条件を満たす市町村に設置する場合に限り、かつ、各市町村内の０～５歳
の児童人口１０，０００人に対し１か所の割合で配置した施設数を上限とする。
　１．市町村内の認可保育所の定員充足率が市町村内全体で１００％以上であること。

　２．市町村内に認可保育所を１００施設以上有していること。
　３．児童福祉法第５６条の８に定める「特定市町村」であること。

連携施設を設定している場合

１か所当たり月額

24,600



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）認定こども園等の環境整備等事業

　○幼児教育の質の向上のための緊急環境整備

　　＜遊具等環境整備＞

単位：千円

遊具・運動用具・教具・
保健衛生用品等

　　＜デジタルテレビ等整備＞
単位：千円

デジタルテレビ
（購入費、テレビ廃棄
料、天吊り工事費）

アンテナ工事

　○認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援

単位：円

研修支援

　○保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

単位：円

２．すべての子ども・家庭への支援

地域子育て創生事業

地域子育て特別支援事業

３．ひとり親家庭等への支援の拡充

（１）高等技能訓練促進費等事業

養成施設受講料等（1人当たり） 100,000

代替保育従事者雇上費（1日当たり） 5,920

6,250

基準額

245

200

基準額（研修参加教職員１人当たり）

基準額（１施設当たり）

2,000

基準額（１施設当たり）

基準額

別添１３の３の（１）に定める額

基準額

都道府県知事が必要と認めた額

都道府県知事が必要と認めた額

（１１）認定こども園等の環境整備等事業

　○幼児教育の質の向上のための緊急環境整備

　　＜遊具等環境整備＞

単位：千円

遊具・運動用具・教具・
保健衛生用品等

　　＜デジタルテレビ等整備＞
単位：千円

デジタルテレビ
（購入費、テレビ廃棄
料、天吊り工事費）

アンテナ工事

　○認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援

単位：円

研修支援

　○保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

単位：円

２．すべての子ども・家庭への支援

地域子育て創生事業

地域子育て特別支援事業

３．ひとり親家庭等への支援の拡充

（１）高等技能訓練促進費等事業

養成施設受講料等（1人当たり） 100,000

代替保育従事者雇上費（1日当たり） 5,920

6,250

基準額

245

200

基準額（研修参加教職員１人当たり）

基準額（１施設当たり）

2,000

基準額（１施設当たり）

基準額

別添１３の３の（１）に定める額

基準額

都道府県知事が必要と認めた額

都道府県知事が必要と認めた額



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）職業訓練を受けるひとり親家庭に対する託児サービス事業

単位：千円

託児活動費

事務費

（３）職業紹介等を行う企業等を活用したひとり親家庭に対する就業支援事業

単位：千円

賃金

事務諸経費

（４）就業・社会活動困難者への戸別訪問事業

単位：千円

戸別訪問による相談支
援等

就職活動支度の費用に
ついての支援

（５）ひとり親家庭等の在宅就業支援事業

（６）婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被害者等）等に対する就業支援事業

単位：千円

賃金

事務諸経費

４．社会的養護の拡充

（１）児童養護施設の退所者等の就業支援事業

単位：千円

賃金

事務諸経費

こども家庭庁長官が必要と認めた額又は別に定める基準に照らし都道府県知事が必要と認めた額

基準額（１チーム当たり年額）

4,482

年額　2,577

支援対象者１人当たり　50千円（実際に要した費用が50千円を下回る場合は、当該額）

基準額

4,482

1,640

基準額

月額　　862

年額　1,574

基準額（１チーム当たり年額）

基準額

1,640

1,640

基準額（１チーム当たり年額）

4,482

（２）職業訓練を受けるひとり親家庭に対する託児サービス事業

単位：千円

託児活動費

事務費

（３）職業紹介等を行う企業等を活用したひとり親家庭に対する就業支援事業

単位：千円

賃金

事務諸経費

（４）就業・社会活動困難者への戸別訪問事業

単位：千円

戸別訪問による相談支
援等

就職活動支度の費用に
ついての支援

（５）ひとり親家庭等の在宅就業支援事業

（６）婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被害者等）等に対する就業支援事業

単位：千円

賃金

事務諸経費

４．社会的養護の拡充

（１）児童養護施設の退所者等の就業支援事業

単位：千円

賃金

事務諸経費

厚生労働大臣が必要と認めた額又は別に定める基準に照らし都道府県知事が必要と認めた額

基準額（１チーム当たり年額）

4,482

年額　2,577

支援対象者１人当たり　50千円（実際に要した費用が50千円を下回る場合は、当該額）

基準額

4,482

1,640

基準額

月額　　862

年額　1,574

基準額（１チーム当たり年額）

基準額

1,640

1,640

基準額（１チーム当たり年額）

4,482
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（２）児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業
単位：千円

施設内遊具の安全対策

食品の安全対策

下記以外

地域子育て支援拠点の
環境改善

（３）児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業
単位：千円

５．児童虐待防止対策の強化

児童虐待防止対策
緊急強化事業

６．子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等

子ども・子育て支援新制
度に係る電子システム
構築等事業

７．不妊に悩む方への特定治療支援事業の充実

不妊に悩む方への特定
治療支援事業
不妊に悩む方への特定
治療支援事業（令和３年
１月１日以降治療終了
分）

不妊に悩む方への特定
治療支援事業（不妊治
療の保険適用への円滑
な移行支援分）

８．幼児教育・保育の無償化に係る事務費等

幼児教育・保育無償化
円滑化事業

8,000

学習環境改善

児童養護施設、児童自立支援施設、母子生
活支援施設、情緒障害児短期治療施設、婦
人保護施設、婦人相談所一時保護所、自立
援助ホーム、ファミリーホーム

400

里親 １里親当たり　200

6,500

児童入所施設等の生活
環境改善

8,000

里親、児童家庭支援センター、母子家庭等就
業・自立支援センター

1,000

基準額（１施設当たり）

2,300

短期研修宿泊なし 71

児童養護施設等施設職
員の研修

１人当たり（送り出し施設）

短期研修宿泊あり 131

1,018

改修費補助 8,000

基準額

都道府県社協等 １か所当たり200千円×貸出見込人数

賃貸・改修等の補助対
象の拡大

賃借料補助　年額 3,000

地域小規模児童養護施設、母子家庭等就業・
自立支援センター

1,000

長期研修

別添26の２　１３の(1)に定める額

基準額

都道府県知事が必要と認めた額

都道府県知事が必要と認めた額

基準額

別添26の３の(1)に定める額

基準額

都道府県知事が必要と認めた額

基準額

１人当たり（受入施設（長期研修の場合の
み））

215

調整機関事務費 2,988

別添26の３　１３の(1)に定める額

（２）児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業
単位：千円

施設内遊具の安全対策

食品の安全対策

下記以外

地域子育て支援拠点の
環境改善

（３）児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業
単位：千円

５．児童虐待防止対策の強化

児童虐待防止対策
緊急強化事業

６．子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等

子ども・子育て支援新制
度に係る電子システム
構築等事業

７．不妊に悩む方への特定治療支援事業の充実

不妊に悩む方への特定
治療支援事業
不妊に悩む方への特定
治療支援事業（令和３年
１月１日以降治療終了
分）

不妊に悩む方への特定
治療支援事業（不妊治
療の保険適用への円滑
な移行支援分）

８．幼児教育・保育の無償化に係る事務費等

幼児教育・保育無償化
円滑化事業

8,000

学習環境改善

児童養護施設、児童自立支援施設、母子生
活支援施設、情緒障害児短期治療施設、婦
人保護施設、婦人相談所一時保護所、自立
援助ホーム、ファミリーホーム

400

里親 １里親当たり　200

6,500

児童入所施設等の生活
環境改善

8,000

里親、児童家庭支援センター、母子家庭等就
業・自立支援センター

1,000

基準額（１施設当たり）

2,300

短期研修宿泊なし 71

児童養護施設等施設職
員の研修

１人当たり（送り出し施設）

短期研修宿泊あり 131

1,018

改修費補助 8,000

基準額

都道府県社協等 １か所当たり200千円×貸出見込人数

賃貸・改修等の補助対
象の拡大

賃借料補助　年額 3,000

地域小規模児童養護施設、母子家庭等就業・
自立支援センター

1,000

長期研修

別添26の２　１３の(1)に定める額

基準額

都道府県知事が必要と認めた額

都道府県知事が必要と認めた額

基準額

別添26の３の(1)に定める額

基準額

都道府県知事が必要と認めた額

基準額

１人当たり（受入施設（長期研修の場合の
み））

215

調整機関事務費 2,988

別添26の３　１３の(1)に定める額



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援

（１）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業

（２）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業

　

（３）子育て世帯訪問支援臨時特例事業

（４）保護者支援臨時特例事業

（５）子どもの居場所支援整備事業

（６）子どもの居場所支援臨時特例事業

　
（７）子育て短期支援整備事業

単位：千円

種目

本体工事

初度設備相当加算

特殊附帯工事

地域交流スペース加算

解体撤去工事

仮設施設整備工事

別添30に定める額

基準額

別添31に定める額

基準額

別添29に定める額

基準額

１施設当たり 13,218

１人当たり 131

１人当たり 104

１施設当たり 18,097

単位 基準額

１人当たり 2,638

別添33に定める額

基準額

別添34に定める額

基準額

別添32に定める額

基準額

※地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペー

ス）の整備について」（令和5年8月22日こ成事第435号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペースの整備」を準用して整

備すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流スペースを除く）に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算す

ること。（小数点以下切捨て。）

１人当たり 236
※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについ

て」（令和5年8月22日こ成事第423号）を準用して整備すること。

９．新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援

（１）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業

（２）母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業

　

（３）子育て世帯訪問支援臨時特例事業

（４）保護者支援臨時特例事業

（５）子どもの居場所支援整備事業

（６）子どもの居場所支援臨時特例事業

　
（７）子育て短期支援整備事業

単位：千円

種目

本体工事

初度設備相当加算

特殊附帯工事

地域交流スペース加算

解体撤去工事

仮設施設整備工事

別添30に定める額

基準額

別添31に定める額

基準額

別添29に定める額

基準額

１施設当たり 12,273

１人当たり 121

１人当たり 97

１施設当たり 16,804

単位 基準額

１人当たり 2,449

別添33に定める額

基準額

別添34に定める額

基準額

別添32に定める額

基準額

※地域交流スペース加算については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における地域福祉の推進等を図るためのスペース（地域交流スペー
ス）の整備について」（平成20年６月12日雇児発第0612008号）の「Ⅰ地域に密着した独自の事業を実施するための地域交流スペースの整備」を準用
して整備すること。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額（地域交流スペースを除く）に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算す

ること。（小数点以下切捨て。）

１人当たり 220
※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月12日　雇児発第

0612004号）を準用して整備すること。



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）子育て短期支援臨時特例事業

（9）.一時預かり利用者負担軽減事業

（10）妊婦訪問支援事業

（11）特定妊婦等支援整備事業

　
（12）特定妊婦等支援臨時特例事業

（13）社会的養護自立支援整備事業

　
（14）社会的養護自立支援実態把握事業

別添40に定める額

基準額

別添41に定める額

基準額

別添39に定める額

基準額

基準額

別添38に定める額

別添36に定める額

基準額

別添37に定める額

基準額

基準額

別添42に定める額

（８）子育て短期支援臨時特例事業

（9）.一時預かり利用者負担軽減事業

（10）妊婦訪問支援事業

（11）特定妊婦等支援整備事業

　
（12）特定妊婦等支援臨時特例事業

（13）社会的養護自立支援整備事業

　
（14）社会的養護自立支援実態把握事業

別添40に定める額

基準額

別添41に定める額

基準額

別添39に定める額

基準額

基準額

別添38に定める額

別添36に定める額

基準額

別添37に定める額

基準額

基準額

別添42に定める額



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15-1）児童相談所一時保護施設整備事業
　　＜本体施設＞

単位：千円

　

単位：千円

　

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事、特殊付帯工事＞
単位：千円

解体撤去工事
仮設施設整備工事

特殊付帯工事

個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068
初度設備相当加算 １人当たり 244
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 14,703

児童相談所一時保護施設本体 １人当たり 28,249
単位 基準額

児童相談所一時保護施設本体 １人当たり 37,667
単位 基準額

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和5年8月22日こ成事第438号）によるものとす
る。

（児童相談所一時保護施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内でこども家庭庁長官が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱いについて」（こ成
事第433号令和5年8月22日こども家庭庁成育局長通知）に準ずるものとする。

心理療法室整備加算 １施設当たり 76,539

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205

心理療法室整備加算 １施設当たり 102,052
個別対応加算Ⅲ １人当たり 8,275
個別対応加算Ⅱ １人当たり 5,517
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,758
初度設備相当加算 １人当たり 325
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 19,604

1施設当たり - 49,582

1人当たり 867 1,144

1人当たり 480 633

単位 標準
津波避難対策緊急事業計画に

基づく事業の場合

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和5年8月22日こ成事第438号）によるものとす
る。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下
切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内でこども家庭庁長官が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱について」（こ成事
第433号令和５年8月22日こども家庭庁成育局長通知）に準ずるものとする。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

（15-1）児童相談所一時保護施設整備事業
　　＜本体施設＞

単位：千円

　

単位：千円

　

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事、特殊付帯工事＞
単位：千円

解体撤去工事
仮設施設整備工事

特殊付帯工事

個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920
初度設備相当加算 １人当たり 227
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 13,652

児童相談所一時保護施設本体 １人当たり 26,230
単位 基準額

児童相談所一時保護施設本体 １人当たり 34,974
単位 基準額

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和２年４月20日子発0420第８号）によるものと

する。

（児童相談所一時保護施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内で厚生労働大臣が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱について」（雇児発

第0612005号平成20年６月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に準ずるものとする。

心理療法室整備加算 １施設当たり 71,067

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761

心理療法室整備加算 １施設当たり 94,756
個別対応加算Ⅲ １人当たり 7,684
個別対応加算Ⅱ １人当たり 5,122
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,561
初度設備相当加算 １人当たり 302
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 18,203

1施設当たり - 46,037

1人当たり 805 1,062

1人当たり 446 588

単位 標準
津波避難対策緊急事業計画に

基づく事業の場合

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和２年４月20日子発0420第８号）によるものと

する。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内で厚生労働大臣が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱について」（雇児発

第0612005号平成20年６月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に準ずるものとする。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15-2）一時保護専用施設整備事業
＜本体施設＞

単位：千円

　

心理療法室整備加算

初度設備相当加算

　

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

親子生活訓練室整備加算

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算（30人以下） １人当たり 122

乳児院本体 １人当たり 4,712
単位 基準額

１人当たり 105

年齢延長児を受け入れるための
居室等整備加算

１人当たり 1,130

１施設当たり 38,269

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 1,295

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算 １グループケア当たり 4,594

初度設備相当加算（30人を超える
部分）

１人当たり 55

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205

個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １世帯当たり 122

母子生活支援施設本体 １世帯当たり 17,060
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 7,351

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,625

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,625

初度設備相当加算 １世帯当たり 105

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１世帯当たり 9,378

心理療法室整備加算 １施設当たり 38,269
個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136

個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 122

児童養護施設本体 １人当たり 7,210
初度設備相当加算 １人当たり 32

母子家庭等子育て支援室整備加算 １人当たり 2,332

１人当たり 105

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,625

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 2,638

１グループケア当たり 11,192
心理療法室整備加算 １施設当たり 38,269

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136

個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 122

１世帯当たり 7,351
児童心理治療施設本体 １人当たり 8,530

乳児を受け入れるためのほふく室又は
養育室等を整備する場合

１人当たり 423

通所部門整備加算 １人当たり 3,557
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 7,351

１グループケア当たり 10,344
心理療法室整備加算 １施設当たり 58,819

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136

１人当たり 100

（15-2）一時保護専用施設整備事業
＜本体施設＞

単位：千円

　

心理療法室整備加算

初度設備相当加算

　

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

親子生活訓練室整備加算

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算（30人以下） １人当たり 113

乳児院本体 １人当たり 4,375
単位 基準額

１人当たり 98

年齢延長児を受け入れるための
居室等整備加算

１人当たり 1,049

１施設当たり 35,533

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 1,202

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算 １グループケア当たり 4,265

初度設備相当加算（30人を超える
部分）

１人当たり 51

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761

個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １世帯当たり 113

母子生活支援施設本体 １世帯当たり 15,840
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 6,826

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,508

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,508

初度設備相当加算 １世帯当たり 98

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１世帯当たり 8,708

心理療法室整備加算 １施設当たり 35,533
個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841

個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 113

児童養護施設本体 １人当たり 6,695
初度設備相当加算 １人当たり 30

母子家庭等子育て支援室整備加算 １人当たり 2,165

１人当たり 98

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,508

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 2,449

１グループケア当たり 10,392
心理療法室整備加算 １施設当たり 35,533

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841

個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 113

１世帯当たり 6,826
児童心理治療施設本体 １人当たり 7,920

乳児を受け入れるためのほふく室又は
養育室等を整備する場合

１人当たり 393

通所部門整備加算 １人当たり 3,303
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 6,826

１グループケア当たり 9,604
心理療法室整備加算 １施設当たり 54,614

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841

１人当たり 93



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 122

児童自立支援施設本体 １人当たり 10,132

初度設備相当加算 １人当たり 122

１人当たり 100
小規模住居型児童養育事業所 １人当たり 10,250

通所部門整備加算 １人当たり 3,557
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 7,351

１グループケア当たり 11,923
心理療法室整備加算 １施設当たり 38,269

初度設備相当加算 １人当たり 122
児童自立生活援助事業所 １人当たり 9,354

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494

※母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の基準額を適用する。

※児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の基準額を適用する。

※「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「病児保育事業の実施について（平成27年７月17日雇児発0717第12号通

知）」に基づき、病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内でこども家庭庁長官が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱について」（こ成事

第433号令和５年8月22日こども家庭庁成育局長通知）に準ずるものとする。

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205

個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和5年8月22日こ成事第438号）によるものとす

る。

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 113

児童自立支援施設本体 １人当たり 9,407

初度設備相当加算 １人当たり 113

１人当たり 93
小規模住居型児童養育事業所 １人当たり 9,517

通所部門整備加算 １人当たり 3,303
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 6,826

１グループケア当たり 11,070
心理療法室整備加算 １施設当たり 35,533

初度設備相当加算 １人当たり 113
児童自立生活援助事業所 １人当たり 8,685

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457

※母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の基準額を適用する。

※児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の基準額を適用する。

※「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「病児保育事業の実施について（平成27年７月17日雇児発0717第12号通
知）」に基づき、病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内で厚生労働大臣が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱について」（雇児発
第0612005号平成20年６月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に準ずるものとする。

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761

個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和２年４月20日子発0420第８号）によるものと
する。



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円

　

心理療法室整備加算

初度設備相当加算

　

母子家庭等子育て支援室整備加算

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

親子生活訓練室整備加算

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算（30人以下） １人当たり 124

乳児院本体 １人当たり 4,797
単位 基準額

（一時保護専用施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

１施設当たり 38,958

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 1,319

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算 １グループケア当たり 4,677

初度設備相当加算（30人を超える
部分）

１人当たり 56

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １世帯当たり 124

母子生活支援施設本体 １世帯当たり 17,368
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 7,484

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,654

１人当たり 107

年齢延長児を受け入れるための
居室等整備加算

１人当たり 1,151

初度設備相当加算 １世帯当たり 107

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１世帯当たり 9,546

心理療法室整備加算 １施設当たり 38,958
個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 124

児童養護施設本体 １人当たり 7,339

１人当たり 2,374
初度設備相当加算 １人当たり 32

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,654

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 2,686

１グループケア当たり 11,394
心理療法室整備加算 １施設当たり 38,958

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 124

１世帯当たり 7,484
児童心理治療施設本体 １人当たり 8,684

乳児を受け入れるためのほふく室又は
養育室等を整備する場合

１人当たり 431

１人当たり 107

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,654

親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 7,484

１グループケア当たり 10,530
心理療法室整備加算 １施設当たり 59,877

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

１人当たり 102
通所部門整備加算 １人当たり 3,622

単位：千円

　

心理療法室整備加算

初度設備相当加算

　

母子家庭等子育て支援室整備加算

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

親子生活訓練室整備加算

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算（30人以下） １人当たり 115

乳児院本体 １人当たり 4,454
単位 基準額

（一時保護専用施設整備事業（津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に係る分）

１施設当たり 36,173

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 1,224

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算 １グループケア当たり 4,342

初度設備相当加算（30人を超える
部分）

１人当たり 52

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １世帯当たり 115

母子生活支援施設本体 １世帯当たり 16,126
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 6,948

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,536

１人当たり 99

年齢延長児を受け入れるための
居室等整備加算

１人当たり 1,068

初度設備相当加算 １世帯当たり 99

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１世帯当たり 8,864

心理療法室整備加算 １施設当たり 36,173
個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 115

児童養護施設本体 １人当たり 6,815

１人当たり 2,204
初度設備相当加算 １人当たり 30

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,536

子育て短期支援事業のための居
室等整備加算

１人当たり 2,494

１グループケア当たり 10,580
心理療法室整備加算 １施設当たり 36,173

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 115

１世帯当たり 6,948
児童心理治療施設本体 １人当たり 8,063

乳児を受け入れるためのほふく室又は
養育室等を整備する場合

１人当たり 400

１人当たり 99

病児・病後児保育事業のための
保育室等を整備する場合

１人当たり 1,536

親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 6,948

１グループケア当たり 9,778
心理療法室整備加算 １施設当たり 55,596

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

１人当たり 95
通所部門整備加算 １人当たり 3,363



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 124

児童自立支援施設本体 １人当たり 10,314

通所部門整備加算 １人当たり 3,622
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 7,484

１グループケア当たり 12,138
心理療法室整備加算 １施設当たり 38,958

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 124

１人当たり 102
小規模住居型児童養育事業所 １人当たり 10,434

個別対応加算Ⅲ １人当たり 6,205
個別対応加算Ⅱ １人当たり 4,136
個別対応加算Ⅰ １人当たり 2,068

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 28,494
初度設備相当加算 １人当たり 124

児童自立生活援助事業所 １人当たり 9,522

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和5年8月22日こ成事第438号）によるものとす
る。

※母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の基準額を適用する。

※児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の基準額を適用する。

※「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「病児保育事業の実施について（平成27年７月17日雇児発0717第12号通
知）」に基づき、病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下
切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内でこども家庭庁長官が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱について」（こ成事
第433号令和5年8月22日こども家庭庁成育局長通知）に準ずるものとする。

　

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ整備加算

初度設備相当加算

個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920
一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 115

児童自立支援施設本体 １人当たり 9,577

通所部門整備加算 １人当たり 3,363
親子生活訓練室整備加算 １世帯当たり 6,948

１グループケア当たり 11,270
心理療法室整備加算 １施設当たり 36,173

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 115

１人当たり 95
小規模住居型児童養育事業所 １人当たり 9,688

個別対応加算Ⅲ １人当たり 5,761
個別対応加算Ⅱ １人当たり 3,841
個別対応加算Ⅰ １人当たり 1,920

一時保護専用施設設置加算 １人当たり 26,457
初度設備相当加算 １人当たり 115

児童自立生活援助事業所 １人当たり 8,842

※大規模修繕等については、対象経費の実支出額を基準額とすること。

※個別対応加算Ⅰ～Ⅲの取扱については、「児童相談所一時保護施設の個別対応加算について」（令和２年４月20日子発0420第８号）によるものと
する。

※母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の基準額を適用する。

※児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の基準額を適用する。

※「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「病児保育事業の実施について（平成27年７月17日雇児発0717第12号通
知）」に基づき、病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29
年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第
3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下
切捨て。）

※改築整備に係る初度設備相当加算は、基準額の２分の１以内で厚生労働大臣が必要と認めたポイントであること。

※一部改築に係る基準額は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱について」（雇児発
第0612005号平成20年６月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に準ずるものとする。



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞
単位：千円

乳児院
母子生活支援施設
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
小規模住居型児童養育
事業所

児童自立支援施設

＜特殊付帯工事＞
単位：千円

乳児院、母子生活支援
施設、児童養護施設、児
童心理治療施設、児童
自立支援施設、小規模
住居型児童養育事業
所、児童自立支援施設

（15-3）児童相談所一時保護所の生活向上のための環境改善事業

（15-4）一時保護専用施設改修費支援事業

標準
津波避難対策緊急事
業計画に基づく事業の

場合

基準額（1人当たり）
解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準
津波避難対策緊急事
業計画に基づく事業の

場合

505 668 892 1,178
401 531 757 1,001
350 463 625 826
828 1,094 1,504 1,987
226 298 401 531

基準額

別添４３の４に定める額

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

基準額

別添４３の３に定める額

1施設当たり - 24,791

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

単位 標準
津波避難対策緊急事業計画に

基づく事業の場合

788 1,041 3,277 4,326

885 1,168 3,692 4,873

　　＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞
単位：千円

乳児院
母子生活支援施設
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
小規模住居型児童養育
事業所

児童自立支援施設

＜特殊付帯工事＞
単位：千円

乳児院、母子生活支援
施設、児童養護施設、児
童心理治療施設、児童
自立支援施設、小規模
住居型児童養育事業
所、児童自立支援施設

（15-3）児童相談所一時保護所の生活向上のための環境改善事業

（15-4）一時保護専用施設改修費支援事業

標準
津波避難対策緊急事
業計画に基づく事業の

場合

基準額（1人当たり）
解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準
津波避難対策緊急事
業計画に基づく事業の

場合

469 620 828 1,094
373 493 703 929
325 429 581 767
769 1,016 1,397 1,845
209 276 373 493

基準額

別添４３の４に定める額

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

基準額

別添４３の３に定める額

1施設当たり - 23,018

※豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29

年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第

3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、上記基準額に対して、０．０８を乗じて得られた基準額を加算すること。（小数点以下

切捨て。）

単位 標準
津波避難対策緊急事業計画に

基づく事業の場合

732 967 3,043 4,017

822 1,084 3,428 4,525



改正後 改正前 
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（別紙様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭庁長官

文部科学大臣

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

殿

（注１）平成２０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

番 号

（元号）○○年○○月○○日

都道府県知事

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（元号）○○年度安心こども基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告について

１　基金保有実績

（平成２０年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

内閣総理大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

殿

（注１）平成２０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

番 号

（元号）○○年○○月○○日

都道府県知事

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（元号）○○年度安心こども基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告について

１　基金保有実績

（平成２０年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（平成２２年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２１年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２１年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（平成２２年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２１年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２１年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２４年度交付分）

省

別

（平成２３年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２４年度交付分）

省

別

（平成２３年度交付分）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

合計額
（ａ）

（注１）平成２６年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２５年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２６年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

（平成２５年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

合計額
（ａ）

（注１）平成２６年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２５年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２６年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

（平成２５年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（注１）平成２７年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２８年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２８年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（平成２７年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（注１）平成２７年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２８年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２８年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（平成２７年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成３０年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成３０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２９年度交付分）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２９年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成３０年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成３０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（平成２９年度交付分）

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）平成２９年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和元年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（令和２年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）令和元年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注１）令和２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

）

文
部
科
学
省
関
係

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

）

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

合計額
（ａ）

（令和元年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

（令和２年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

文
部
科
学
省
関
係

合計額
（ａ）

（注１）令和元年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注１）令和２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

内
閣
府
関
係

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

合計額
（ａ）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和３年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

（令和４年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

）

文
部
科
学
省
関
係

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

）

合計額
（ａ）

（注１）令和３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

）

文
部
科
学
省
関
係

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

）

合計額
（ａ）

（注１）令和４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（令和３年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

（令和４年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

内
閣
府
関
係

合計額
（ａ）

（注１）令和３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

省

別

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

内
閣
府
関
係

合計額
（ａ）

（注１）令和４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年度交付分）

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)

円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

省

別

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

）

文
部
科
学
省
関
係

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

）

合計額
（ａ）

（注１）令和５年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注３）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)
円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

（合計）

省

別

合計額
（ａ）

（注１２）令和元年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１）平成２０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）平成２１年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注３）平成２２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注４）平成２３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

）

文
部
科
学
省
関
係

こ
ど
も
家
庭
庁
関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

）

（注１１）平成３０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注５）平成２４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注６）平成２５年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注７）平成２６年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注８）平成２７年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注９）平成２８年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１０）平成２９年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１８）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（注１３）令和２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１６）令和５年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１７）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注１４）令和３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１５）令和４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

基 金 の
保 有 区 分

年 度 当 初
保 管 額

運用益繰入額 年度内支出額 要国庫返納額 年度末保管額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A+B-C-D)
円 円 円 円 円

小計額

小計額

小計額

（合計）

省

別

合計額
（ａ）

（注１２）令和元年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１）平成２０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とすること。

（注２）平成２１年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注３）平成２２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注４）平成２３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

厚
生
労
働
省
関
係

文
部
科
学
省
関
係

内
閣
府
関
係

（注１１）平成３０年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注５）平成２４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注６）平成２５年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注７）平成２６年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注８）平成２７年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注９）平成２８年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１０）平成２９年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１３）令和２年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１６）合計額（ａ）は、７の合計額（ｂ）と一致すること。

（注１７）要国庫返納額（Ｄ）には、精算により国庫に返納する場合に記載

（注１４）令和３年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。

（注１５）令和４年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金追加当初保管額」とすること。
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（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２２年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２１年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

２　基金運用実績

（平成２０年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２２年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２１年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

２　基金運用実績

（平成２０年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額
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（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２５年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２４年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（平成２３年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額
（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２５年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２４年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（平成２３年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額
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（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２８年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２７年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

（平成２６年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２８年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成２７年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

（平成２６年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額
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（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

文

部

科

学

省

関

係

（令和元年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係
小計額

小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

文

部

科

学

省

関

係

（平成２９年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成３０年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係

（令和元年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

小計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

厚

生

労

働

省

関

係

文

部

科

学

省

関

係

（平成２９年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（平成３０年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額
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（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

運　用　益
合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

） 小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

） 小計額

（令和２年度交付分）

基金の保有区分

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（令和３年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

） 小計額

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

） 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

運　用　益
合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

内

閣

府

関

係

小計額

（令和２年度交付分）

基金の保有区分

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（令和３年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

内

閣

府

関

係

小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。
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（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

） 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

文

部

科

学

省

関

係

（令和４年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

） 小計額

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

（令和５年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

） 小計額

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

文

部

科

学

省

関

係 小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

） 小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

小計額

内

閣

府

関

係
小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

（令和４年度交付分）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

文

部

科

学

省

関

係

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。
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（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（合計）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

を

除

く

） 小計額

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

（

幼

児

教

育

・

保

育

無

償

化

円

滑

化

事

業

に

限

る

）

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。

小計額

（元号）　年度 （元号）　年度 （元号）　年度

円 円 円 円

（合計）

基金の保有区分
運　用　益

合計額

文

部

科

学

省

関

係 小計額

厚

生

労

働

省

関

係 小計額

（注２）「運用益」欄の「（元号）　　年度」欄が足らない場合は適宜欄を追加すること。

内

閣

府

関

係
小計額

（注１）基金の保有形態別に記入する他、内訳を添付すること。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３　基金の保有割合

４　基金の保有割合の算定根拠

５　基金事業等の目標に対する達成度

６　基金の解散年月日（中止又は廃止も含む）

※別添様式の「基金事業等の目標」において定めた成果目標の達成度について記載すること。

（平成２０年度交付分）

（平成２１年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

① －１　直近年度末の基金額（こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業を除く））：　　　　　　　　　　　　円

① －２　直近年度末の基金額（文部科学省関係）：　　　　　　　　　　　　　円

① －３　直近年度末の基金額（こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業に限る））：　　　　　　　　　　　　円

② －１　事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費

      （こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業を除く））：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　円

② －２　事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費

　　　（文部科学省関係）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　円

② －３　事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費

　　　（こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業に限る））：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　円

③ －１　こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保有割合（①－１／②－１）：　　　　　　　　　（小数点第３位以下四捨五入）

③ －２　文部科学省関係保有割合（①－２／②－２）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （小数点第３位以下四捨五入）

③ －３　こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業に限る）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保有割合（①－３／②－３）：　　　　　　　　　（小数点第３位以下四捨五入）

① 直近年度末の基金額：　　　　　　　　円

② 事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費：　　　　　　　円

③ 保有割合（①／②）：　　　　　（※小数第３位以下四捨五入）

（こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業を除く））

（文部科学省関係）

（こども家庭庁関係（幼児教育・保育無償化円滑化事業に限る））

※３の保有割合の算出過程が明らかになるような具体的な計算式、執行実績や実施計画等を用いた合理的な将来
見込額等の算出根拠を記載すること。

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

３　基金の保有割合

４　基金の保有割合の算定根拠

５　基金事業等の目標に対する達成度

６　基金の解散年月日（中止又は廃止も含む）

※別添様式の「基金事業等の目標」において定めた成果目標の達成度について記載すること。

（平成２０年度交付分）

（平成２１年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

① －１　直近年度末の基金額（厚生労働省関係）：　　　　　　　　　　　　　円

① －２　直近年度末の基金額（文部科学省関係）：　　　　　　　　　　　　　円

① －３　直近年度末の基金額（内閣府関係）　　：　　　　　　　　　　　　　円

② －１　事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費

      （厚生労働省関係）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　円

② －２　事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費

　　　（文部科学省関係）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　円

② －３　事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費

　　　（内閣府関係）　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　円

③ －１　厚生労働省関係保有割合（①－１／②－１）：　　（小数点第３位以下四捨五入）

③ －２　文部科学省関係保有割合（①－２／②－２）：　　（小数点第３位以下四捨五入）

③ －３　内閣府関係保有割合（①－３／②－３）　　：　　（小数点第３位以下四捨五入）

① 直近年度末の基金額：　　　　　　　　円

② 事業が完了するまでに必要となる補助・補てん額及び管理費：　　　　　　　円

③ 保有割合（①／②）：　　　　　（※小数第３位以下四捨五入）

（厚生労働省関係）

（文部科学省関係）

（内閣府関係）

※３の保有割合の算出過程が明らかになるような具体的な計算式、執行実績や実施計画等を用いた合理的な将
来見込額等の算出根拠を記載すること。
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（平成３０年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２９年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２７年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２８年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２５年度交付分）

年     月     日

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２４年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２３年度交付分）

（平成２２年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和元年度交付分）

（平成２６年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

（平成３０年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２９年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２７年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２８年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２５年度交付分）

（平成２６年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２４年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（平成２３年度交付分）

（平成２２年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和元年度交付分）
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（令和３年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和４年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和２年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和５年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和３年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和４年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日

（令和２年度交付分）

基　 　金　 　の

（元号）　　年　　月　　日解散・中止・廃止

年     月     日
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（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事
業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支
援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事
業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

７　基金事業に係る経費

（平成20年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

７　基金事業に係る経費

（平成20年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業
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○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成21年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成21年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（平成22年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（平成22年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成23年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（平成23年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成24年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（平成24年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成25年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（平成25年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成26年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成26年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成27年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成27年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業
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○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業
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（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成28年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成28年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業
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○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成29年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額
区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成29年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成30年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（平成30年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（令和元年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（令和元年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

こども家庭庁関係

文部科学省関係

こども家庭庁関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

文部科学省関係

厚生労働省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事
業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支
援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事
業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（令和２年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事
業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支
援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育
特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事
業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（令和２年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業
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○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業

(令和３年１月１日以降治療終了分)

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費

等（こども家庭庁関係）

無償化実施のための事務及びシステム

改修等

多子世帯保育料負担軽減支援

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質
の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業
(令和３年１月１日以降治療終了分)

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため
の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し
たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事
業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に
対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費
等（内閣府関係）

無償化実施のための事務及びシステム
改修等

多子世帯保育料負担軽減支援
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（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

（令和３年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

（令和３年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業
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○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

○児童相談所一時保護施設整備事業

○一時保護専用施設整備事業

○児童相談所一時保護所の生活向上

のための環境改善事業

○一時保護専用施設改修費支援事業

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

(2)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関運営事業

(3)　子育て世帯訪問支援臨時特例

    事業

(4)　保護者支援臨時特例事業

(5)　子どもの居場所支援整備事業

(8)　子育て短期支援臨時特例事業

(9)　一時預かり利用者負担軽減

    事業

(10)　特定妊婦等支援整備事業

(11)　特定妊婦等支援臨時特例事業

(12)　妊婦訪問支援事業

(14)　社会的養護自立支援実態把握

　　　事業

(15)　児童相談所一時保護所等整備

      事業

(6)　子どもの居場所支援臨時特例

    事業

(7)　子育て短期支援整備事業

(13)　社会的養護自立支援整備事業

(1)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関整備事業

１１その他事業（都道府県事務費）

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費

等（こども家庭庁関係）

無償化実施のための事務及びシステム

改修等

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

多子世帯保育料負担軽減支援

小計額

運用益

１３新たな子育て家庭支援の基盤を早急に

整備していくための支援

合計額（ｂ）

５　社会的養護の拡充

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業

（不妊治療の保険適用への円滑な移行

支援分）

不妊に悩む方への特定治療支援事業

(令和３年１月１日以降治療終了分)

(1)　認定こども園整備等事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質
の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

○児童相談所一時保護施設整備事業

○一時保護専用施設整備事業

○児童相談所一時保護所の生活向上

のための環境改善事業

○一時保護専用施設改修費支援事業

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

(2)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関運営事業

(3)　子育て世帯訪問支援臨時特例
    事業

(4)　保護者支援臨時特例事業

(5)　子どもの居場所支援整備事業

(8)　子育て短期支援臨時特例事業

(9)　一時預かり利用者負担軽減
    事業

(10)　特定妊婦等支援整備事業

(11)　特定妊婦等支援臨時特例事業

(12)　妊婦訪問支援事業

(14)　社会的養護自立支援実態把握
　　　事業

(15)　児童相談所一時保護所等整備
      事業

(6)　子どもの居場所支援臨時特例
    事業

(7)　子育て短期支援整備事業

(13)　社会的養護自立支援整備事業

(1)　母子保健・児童福祉一体的
    相談支援機関整備事業

１１その他事業（都道府県事務費）

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費

等（内閣府関係）

無償化実施のための事務及びシステム
改修等

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

多子世帯保育料負担軽減支援

小計額

運用益

１３新たな子育て家庭支援の基盤を早急に
整備していくための支援

合計額（ｂ）

５　社会的養護の拡充

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業
（不妊治療の保険適用への円滑な移行

支援分）

不妊に悩む方への特定治療支援事業
(令和３年１月１日以降治療終了分)

(1)　認定こども園整備等事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に
対する託児サービス提供事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し
たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事
業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

２　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係）



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（令和４年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

（単位：千円）

年度当初
保管額

運用益
繰入額

区分間流用
増減額

年度内
支出額

要国庫
返納額

年度末
保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備
事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事
業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター
事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設
等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支
援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格
取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保
育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居
場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（令和４年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事
業等

(8)　認定こども園整備等事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質
の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

○児童相談所一時保護施設整備事業

○一時保護専用施設整備事業

○児童相談所一時保護所の生活向上
のための環境改善事業

○一時保護専用施設改修費支援事業

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

２　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に
対する託児サービス提供事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し
たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため
の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業
(令和３年１月１日以降治療終了分)

不妊に悩む方への特定治療支援事業
（不妊治療の保険適用への円滑な移行
支援分）

１１その他事業（都道府県事務費）

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費
等（こども家庭庁関係）

無償化実施のための事務及びシステム

改修等

多子世帯保育料負担軽減支援

１３新たな子育て家庭支援の基盤を早急に

整備していくための支援

(1)　母子保健・児童福祉一体的
    相談支援機関整備事業

運用益

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

(2)　母子保健・児童福祉一体的
    相談支援機関運営事業

(3)　子育て世帯訪問支援臨時特例
    事業

(4)　保護者支援臨時特例事業

(5)　子どもの居場所支援整備事業

(6)　子どもの居場所支援臨時特例
    事業

(7)　子育て短期支援整備事業

(8)　子育て短期支援臨時特例事業

(9)　一時預かり利用者負担軽減
    事業

(10)　特定妊婦等支援整備事業

(11)　特定妊婦等支援臨時特例事業

(12)　妊婦訪問支援事業

(13)　社会的養護自立支援整備事業

(14)　社会的養護自立支援実態把握
　　　事業

(15)　児童相談所一時保護所等整備
      事業

小計額

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

○児童相談所一時保護施設整備事業

○一時保護専用施設整備事業

○児童相談所一時保護所の生活向上

のための環境改善事業

○一時保護専用施設改修費支援事業

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業

(令和３年１月１日以降治療終了分)

不妊に悩む方への特定治療支援事業

（不妊治療の保険適用への円滑な移行

支援分）

１１その他事業（都道府県事務費）

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費

等（内閣府関係）

無償化実施のための事務及びシステム

改修等

多子世帯保育料負担軽減支援

１３新たな子育て家庭支援の基盤を早急に

整備していくための支援

(1)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関整備事業

運用益

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

(2)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関運営事業

(3)　子育て世帯訪問支援臨時特例

    事業

(4)　保護者支援臨時特例事業

(5)　子どもの居場所支援整備事業

(6)　子どもの居場所支援臨時特例

    事業

(7)　子育て短期支援整備事業

(8)　子育て短期支援臨時特例事業

(9)　一時預かり利用者負担軽減

    事業

(10)　特定妊婦等支援整備事業

(11)　特定妊婦等支援臨時特例事業

(12)　妊婦訪問支援事業

(13)　社会的養護自立支援整備事業

(14)　社会的養護自立支援実態把握

　　　事業

(15)　児童相談所一時保護所等整備

      事業

小計額



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

（令和５年度交付分）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質
の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

○児童相談所一時保護施設整備事業

○一時保護専用施設整備事業

○児童相談所一時保護所の生活向上

のための環境改善事業

○一時保護専用施設改修費支援事業

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

２　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係）

(1)　認定こども園整備等事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に
対する託児サービス提供事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し
たひとり親家庭に対する就業支援事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事
業

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

５　社会的養護の拡充

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ
ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業
(令和３年１月１日以降治療終了分)

不妊に悩む方への特定治療支援事業
（不妊治療の保険適用への円滑な移行

支援分）

１１その他事業（都道府県事務費）

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費

等（こども家庭庁関係）

無償化実施のための事務及びシステム
改修等

多子世帯保育料負担軽減支援

１３新たな子育て家庭支援の基盤を早急に
整備していくための支援

(1)　母子保健・児童福祉一体的
    相談支援機関整備事業

運用益

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

(2)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関運営事業

(3)　子育て世帯訪問支援臨時特例
    事業

(4)　保護者支援臨時特例事業

(5)　子どもの居場所支援整備事業

(6)　子どもの居場所支援臨時特例
    事業

(7)　子育て短期支援整備事業

(8)　子育て短期支援臨時特例事業

(9)　一時預かり利用者負担軽減
    事業

(10)　特定妊婦等支援整備事業

(11)　特定妊婦等支援臨時特例事業

(12)　妊婦訪問支援事業

(13)　社会的養護自立支援整備事業

(14)　社会的養護自立支援実態把握
　　　事業

(15)　児童相談所一時保護所等整備
      事業

小計額



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）
年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（合計）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業

（単位：千円）
年度当初

保管額

運用益

繰入額

区分間流用

増減額

年度内

支出額

要国庫

返納額

年度末

保管額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ A+B+C-D-E

○保育所緊急整備事業

○小規模保育整備事業

○賃貸物件による保育所整備事業

○子育て支援のための拠点施設整備

事業

○放課後児童クラブ設置促進事業

○家庭的保育改修事業

○家庭的保育賃借料補助事業

○家庭的保育者研修事業

○グループ型小規模保育事業

○認可外保育施設運営支援事業

○地域型保育・子育て支援モデル事

業

○認可化移行総合支援事業

○民有地マッチング事業

○乳児家庭全戸訪問事業

○養育支援訪問事業

○ファミリー・サポート・センター

事業

○子育て短期支援事業

○地域子育て支援拠点事業

○一時預かり事業

○へき地保育事業

○子どもを守る地域ネットワーク機

能強化事業

○保育士研修等事業

○保育士・保育所支援センター開設

等事業

○認可外保育施設保育士資格取得支

援事業

○保育士修学資金貸付事業

○保育士等処遇改善臨時特例事業

○保育教諭確保のための保育士資格

取得支援事業

○幼稚園教諭免許状を有する者の保

育士資格取得支援事業

○保育所等保育士資格取得支援事業

○電力需給対策に対応した休日保育

特別事業等

○電力需給対策に対応した児童の居

場所づくりのための特別事業

○認定こども園整備事業

○認定こども園事業費

○小規模保育設置促進事業

○小規模保育運営支援事業

(9)　小規模保育事業

(10)　利用者支援事業

(6)　保育士人材確保等事業

(７)　電力需給対策に対応した特別事

業等

(8)　認定こども園整備等事業

(2)　広域的保育所利用事業

(3)　家庭的保育改修等事業

(4)　待機児童解消加速化プラン強化事

業

(5)　子育て支援交付金からの移行事業

（合計）

区分・事業内容 備考

１　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係を除く）

(1)　保育所等整備事業



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急

環境整備

○認定こども園等における教育の質

の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭

免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支

援

○児童相談所一時保護施設整備事業

○一時保護専用施設整備事業

○児童相談所一時保護所の生活向上

のための環境改善事業

○一時保護専用施設改修費支援事業

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等を除く）

文部科学省関係

こども家庭庁関係（幼児教育・保育

の無償化に係る事務費等に限る）

１３新たな子育て家庭支援の基盤を早急に

整備していくための支援

(1)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関整備事業

(2)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関運営事業

(3)　子育て世帯訪問支援臨時特例

    事業

(4)　保護者支援臨時特例事業

(5)　子どもの居場所支援整備事業

(6)　子どもの居場所支援臨時特例

    事業

(7)　子育て短期支援整備事業

(8)　子育て短期支援臨時特例事業

(9)　一時預かり利用者負担軽減

    事業

(10)　特定妊婦等支援整備事業

(11)　特定妊婦等支援臨時特例事業

(12)　妊婦訪問支援事業

(13)　社会的養護自立支援整備事業

(14)　社会的養護自立支援実態把握

　　　事業

(15)　児童相談所一時保護所等整備

      事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業

（不妊治療の保険適用への円滑な移行

支援分）

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被

害者等）等に対する就業支援事業

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し

たひとり親家庭に対する就業支援事業

２　保育サービス等の充実

　（文部科学省関係）

５　社会的養護の拡充

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業

(令和３年１月１日以降治療終了分)

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の

充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支

援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に

対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

(1)　認定こども園整備等事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪

問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

無償化実施のための事務及びシステム

改修等

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費

等（こども家庭庁関係）

多子世帯保育料負担軽減支援

○認定こども園整備事業

○幼稚園耐震化促進事業

○認定こども園事業費

○幼児教育の質の向上のための緊急
環境整備

○認定こども園等における教育の質
の向上のための研修支援

○保育教諭確保のための幼稚園教諭
免許状取得支援事業

○高等技能訓練促進費

○入学支援修了一時金

○戸別訪問による相談支援等

○就業活動支度の費用についての支
援

○児童相談所一時保護施設整備事業

○一時保護専用施設整備事業

○児童相談所一時保護所の生活向上

のための環境改善事業

○一時保護専用施設改修費支援事業

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

内閣府関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

１３新たな子育て家庭支援の基盤を早急に
整備していくための支援

(1)　母子保健・児童福祉一体的
    相談支援機関整備事業

(2)　母子保健・児童福祉一体的

    相談支援機関運営事業

(3)　子育て世帯訪問支援臨時特例
    事業

(4)　保護者支援臨時特例事業

(5)　子どもの居場所支援整備事業

(6)　子どもの居場所支援臨時特例
    事業

(7)　子育て短期支援整備事業

(8)　子育て短期支援臨時特例事業

(9)　一時預かり利用者負担軽減

    事業

(10)　特定妊婦等支援整備事業

(11)　特定妊婦等支援臨時特例事業

(12)　妊婦訪問支援事業

(13)　社会的養護自立支援整備事業

(14)　社会的養護自立支援実態把握
　　　事業

(15)　児童相談所一時保護所等整備
      事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業
（不妊治療の保険適用への円滑な移行

支援分）

(6)　婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被
害者等）等に対する就業支援事業

(1)　高等技能訓練促進費等事業

(3)　児童養護施設等の職員の資質向上
のための研修事業

(3)　職業紹介等を行う企業等を活用し
たひとり親家庭に対する就業支援事業

２　保育サービス等の充実
　（文部科学省関係）

５　社会的養護の拡充

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業
(令和３年１月１日以降治療終了分)

※運用益を各事業に繰り入れた際には、繰入額の合計を減すること。

合計額（ｂ）

（注１）区分ごとに年度当初保管額、運用益繰入額、区分間流用増減額、年度内支出額、年度末保管額を記入すること。

（注２）年度内支出額は、特別対策事業ごとにも記入すること。

（注３）区分間流用を行った場合は、流用元または流用先を備考欄に記載すること。

（注４）要国庫返納額には、精算により国庫に返納する場合に記載すること。

小計額

運用益

６児童虐待防止対策の強化

７保育所等の複合化・多機能化

８幼稚園等の複合化・多機能化

９子ども・子育て支援新制度に係る電子シ

ステム構築等

１０不妊に悩む方への特定治療支援事業の
充実

１１その他事業（都道府県事務費）

(1)　児童養護施設の退所者等の就業支
援事業

(2)　児童養護施設等の生活向上のため
の環境改善事業

(2)　職業訓練を受けるひとり親家庭に
対する託児サービス提供事業

(2)認定こども園等の環境整備等事業

３　すべての子ども・家庭への支援

４　ひとり親家庭等への支援の拡充

(1)　認定こども園整備等事業

(4)　就業・社会活動困難者への戸別訪
問事業

(5)　ひとり親家庭等の在宅就業支援事

業

無償化実施のための事務及びシステム
改修等

１２幼児教育・保育の無償化に係る事務費
等（内閣府関係）

多子世帯保育料負担軽減支援



改正後 改正前 

８ 事業実施状況 

〔保育サービス等の充実〕 

 （１）保育所等整備事業 

  ①～② 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 略 

８ 事業実施状況 

〔保育サービス等の充実〕 

 （１）保育所等整備事業 

  ①～② 略 

 

  ④ 略 

③　認定こども園整備等事業

ア　認定こども園整備事業

イ　認定こども園事業費

（ｱ）機能部分に対する補助

（ｲ）幼稚園で実施する長時間預かり保育に対する補助

ウ　幼稚園耐震化促進事業

幼稚園型の認定こども園 か所

認定こども園化を予定する幼稚園 か所

（注）「実施か所数」には、本事業により、年度中に施設整備をした幼稚園数を類型別に記入するこ
　　と。

人

（注）「実施か所数」には、本事業を行った認定こども園数を類型別に記入すること。
　　　「入所児童数」には、本事業を行った認定こども園について、幼稚園部分に入所する本事業の
　　対象となった入所児童数を類型別に記入すること。

改築前の類型 実施か所数

幼保連携型の認定こども園 か所

人

１，２歳児 人

幼稚園型を構成する幼稚
園

か所

４歳以上児 人

３　歳　児 人

１，２歳児

. 実施か所数 入所児童数 備　　考

幼保連携型を構成する幼
稚園

か所

４歳以上児 人

(こども家庭庁関係)

３　歳　児

人

保育所型の幼稚園機能 か所 人 (文部科学省関係)

（注）「実施か所数」には、本事業を行った認定こども園数を類型別に記入すること。
　　　「入所児童数」には、本事業を行った認定こども園について、該当する機能部分の入所児童数
　　を類型別に記入すること。

幼稚園型の保育所機能 か所

４歳以上児 人

(こども家庭庁関係)
３　歳　児 人

１，２歳児 人

乳　　　児

長時間預かり保育等を実施する私立
幼稚園（要領２（２）④）

か所 人(こども家庭庁関係)

（注）「実施か所数」には、安心こども基金により、年度中に施設整備をした認定こども園数を類型
　　別に記入すること。
　　　「増加定員数」には、安心こども基金による施設整備により増加した定員数を類型別に記入す
　　ること。

. 実施か所数 入所児童数 備　　考

幼保連携型の幼稚園 か所 人

(文部科学省関係)

保育所型の幼稚園機能 か所 人

実施か所数 増加定員数 備　　考

幼稚園型の保育所機能 か所 人(こども家庭庁関係)

③　認定こども園整備等事業

ア　認定こども園整備事業

イ　認定こども園事業費

（ｱ）機能部分に対する補助

（ｲ）幼稚園で実施する長時間預かり保育に対する補助

ウ　幼稚園耐震化促進事業

幼稚園型の認定こども園 か所

認定こども園化を予定する幼稚園 か所

（注）「実施か所数」には、本事業により、年度中に施設整備をした幼稚園数を類型別に記入するこ
　　と。

人

（注）「実施か所数」には、本事業を行った認定こども園数を類型別に記入すること。
　　　「入所児童数」には、本事業を行った認定こども園について、幼稚園部分に入所する本事業の
　　対象となった入所児童数を類型別に記入すること。

改築前の類型 実施か所数

幼保連携型の認定こども園 か所

人

１，２歳児 人

幼稚園型を構成する幼稚
園

か所

４歳以上児 人

３　歳　児 人

１，２歳児

. 実施か所数 入所児童数 備　　考

幼保連携型を構成する幼
稚園

か所

４歳以上児 人

(厚生労働省関係)

３　歳　児

人

保育所型の幼稚園機能 か所 人 (文部科学省関係)

（注）「実施か所数」には、本事業を行った認定こども園数を類型別に記入すること。
　　　「入所児童数」には、本事業を行った認定こども園について、該当する機能部分の入所児童数
　　を類型別に記入すること。

幼稚園型の保育所機能 か所

４歳以上児 人

(厚生労働省関係)
３　歳　児 人

１，２歳児 人

乳　　　児

長時間預かり保育等を実施する私立
幼稚園（要領２（２）④）

か所 人 (厚生労働省関係)

（注）「実施か所数」には、安心こども基金により、年度中に施設整備をした認定こども園数を類型
　　別に記入すること。
　　　「増加定員数」には、安心こども基金による施設整備により増加した定員数を類型別に記入す
　　ること。

. 実施か所数 入所児童数 備　　考

幼保連携型の幼稚園 か所 人

(文部科学省関係)

保育所型の幼稚園機能 か所 人

実施か所数 増加定員数 備　　考

幼稚園型の保育所機能 か所 人 (厚生労働省関係)



改正後 改正前 

 （２）～（１０） 略 

 

〔ひとり親家族等への支援の拡充〕 

～〔新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援〕 略 

 

９ 添付資料 略 

 

別添様式 基金事業等に係る運営及び管理に関する基本事項の公表について 略 

 

 

 

 

 （２）～（１０） 略 

 

〔ひとり親家族等への支援の拡充〕 

～〔新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援〕 略 

 

９ 添付資料 略 

 

別添様式 基金事業等に係る運営及び管理に関する基本事項の公表について 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


